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平成22年３月９日（火曜日）

午前９時59分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成22年度宮崎県一般会計予算

○議案第14号 平成22年度宮崎県立学校実習事

業特別会計予算

○議案第15号 平成22年度宮崎県公営企業会計

（電気事業）予算

○議案第16号 平成22年度宮崎県公営企業会計

（工業用水道事業）予算

○議案第17号 平成22年度宮崎県公営企業会計

（地域振興事業）予算

○議案第19号 地方警察職員の定員に関する条

例の一部を改正する条例

○議案第22号 警察関係使用料及び手数料徴収

条例の一部を改正する条例

○請願第30-2号 教育格差をなくしすべての子

どもにゆきとどいた教育を求

める請願

○教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経

営に関する調査

○その他報告事項

・公立高校の授業料無償化について

・検視業務の推進について

・改正迷惑防止条例の施行に向けた取り組みに

ついて

・経営ビジョンにかかるパブリックコメントの

結果について

出席委員（７人）

委 員 長 横 田 照 夫

副 委 員 長 松 田 勝 則

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 中 野 一 則

委 員 中 野  明

委 員 満 行 潤 一

委 員 新 見 昌 安

欠席委員（１名）

委 員 中 村 幸 一

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

警察本部

警 察 本 部 長 鶴 見 雅 男

警 務 部 長 根 本 純 史

警務部参事官兼
椎 葉 今朝邦首 席 監 察 官

生 活 安 全 部 長 横 山 登

刑 事 部 長 松 尾 清 治

交 通 部 長 中 原 雅 男

警 備 部 長 柄 本 重 敏

警務部参事官兼
日 髙 昭 二会 計 課 長

警務部参事官兼
上久保 岩 男警 務 課 長

生活安全部参事官兼
石 川 義 英生活安全企画課長

刑事部参事官兼
原 則 人生活安全部参事官

総 務 課 長 湯 地 幸 一

交 通 規 制 課 長 桑 畑 孝 德

運 転 免 許 課 長 大 峰 俊 和

企業局

企 業 局 長 日 髙 幸 平

副 局 長
弓 削 孝 幸（ 総 括 ）

副 局 長
岡 田 義 美（ 技 術 ）

総 務 課 長 橋 口 貴 至

経 営 企 画 監 新 穂 伸 一
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工 務 課 長 相 葉 利 晴

電 気 課 長 本 田 博

施 設 管 理 課 長 白ヶ澤 宗 一

総 合 制 御 課 長 山 下 雄 一

事務局職員出席者

政策調査課主幹 坂 元 修 一

議 事 課 主 査 花 畑 修 一

○横田委員長 ただいまから文教警察企業常任

委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。日程案につきましては、お手元に配付のと

おりでありますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○横田委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、当初予算関連議案の審査方法について

であります。お手元に配付している資料「委員

会審査の進め方（案）」をごらんください。当初

予算の審査は、部局ごとの議案の数等を考慮い

たしまして、警察本部、企業局、教育委員会の

順に行いたいと考えております。なお、教育委

員会の説明及び質疑については、お手元の「委

員会審査の進め方（案）」のとおり、２班に分け

て審査を行った後、総括質疑を行う方法とした

いと考えております。審査の方法について、御

異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○横田委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時00分休憩

午前10時２分再開

○横田委員長 委員会を再開いたします。

警察本部においでいただきました。

それでは、早速当委員会に付託されました当

初予算関連議案等の説明をお願いいたします。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

○鶴見警察本部長 先日来、補正予算関係議案

につきましては、御審査、可決決定いただきま

して、まことにありがとうございました。

私どもでは、去る３月５日に春の定期人事異

動に伴う幹部級の異動内示をいたしまして、現

執行部メンバーでの常任委員会は、今回が最後

になるわけでありますけれども、異動発令まで

現体制でしっかりと務めてまいりますので、よ

ろしくお願いを申し上げます。

本日御審査いただく議案といたしまして「平

成22年度宮崎県一般会計予算について」、それか

ら「地方警察職員の定員に関する条例の一部を

改正する条例案について」、そして「警察関係使

用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例

案について」の３項目であります。また、その

他の報告といたしまして、「検視業務の推進につ

いて」、及び改正迷惑防止条例の施行に向けた取

り組みにつきまして警務部長、刑事部長、生活

安全部長にそれぞれ説明をさせますので、よろ

しく御審査のほどをお願い申し上げます。

○根本警務部長 それでは、平成22年２月定例

県議会提出の議案第１号「平成22年度宮崎県一

般会計予算」の公安委員会関係につきまして御

説明をさせていただきます。最初に、お手元の

平成22年度歳出予算説明資料の503ページをごら

んください。

警察本部の当初予算要求の基本的な考え方と

しましては、平成22年の宮崎県警察運営方針を

「県民の期待と信頼にこたえる力強い警察」と
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しまして、「街頭犯罪等の抑止・検挙と地域安全

活動の推進」など６項目を運営重点に掲げまし

て、この運営重点を柱とした各種施策を実施す

るための事業費の要求を行い、県の財政状況が

厳しいところではございますけれども、こうし

た施策を含む治安維持に必要な経費の措置を行

い、警察力を確保することとしたところでござ

います。この基本的な考え方をもとにしまして、

公安委員会一般会計警察本部の平成22年度の当

初予算額としましては、恩給及び退職年金費を

除きまして284億8,638万円をお願いしていると

ころでございます。この予算額でございますけ

れども、昨年度と比べますと、若手警察官がふ

えたことによる職員給与費の減額、定年退職者

数の減少による退職手当の減額等によりまして、

人件費につきましては９億5,212万4,000円の減

額、それ以外の物件費につきましては7,577

万3,000円の増額でございまして、総額におきま

してはマイナス８億7,635万1,000円、率にしま

してマイナス３％でございます。

それでは、平成22年度の公安委員会関係の当

初予算につきまして、科目、事項別に説明をさ

せていただきますので、507ページをお開きくだ

さい。まず、上段の左側の会計、科目、事項の

欄でございます。 まず、（項）警察管理費（目）

公安委員会費（事項）委員報酬672万7,000円で

ございますけれども、これは、公安委員３名の

報酬でございます。

続きまして、（事項）委員会運営費832万3,000

円でございますけれども、これは公安委員会の

運営に要する経費でございます。説明の欄に示

しております番号２の警察署協議会運営費359万

１,000円でございますけれども、これは、県下

の13の警察署すべてに置かれております警察署

協議会委員の報酬及び旅費などに関する経費で

ございます。

続きまして、（目）警察本部費（事項）職員費193

億6,960万2,000円でございますが、これは職員

の人件費でございます。

次に、（事項）運営費34億2,583万1,000円でご

ざいますが、これにつきましては、508ページを

ごらんください。これは、警察業務を行う上で、

その基盤となります通信指令システムやＯＡ機

器、その他職員が警察業務を処理するために必

要な事務費等、いわゆる職員設置に要する経費

でございます。この中で主たるものとしまして

は、番号２の退職手当18億4,200万2,000円、そ

れから番号11の警察業務電算化推進事業経費３

億8,535万3,000円でございます。番号２の退職

手当でございますけれども、本年１月１日現在

での定年退職予定者57名を含む74名分を計上し

ておりまして、昨年度と比較しまして、約7

億1,200万円の減額となっております。続いて、

番号11でございますが、警察業務電算化推進事

業経費でございます。これは、現在の高度情報

化社会の中、広域・複雑・高度化する犯罪から

県民の安全な生活を守るために、情報技術（Ｉ

Ｔ）等を活用した警察業務の電算化を推進する

ための経費でございます。

次に、（目）装備費（事項）装備費４億765

万4,000円でございますが、これは、警察機動力

及び警察装備の計画的整備充実強化と装備活動

に要する経費でございます。この中で、主たる

ものとしましては、番号３の警察活動用車両維

持費２億5,627万7,000円、番号９の警察ヘリコ

プター更新に伴う航空警察活動事業費9,672

万6,000円でございます。まず、番号３の警察活

動用車両維持費でございますけれども、警察が

保有しております全車両に係る燃料費、自賠責

保険料、重量税、その他維持に係る消耗品費等
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に要する経費でございます。番号９の警察ヘリ

コプター更新に伴う航空警察活動事業費でござ

いますけれども、現在、本県警察に配備されて

おります警察ヘリコプター「ひむか」でござい

ますが、平成22年度に、国の予算で、小型の単

発ヘリから小型双発ヘリに更新整備される計画

となっております。この更新に伴いまして、操

縦士等の訓練、新型ヘリコプターに必要な電源

車等の支援機器や航空機部品の整備等を行うた

めの経費でございます。

続きまして、509ページをごらんください。

（目）警察施設費（事項）警察施設費9億2,050

万8,000円でございます。これは、警察施設の計

画的整備と適正な維持管理に要する経費でござ

います。このうち番号１の交番、駐在所庁舎新

築費費9,251万9,000円でございますけれども、

平成22年度は日南警察署の吾田交番、高岡警察

署の川口駐在所、延岡警察署の南延岡駅前交番

の３カ所を新築する予定でございます。交番、

駐在所につきましては、地域住民の安全と安心

の拠点である生活安全センターとしまして、地

域住民の日常生活に密着した警察活動を行って

おりまして、こうした交番、駐在所につきまし

ては、老朽化に加え、来訪者と対応するための

コミュニティスペースや駐車スペースの確保、

さらには県民が利用しやすい位置への移転等を

考慮して、計画的に整備をしているところでご

ざいます。この３つの交番、駐在所のうち、新

築予定の吾田交番と南延岡駅前交番につきまし

ては、いずれも、駐車スペースが確保できてい

ないなどの理由から県民が利用しやすい位置へ

移転新築することとしてございます。川口駐在

所につきましては、宮崎市が行う道路拡張工事

に伴い移転新築するものでございます。このほ

か平成24年１月の供用開始に向けて、現在着工

しております宮崎県総合自動車運転免許セン

ター建設整備に係る経費を初め、警察本部、警

察署等の庁舎や職員宿舎の改修工事等に係る経

費を計上しているところでございます。

続きまして、（事項）警察署庁舎建設費２

億5,157万1,000円でございます。これは、日向

警察署庁舎建設整備に係る建設予定地の取得と

実施設計等に要する建設費でございます。この

うち、日向警察署庁舎建設予定地取得に要する

経費は２億2,895万1,000円でございますが、こ

れは、平成18年度に取得をしました建設予定地

の購入費でございまして、平成22年度が支払い

の最終年度となっております。実施設計等に要

する経費は2,262万円でございますけれども、平

成21年度に地質調査と基本設計を終了しており

まして、さらに実施設計を開始することとして

おりますが、平成22年度も引き続き、実施設計

を行うこととしております。今後の事業計画と

しましては、平成23年度に建設に着工し、平成24

年度中の完成を目指したいと考えております。

次に、（目）運転免許費（事項）運転免許費

７億157万9,000円でございますが、これは、運

転免許試験及び各種講習、その他運転免許事務

処理に要する経費でございます。各種講習の中

で、主たるものとしましては、番号１の運転免

許証更新時、安全運転管理者講習委託料１

億1,538万8,000円と、次の510ページにございま

す番号９の道路交通法に伴う講習体制整備事業

費１億8,627万２,000円でございます。番号１の

運転免許証更新時、安全運転管理者講習委託料

につきましては、運転免許証更新時に行う講習

と安全運転管理者に対して行う講習を外部委託

して行うための講習業務委託料でございます。

また、番号９の道路交通法に伴う講習体制整備

事業費でございますけれども、70歳以上の高齢
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者に対する免許証更新時の高齢者講習や認知機

能検査、及び行政処分を受けました停止処分者

や、軽微な違反者に対して行う違反者・処分者

講習の委託料でございます。そのほかの講習と

しましては、原動機付自転車講習、運転免許取

得時講習委託料等の予算を計上しているところ

でございます。

次に、（項）警察活動費（目）警察活動費（事

項）一般活動費17億8,537万3,000円でございま

すが、これは次の511ページまでにわたってごら

んいただきたいと思います。これは、一般警察

活動、刑事、生活安全及び交通警察活動等警察

活動全般に要する経費でございます。この中で

主たる事業としましては、511ページにございま

す、まず、番号30の安全・安心パトロール事業

１億9,206万６,000円、それから番号31の死因究

明等のための捜査資機材整備事業818万１,000

円、また番号32の警察無線システム高度化整備

事業437万3,000円。番号33のチャイルドシート

の使用及びシートベルト着用啓発事業2,970

万4,000円でございます。

まず、番号30の安全・安心パトロール事業で

ございますけれども、平成21年度から「緊急雇

用創出事業臨時特例基金」を活用しまして開始

した事業でございまして、平成22年度におきま

しても同基金の適用が受けられますことから、

県内全域に拡充をして実施するものでございま

す。具体的には、振り込め詐欺や声かけ事案等

の抑止、さらには街頭犯罪等の抑止を目的とし

まして、防犯パトロールを民間警備会社に委託

して行う事業でありまして、パトロールを行う

警戒員を県内７地区に合計72名配置をしまして、

金融機関（ＡＴＭ）等の立ち寄りによる振り込

め詐欺被害の防止、また、児童生徒の通学路の

巡回による声かけ事案等の抑止、さらに駐車場、

駐輪場等の巡回による街頭犯罪等の抑止など、

幅広いパトロール活動を行うこととしておりま

す。この事業によりまして、安全で安心なまち

づくりを進めるととともに、雇用、就業機会の

創出に資することとしております。

続きまして、番号31の死因究明等のための捜

査資機材整備事業でございますが、これは警察

本部と死体取扱現場をリアルタイムで画像伝送

する検視支援装置を警察本部と全警察署に整備

しまして、より適正な検視業務を推進するとと

もに、客観的証拠の収集を行う目的で、赤外線

撮影用デジタルカメラ３台を整備するものでご

ざいます。なお、この検視支援装置の詳細につ

きましては、後ほど刑事部長が報告事項「検視

業務の推進について」の中で説明をさせていた

だきます。

続きまして、番号32の警察無線システム高度

化整備事業でございますが、平成22年度に国の

予算で警察官の現在地がわかるＧＰＳ機能や画

像等のデータ通信機能が付加された無線機への

更新整備及びこれに伴う基地局装置、分散受信

局の整備等を行うこととなっておりまして、こ

の更新等にあわせて新型無線機と警察本部の通

信指令システムとを連動させるシステムの整備

とデータ通信に必要な通信回線費を措置するも

のでございます。今回の整備によりまして、山

間部等における不感地帯が大幅に解消されます

とともに、事件手配時における110番情報データ

や画像送受信が可能となりまして、また、現場

で活動する警察官の位置表示によって、警察本

部や警察署の指令する側との連携が一層図られ、

迅速・的確な初動警察活動を行うことが可能と

なります。

続きまして、番号33のチャイルドシートの使

用及びシートベルト着用啓発事業でございます。
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これは、安全・安心パトロール事業と同様に、

「緊急雇用創出事業臨時特例基金」を活用した

事業でございます。チャイルドシート及び後部

座席シートベルトの着用につきましては、道路

交通法で義務づけられているところでございま

すけれども、その着用率は低く、交通モラルの

欠如や危険性の認識不足が懸念されるところで

ございます。そこで、民間企業等への委託によ

りまして、県内の７地区に合計16名のチャイル

ドシート等着用指導員を配置し、幼稚園、保育

園等に出向いて交通事故の実態でありますとか、

ビデオ放映等による講習を行って、使用と着用

の広報啓発を行うこととしております。この事

業によって交通事故抑止による県民の安全確保

と雇用、就業機会の創出に資することとしてお

ります。

次に、（事項）交通安全施設維持費５億4,006

万2,000円でございますが、これは、交通安全施

設の維持管理及び電気・通信料等に要する経費

でございます。

最後に、（事項）交通安全施設整備事業費10

億6,915万円でございますが、これは、信号機の

新設や、道路標識等の整備を計画的に行ってい

くための経費でございます。これら交通安全施

設につきましては、交通事故防止に大きく影響

するものでございまして、交通事故の発生や交

通量等の実体に即し、さらに地域住民や道路利

用者などからの要望や意見に配意しつつ、計画

的な整備を図ることとしております。なお、信

号機の新設につきましては、平成22年度は41カ

所について設置を行うこととしております。

また、番号２の（４）東九州自動車道延伸に

伴う可変標識整備事業１億2,556万１,000円でご

ざいます。これは、延岡南インターチェンジか

ら延岡ジャンクションを経て北方インターチェ

ンジまでの総延長16.3キロメートルの区間にＬ

ＥＤ式の可変標識30基を設置するものでござい

ます。この区間は、現在、最高速度60キロの無

料の自動車専用道路でございまして、道路の維

持管理等は国土交通省が行い、道路標識の整備・

管理は一般道路と同じように公安委員会が行っ

ているところでございます。平成22年中に東九

州自動車道の日向―門川間が開通することにあ

わせまして、門川インターチェンジから北方イ

ンターチェンジまでの区間の最高速度を現在の

時速60キロから時速70キロに引き上げることと

しております。最高速度が時速70キロとなった

場合、荒天時や事故発生時等に臨時に規制速度

を落として、交通の安全を確保する必要があり

ますことから、延岡南インターチェンジから北

方インターチェンジまでの区間の上下線に各15

基、合計30基のＬＥＤ式の可変標識を設置する

ものでございます。また、本標識の遠隔操作を

行うための制御装置を延岡警察署に設置し、気

象の変化や事故等、現場に応じた速度規制を行

うことで、安全走行を確保し、円滑な交通規制

を実施したいと考えているところでございます。

議案第１号については、以上でございます。

続きまして、議案第19号「地方警察職員の定

員に関する条例の一部を改正する条例（案）」

について御説明をさせていただきます。提出議

案書の中の61ページに記載しておりますが、お

配りをしておりますお手元の資料１に基づいて

御説明をさせていただきます。

平成22年度政府予算案に、全国で868人の警察

官の増員が盛り込まれたところでございます。

警察官増員の内容につきましては、裁判員制度

の導入により、裁判員にとってわかりやすい物

的証拠が求められており、物的証拠収集の必要

性が高まっていることや、科学技術の進歩によ
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りまして、幅広い検体からの資料採取が可能と

なり、資料採取の機会がふえ鑑識専務員の負担

が増大していることから、警察署の鑑識体制を

強化するための808人の増員と、死体取扱数が急

増し検視官等の業務負担が増大する中で、一層

緻密かつ適正な死体取扱業務を推進するために

検視体制を強化するための60人の増員、合わせ

て868人の増員でございます。この警察官の増員

措置に伴いまして、各都道府県警察の警察官定

員の基準を定めた警察法施行令が改正されまし

て、平成22年４月１日付で施行される予定でご

ざいます。警察法57条第２項におきましては、

警察法施行令で定める定員の基準に従って、条

例で地方警察職員の定員を定めなければならな

いこととなっておりますことから、今回の増員

に伴う必要な改正を行うものでございます。

具体的には、警察法施行令におきまして、宮

崎県警察官の定員が４人の増員と改正されます

ことから、条例におきましても警察官定員を４

人増とし、合計1,998人とするものでございます。

また、階級別定員につきましては、警察法施行

令に定めてあります地方警察職員たる警察官の

階級別定員の基準に従いまして、各階級ごとに

それぞれ警部補の階級にある者が１人ふえて556

人、巡査部長の階級にある者が２人ふえて576人、

巡査の階級にある者が１人ふえて593人に改正を

するものでございます。これによりまして、県

警本部の職員定数は、一般職員321人を含め2,319

人となります。

なお、本県の増員４人でございますけれども、

すべて警察署鑑識体制の強化のための増員措置

でございますけれども、県内の各警察署の管轄

面積、現場臨場件数、鑑識専務員の負担の割合

等を総合的に判断しまして、日向警察署に４人

を配置し、鑑識体制を強化することとしており

ます。

条例の施行期日につきましては、平成22年４

月１日を予定しているところでございます。議

案第19号につきましては、以上でございます。

続きまして、議案第22号「警察関係使用料及

び手数料徴収条例の一部を改正する条例」につ

いて御説明をさせていただきます。これにつき

ましては、提出議案書の75ページをお開きくだ

さい。

改正の理由につきましては、昨年の４月に道

路交通法が改正されまして、高齢運転者等専用

駐車区間及び高齢運転者等専用時間制限駐車区

間の制度が新設されたことに伴いまして、現在

運用しております時間制限駐車区間に設置をさ

れておりますパーキングメーターにつきまして、

使用料の根拠となっている道路交通法の規定に

条ずれが生じたことから、所要の改正が必要と

なったものでございます。

なお、この法改正に伴う条例の施行日につき

ましては、本年４月19日を予定しているところ

でございます。

私からの説明は以上でございます。

○松尾刑事部長 それでは、検視業務の推進状

況につきまして御説明させていただきます。

平成22年度の新規事業といたしまして、先ほ

ど警務部長が説明いたしましたが、死因究明な

どのための捜査資機材整備事業、具体的には検

視支援装置の導入を要望いたしております。こ

の検視支援装置の概要を含めまして、検視業務

全般について御説明いたしたいと思います。

警察が死体を見分する目的は、その人の死が

犯罪に起因するものかどうかということを判断

したり、また、公共の福祉等の立場から死因な

どを調べまして、御遺族に確実に引き渡すため

のものでございます。したがいまして、基本的
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には医師にみとられて亡くなられ、死因がはっ

きしている場合を除きましては、検視を行って

いるところでございます。

それでは、お手元にお配りしております資料

２をごらんいただきたいと思います。まず初め

に、この資料２の番号１のところに過去10年間

の死体取扱状況をグラフで示しております。平

成21年中に本県警察が取り扱いました死体の総

数は1,416体でありました。棒グラフがずっと平

成12年から並んでおりますけれども、一番右側

の棒グラフ、平成21年の項に1,416という数字が

示してございます。平成20年中の取扱数と比べ

ますと62体減少しております。しかし、近年の

特徴としまして、主として、高齢死者数の増加

によりまして、死体取扱数は年々増加傾向にあ

り、10年前の平成12年、1,048という数字がござ

いますけれども、この一番左の棒グラフの数字

と比べますと、平成21年は約1.35倍に増加して

おります。

次に、本県警察の検視体制について御説明い

たします。現在、警察本部には検視官３名、こ

れは警視または警部の階級でございます。検視

補助者が４名、これは警部補の階級でございま

すが、これの合計７名が在籍いたしております。

検視官は他県では検視調査官等々と呼ばれてお

る場合もありますけれども、本県の場合、検視

官と呼んでおりますが、10年以上の捜査経験を

有しておりまして、かつ、警察大学校において

専門的な研修を終了した警察官を登用しており

ます。本県では、検視体制の充実を図るため、

平成13年３月から昨年21年３月までの間に、検

視官警部補１名、検視補助者警部補３名の増員

を図り、体制を充実してきたところでございま

す。このうちの検視官１名、検視補助者１名に

つきましては、県北延岡警察署に配置をいたし

まして、警察本部から遠隔地となります日向警

察署、延岡警察署、高千穂警察署の県北３警察

署を専任で担当させております。このような体

制のもとで迅速な現場臨場と管轄警察署との連

携強化を図りながら、適正な検視業務の推進に

努めているところであります。

次に、検視業務を適正に推進するために、本

県警察で講じている方策について、数点御説明

いたしたいと思います。１点目は、死亡時画像

診断としてのＣＴ・レントゲン撮影による死因

究明でございます。御承知のとおり、ＣＴは、

コンピューティッド・トモグラフィーの略でご

ざいまして、その意味はＸ線ビーム走査装置と

コンピューターとを用いて、体内の精密な断層

影像を得る方法のことでございます。レントゲ

ンは御承知のとおりでございます。

資料２の検視業務の適正な推進方策の（１）

ＣＴ・レントゲンの実施状況をごらんください。

２のところの左の数字でございます。資料にあ

りますとおり、平成21年は71体のＣＴ・レント

ゲンの活用体数がございました。このＣＴ・レ

ントゲン撮影につきましては、御遺体を傷つけ

ることなく、死因究明に役立てることが可能で

ありますので、御遺族の精神的負担を軽減する

ことができるものと考えております。費用につ

きましては、警察捜査上必要と判断した場合に

実施しておりますことから、全額警察で負担し

て、御遺族に金銭的な負担をかけるものではご

ざいません。

検視業務を適正に推進する方策としての２点

目でございますが、装備資機材や検査試薬の積

極的な活用がございます。ＣＴ・レントゲンの

ほかに、携帯型のエコー検査装置、これは昨年

の11月に国から配分を受けて導入をいたしてお

ります。携帯型のエコー検査装置は、身体の表
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面から超音波を当てまして、その反響を画像と

して映し出しまして、内部の状況を調べる装置

でございます。ＣＴ・レントゲンと同様に、御

遺体を損傷することなく、死因究明に役立てて

おります。携帯型エコー検査装置は、ＣＴ・レ

ントゲンと比べまして、映し出される範囲が狭

いんでありますけれども、また、情報量がその

ために少なくなるという不利な点はあるんです

けれども、逆に、自由に持ち運びができるとい

う利点もあります。このほかにも血液や尿から

薬物やアルコールなどを検出する検査試薬を用

いた死因の究明を行っております。トライエイ

ジとかトロポリン検査とかいうものでございま

す。

検視業務を適正に推進する方策としました３

点目は、検視官の積極的な現場臨場でございま

す。資料の２の（２）先ほどのＣＴ・レントゲ

ンの右側にございます検視官の現場臨場状況は、

グラフであらわしております。先ほど御説明し

ましたとおり、死体に関して豊富な知識や経験

を有する検視官が現場に臨場することによりま

して、専門的視点に立った死体観察がなされま

して、適正な検視業務が実施できると考えてお

ります。平成21年中におきます本県の検視官の

現場臨場率はグラフの一番右端にございますと

おり、49.4％、1,400何体のうちのほぼ半分に近

い数字ですね。これに臨場しておると、平成20

年と比べますと、14.5ポイントの増加でござい

ました。検視官の現場臨場率を全国的に見ます

と、約20.3％ございまして、本県は全国の平均

からするとかなり高い臨場率であると言えます。

その要因としましては、県北担当の検視官を配

置したこと、警察署において事案を認知した時

点で検視官への即報を義務づけておりまして、

少しでも不審点があった場合は、検視官が積極

的に現場に臨場するという方法をとっているた

めに、臨場率が高くなっていると言えると思い

ます。

検視業務を適正に推進する方策の４点目は、

捜査員の検視実務能力の向上を図っているとい

うことでございます。死因が、犯罪に起因する

かどうかを判断するためには、死体を見分する

だけではなく、亡くなられた方の生活実態等を

総合的に判断する必要がありますので、各警察

署の捜査係長等を中心にした検視実務専科、こ

ういった教養をやっております。また、検視官

が各警察署を回りまして、巡回教養で具体的な

教養をしておると、また、検視が現実に行われ

る現場で捜査員等に機会的に教養をしておると

いう実情がありまして、捜査員の能力向上を図っ

ております。

それでは、最後に22年度の新規事業といたし

まして導入を要望いたしております検視支援装

置の概要について御説明いたします。下のほう

に図面が書いてあるんですけど、非常に細かく

て見づらいと思いますが、内容を簡単に御説明

いたします。

検視支援装置とは、死体発見現場から死体や

その周辺の状況をリアルタイムで携帯電話の通

信網を使いまして、画像と音声を警察本部に送

信してくると、警察本部において送信された映

像などを検視官等が机上のパソコン等で確認で

きる装置のことでございます。県下13警察署に

送信装置を、警察本部に受信装置を要望してお

ります。

検視官が死体発見現場や死体の状況をリアル

タイムで把握することができまして、迅速、的

確な初動措置を講ずることができるこの装置の

整備は、適正な検視業務の推進に大きく寄与す

るものと考えております。
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最後になりますが、これからも検視業務に従

事する捜査員の実務能力の向上や装備資機材の

効果的な活用を図るとともに、宮崎大学医学部

や宮崎県警察医会、宮崎県警察歯科医会などの

関係機関との連携を強化しまして、適正な検視

業務の推進に努めてまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。

○横山生活安全部長 続きまして、改正迷惑防

止条例の施行に向けた取り組みにつきまして、

御説明をさせていただきます。

改正迷惑防止条例の施行に伴う主な取り組み

といたしましては、施行に向けて関係法令を制

定したほか、関係業者の皆さんを含めた県民の

皆様方に対する周知に努めているところでござ

います。お手元に、周知を図るために作成しま

したリーフレットをお届けいたしております。

迷惑防止条例が改正されましたというカラー刷

りのものでございますけれども、御参照いただ

きたいと思っております。

この資料にございますとおり、改正のポイン

トは、１枚目の表に書いてございますけれども、

風俗店等への客引き行為の規制強化、２つ目が

風俗店等で働くように勧誘する、スカウトする

行為の禁止、３つ目が卑わいな行為、つきまと

い行為等の罰則の強化というのが改正のポイン

トでございまして、中をお開きいただきますと、

客引き行為の規制強化に至る改正の趣旨とか、

あるいは規制強化の第４条の内容をわかりやす

く記載しております。この中で、従来からござ

いましたものは右側のページの５番の執拗な客

引き、これが第４条として規制されたものであ

ります。執拗な客引きだけが従来からあったも

ので、それ以外については、現行の状況等踏ま

えて、新たに規制強化等を行ったものでありま

すので、これを御参照いただきたいと思ってお

ります。

まず、関係法令の制定でございますけれども、

「公衆に著しい迷惑をかける行為の防止に関す

る条例施行規則（公安委員会規則）」であります

けれども、これを２月８日付で制定いたしまし

た。この資料の中身では７番に該当するもので

あります客待ち行為の禁止につきまして、客引

き行為や客待ち行為の実態、あるいは地域の特

性等を総合的に勘案するとともに、関係自治体

などとの協議を重ねまして、宮崎市、都城市、

日向市、延岡市の繁華街の一部を禁止区域とし

て指定をいたしたところでございます。

次に、県民の方々に対する周知状況でござい

ますけれども、お配りしておりますリーフレッ

ト２万枚、広報用ポスター2,000枚をそれぞれ作

成いたしまして、県下の警察施設を含めた公共

施設などに掲示・配布をしたほか、県警ホーム

ページや新聞・市町村広報紙など各種広報媒体

を活用した広報活動を行うなど、県民の皆様へ

の周知徹底に努めているところでございます。

さらに、関係業者の皆様につきましては、こ

れまで客引き行為等の規制対象となる接待飲食

を行う風俗営業、あるいは性風俗関連特殊営業

等の合計1,419業者の方々に対して、案内状を送

付して、県下13警察署において説明会を開催し

たところでございます。

この説明会におきまして、条例改正業務に従

事した警察本部の職員が改正に至った背景や規

制概要等について、このリーフレット等により

具体的に、かつ、わかりやすく御説明をさせて

いただきました。その上で、御理解と協力を求

めるとともに、業者の方々からの質問等もお受

けしたところでございます。

反響等でございますけれども、業者の皆さん

から、「条例が施行され、客引きがいなくなると、
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私の店にもお客さんが安心してきてくれるよう

になるんではないかと思っておる」という歓迎

する意見などが出されております。改正内容に

ついても一応の御理解を得て、現在までのとこ

ろ順調に周知を図って御理解をいただいている

状況だと考えております。なお、欠席された業

者の皆さんもおいでなりますことから、現在、

直接リーフレットをお届けするとともに、飲食

業組合等々を通じて周知徹底を図るなどしてい

るところでございます。

さらに、施行前の３月下旬の段階におきまし

て、県下主要繁華街における周知のための現場

事前指導、並びに広報活動を実施する予定にし

ておりますし、引き続き、県民の皆様方への周

知徹底、かつ、円滑な施行に向けて、万全を期

する所存でございます。以上でございます。

○横田委員長 ありがとうございました。

執行部の説明が終了いたしました。

それでは、まず、議案についての質疑をお受

けしたいと思います。質疑がありましたらどう

ぞ。

○中野一則委員 警察官の定数のことでお尋ね

いたしたいと思うんですが、予算書の中での総

数が2,301名、この表の資料の中では2,315名、

そして４名ふえて2,319名になるということでし

たが、この違いですね、これは、実数と定員数

の違いと見ればいいわけですか。

○根本警務部長 今、委員、指摘になられまし

たのは、きょうの表の資料でございますか。

○中野一則委員 この冊子の人数の違い……。

○根本警務部長 この2,315名と2,319名の違

い…。

○中野一則委員 はい、そうです。

○根本警務部長 この2,315名と2,319名の４名

の違いにつきましては、今回の増員４名分の違

いでございます。

○中野一則委員 507ページの……。

○根本警務部長 申しわけございません。507

ページでございます。総職員数2,301名で、警察

官1,994名、一般職員307名になっておりますけ

れども、この警察官1,994名につきましては、定

数定員の数でございます。一般職員307名につき

ましては、現在の実員の数でございまして、一

般職員の実員の数の違いがここに出ております。

○中野一則委員 もう一度……。

○上久保警務課長 一般職員の定員は321名でご

ざいますけれども、行財政改革で実員の削減と

いうことで、307名で運用するということでこの

数となっております。定員上は321名でございま

すけれども、行財政改革での実員削減というこ

とで307名という数でございます。

○中野一則委員 それはわかりました。一般職

員はわかりましたが、警察官の増員４名は、新

年度には発生しないわけですね。

○上久保警務課長 現在数が1,994ですけれど

も、実員的にはこの1,994ということになります。

４名は、新規採用ということになるものですか

ら、今回、定員が改正になって、それから採用

ということになりますので、実員的には来年の

春採用ということになります。

○中野一則委員 わかりました。増員は１年後

から警官になるということですね。

それから、資料２ですが、検視業務の推進に

ついてということで、大変御苦労いただいて毎

年1,400名を超える人の死体の……。

○横田委員長 済みません。ちょっと議案のほ

うを先に……。

○中野一則委員 ごめんなさい。後で言います。

○横田委員長 ほか、ございませんか。

○丸山委員 まず、定員に関することでお伺い
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したいんですが、これまでも警察本部におかれ

ましては５～６年近く定員増があってきたと

思っているんですが、これまでの増員の成果な

りを検証してきたのか、これ、すべて全国レベ

ルでというのは十分わかっているんですが、宮

崎でどういうふうな成果、どこをどうふやした

からよかったとか、今回、逆に言いますと、警

部補、巡査部長等をふやしていらっしゃいます。

なぜ、ここをふやすような形に―検証してこ

ういうふうになったんだろうというふうに思っ

ているんですが、そのほうをちょっとお伺いし

たいと思っているんですけど。

○根本警務部長 これまでの本県における増員

状況でございますけれども、14年度から21年度

にかけまして158名の警察官が増員されたところ

でございます。この158名の増員につきましては、

交番機能の強化でありますとか、パトロールの

強化、あるいはストーカー行為等の取締り、そ

れから振り込め詐欺捜査体制の強化、こういっ

た部分に増員をしてきたところであります。ま

た、16年度街頭犯罪対策の強化に向けて特別機

動警察隊を設置するなど、組織体制の強化を図っ

てきたところでございまして、こういった増員

によって、どのような効果が出ているのかとい

うことでございますけれども、14年のまず刑法

犯の認知件数でございますけれども、数字を申

し上げますと、平成14年度に刑法犯の認知件数

が約１万8,000件ございました。これが以後減少

傾向を示しておりまして、平成21年の刑法犯の

認知件数は9,602件、１万件を割ったという、こ

の9,602件という数字につきましては、25年ぶり

に刑法犯認知件数としては、１万件台を割り込

むといった成果が出ております。

また、刑法犯認知件数以外につきましても、

検挙率でございますが、同じく平成14年の数字

が22.3％でございました。この22.3％という数

字は平成21年には41％と、18.7ポイント上昇を

しているところでございまして、本県におきま

しても警察官の増によって、一定の効果があっ

たところと考えております。

しかしながら、本県におきましても、振り込

め詐欺事件の発生でありますとか、あるいは子

供や女性をねらった性犯罪の事件、あるいは先

般もございましたけれども、社会を震撼させる

ような凶悪事件も発生しておりますので、こう

した事案により的確に対応する、今後も警察官

の増員が必要と考えているところでございます。

続きまして、２点目の警部補、巡査部長、巡

査の階級別の定員の基準、１人とか２人がふえ

たという件でございますけれども、これは警察

法施行令・政令において割合が階級別の定員の

基準というものが決まっておりまして、その基

準に従いましてそれぞれの階級の割合を出す計

算方式に数字を入れていきますと、１とか２と

か１とか、こういった数字が出てくるところで

ございます。

○丸山委員 説明の中で、この４名を日向署に

充当するということだったんですが、なぜ、日

向署だけになったのか、日向署が例えばこれま

での軽犯罪の発生率が思ったよりも下がらな

かったとか、検挙率が上がらなかったとかとい

うことがあって入れたのか、もしくは、今回、

裁判員制度とか検視体制の強化をやるために、

ここを充実するために入れたんですよという、

県北の検視体制をさらに強化するためにやった

んですよということでいいのか、それ、ちょっ

と説明をお伺いしたいと思っているんですが。

○根本警務部長 日向署に４名増員をする理由

でございますけれども、各種要因がございます

けれども、まず、日向署の管轄面積が非常に広
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大な管轄を持っております。四国で言えば、香

川県と同じような管轄面積を持っているわけで

ございます。

また、鑑識専務員の総臨場件数、現場に臨場

する件数でございますけれども、これにつきま

しても、大規模署の宮崎北署・南署、都城、延

岡に次ぐ件数となっております。したがって、

広大な敷地を持って臨場件数も多いわけでござ

いますので、鑑識専務員の夜間・休日の呼び出

し件数が非常に多い、県下13署の中でトップで

ございます。そういった中で、日向署には係長

以下３名の体制しかございませんので、ここに

４名を足しますと７名体制になりまして、日勤

の係長１名とあと残り６名をそれぞれ２人ずつ

の３交代制で24時間体制を確保できるといった

機動鑑識班が設置できるということで、ここに

４名を増員をすることにしております。

ちなみに、先ほど申し上げた大規模署北署、

南署、都城署、延岡署につきましては、同様に

機動鑑識班が設置されておりまして、24時間体

制で鑑識業務に従事できるという体制にござい

ます。

○丸山委員 日向署、大変だろうなというのは

わかりました。あと、当初予算の設計等も、新

しく改築されるということでありますので、そ

ういったことも十二分にも考えて配置されても

４人入ると結構また手狭になったりとかするん

じゃないかという不安もあると考えていますの

で、その辺を負担がないような形でできるだけ

改善をお願いしたいと思いますので、よろしく

お願いします。

もう一つ、確かに日向署もだと思っているん

ですが、国全体からすると、裁判員制度とか検

視の教養が非常に重要になってきていると、こ

の前、10年前の事件があった、それも踏まえて

いるんだと思っているんですが、裁判員制度が

できた、これ、県下全域に関係すると思ってい

るんですが、検視ではなくてですね、その場合

にこの辺の配慮というのを何かされているとい

うふうに考えて、仕事量もふえていっていると

いうふうに認識していいと思っているんですが、

その辺の配置のあり方というのも考えていらっ

しゃるんでしょうか。

○根本警務部長 裁判員制度の導入による影響

だと思いますけれども、本県警としても、まさ

に御指摘のとおりでございまして、この制度の

導入を踏まえて、裁判員が適正な心証を形成す

るために有用である物的証拠の収集というもの、

非常に重要になっております。

また、ＤＮＡ鑑定とか、そういった各種検体

も非常に多くなっておりますので、こういった

科学的捜査を一層重要視する傾向にございます

ので、先ほど申し上げた日向署の例のように数

的にも充当していくという部分、さらにこれま

での業務についても鑑識業務の必要性、客観的

証拠の収集の必要性については、質的にも教養

指導によって強化をしているところでございま

す。

○丸山委員 裁判員制度というのは今後も行っ

ていくということで、まだ県内では２～３例し

かないと思っているんですが、どんどんふえて

いくんだろうと想定されますので、その辺も十

二分に体制をお願いしたいと思います。

○中野明委員 507ページ、公安委員会費

が1,500万、説明で３名ということでしたけど、

単純に３で割ると公安委員１人当たり500万ぐら

い、そんな理解でいいんですかね―507ページ

の公安委員会費600万ですね、済みません。わか

りました。それはいいです。

それから、同じ507ページ、警察職員費、先ほ
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ど人数、言われましたけど、多ければ多いほど

安全だという話になるのかわかりませんけど、

例えば、こういう警察官の数、これは警察庁と

か何かそういうので大体一つの統一した指標と

いうか、考え方があるんですかね。

○根本警務部長 警察官の数でございますけれ

ども、これは先ほど申し上げましたように、警

察法施行令、政令におきまして警察官の定員の

基準というものが定められております。

これは国の治安水準が全国的に均衡のとれた

ものとして、また、都道府県ごとに治安のバラ

ンスを失することがないように、国において、

一定の警察力を保持するために、基準として定

めているのがこの政令における警察官の定員の

基準でございまして、この基準に従って警察官

の数については都道府県ごとに条例で定めると

いうことになっております。現在、それ1,994名

でございまして、４名増員をして1,998名という

ことでございます。

○中野明委員 条例で定めるという、その基

準というのは、各県でつくるんですか。

○根本警務部長 基準につきましては、政令に

定めておりますので、都道府県でつくるのでは

なくて、国が作成をするものでございます。

○中野明委員 私がちょっと聞きたかったの

は、同じ110万都市で石川とか福井とか、かなり

財政力のいいところがあるんですよ。そういう

ところは多いのかなと思ったりしたけど、そう

いう基準ということであれば、財政力がどうの

こうのというのは関係なしに、治安状況で決ま

るという判断でいいんですか。

○根本警務部長 委員、御指摘のとおり、都道

府県ごとにそれぞれの治安情勢でありますとか、

あるいは警察官１人当たりの負担人口でありま

すとか、その他もろもろの要素を総合的に勘案

して、国の政令において定めていくというもの

でございます。

○中野明委員 宮崎県の警察官の数は、国の

政令によって、その方式でもって割り出した数

というふうな理解でいいんですか。

○根本警務部長 御指摘のとおりです。その基

準に沿って条例で定めているものでございます。

○中野明委員 同じく運転免許費約７億100

万、これ、大体運転更新に行きますと、証紙張っ

て金、払いますよね。その収入というのは、大

体年間どれぐらいあるものですか。

○中原交通部長 更新時講習の手数料の話だろ

うと思いますが、平成22年度に更新をされる人

の見込みが大体18万４,000人ぐらい考えており

ます。ちなみに、昨年は19万5,000人でございま

したので、１万1,000人ぐらいのマイナスで考え

ております。

手数料についてちょっと資料出しますので、

後でお答えいたします。

先ほどの御質問ですけれども、運転免許更新

の手数料ですね、これにつきましては、平成20

年度の数字でございますけれども、約２億9,000

万でございます。

○中野明委員 さっきの警察の幹部定数です

けれども、例えば、私、いつも比較するんだけ

ど、富山とか、かなりこの辺は財政力がいいん

ですよね。人口は大体同じぐらいなんですよ。

治安度がわかりませんけど、後でいいですけど、

富山とか大分もそんなに人口的には変わらんの

ですけれども、大体財政力のいいところは、警

察官も多いのかなと思ったりするんですよね。

貧乏県は少ないのかなと思ったり、貧乏県にな

るとそこまで差がつくかと。

○根本警務部長 今、委員御指摘の富山県でご

ざいますけれども、政令の基準によります
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と1,903人となっております。

○中野明委員 同じ。〔「ちょっと少ない。」

と呼ぶ者あり〕少ない……。〔「90人少ない」と

呼ぶ者あり〕安心しました。

○丸山委員 508ページの上のほうの11の電算推

進業務、具体的にどういう形で何をやろうとし

ているのか、ちょっとまだわからなかったもの

ですから、それをお伺いしたいのと、電算とな

りますと、我々も全然わからなくて、この値段

が正しいのか、システムはいいのかというのを、

県執行部では、情報政策課等にそういう任命職

員に来てもらって、そこでチェックをしてもらっ

て、システムの金額が妥当なのかどうか、今後

のメンテナンスを含めてというのをチェックし

ているんですが、そういうことも警察本部では

やっていらっしゃるのかを含めて具体的どうい

うことをやって、何が目的で、どういうふうに

県民がよくなるのかというのを教えていただく

とありがたいんですが。

○根本警務部長 警察業務電算化推進事業でご

ざいますけれども、この目的として大きく２つ

ございます。１つが警察内部における効率化等

利便性の向上を図るという目的、これは内部的

な目的でございますけれども、そういったもの

が１つ、もう一つは、県民の安全を守るという

ものでございますけれども、情報技術、ＩＴな

どを活用して、広域・複雑・高度化する犯罪か

ら県民の安全を守ると、こういう２つの側面が

ございます。

そこで、前のほうの目的でございますけれど

も、現在、この警察内部のネットワーク・ＬＡ

Ｎケーブルでございますけれども、警察本部を

初めとして、各警察署、それから交番、駐在所

に至るまで張りめぐらせているところでござい

ます。こうしたネットワークを活用して、さま

ざまな書類を電子化することによって、事業の

効率化、スピード化、さらにはペーパーレス化

を図っているところでございまして、例えば、

遺失物の取り扱いなんかにおいても交番、駐在

所からでもサーバーにアクセスして見られるな

ど、利便性が図られるというメリットがござい

ます。

もう一つの、後のほうの県民の安全を守るた

めのＩＴでございますけれども、ネットワーク

には、例えば、捜査情報統合管理システムであ

りますとか、あるいは組織犯罪対策情報管理シ

ステムとか、警察安全相談管理システムなど、

いろんな捜査情報を集約するシステムが入って

いるところでございます。例えば、捜査情報統

合管理システムの具体的な活用例でありますけ

れども、各警察署で発生した窃盗事件、こういっ

た各事件の情報を警察本部で集約をしまして、

分析をして、その情報を各警察署で共有するこ

とで、その次の発生地の予測を行うなどして警

戒を強化する、こういったことによって、県民

の安全を守るというメリットがございます。

こういった内部的な効率化と利便性を図ると

いう目的と県民の安全を守るという２つの目的

のために、この事業を推進する必要があるわけ

でございますけれども、先ほど価格的に、コス

ト的にどうなのかということでございましたけ

れども、当然システムでございますので、うち

の情報管理的な職員、そういったノウハウを持っ

ている人間を含めて、ノウハウのある人間でそ

ういったシステムのコストが妥当なのかどうな

のかということはもちろん検討をするとともに、

さらに２つ目の目的で申し上げたように、県民

の安全を守るという、そういった犯罪防止上の

システムでございますので、もう一方で刑事・

生活・安全そういった犯罪防止の鑑定がどうし



- 16 -

ても必要になってまいりますので、警察内部に

おいて、そういったコストの妥当性については、

検討しているところでございます。

○丸山委員 恐らくこのシステム自体は、全国

に同じような形で、それぞれ地域特性はあるの

かもしれませんけれども、あると判断したとき

に、先ほどこのコストは大体妥当ですよという

ことだったんですが、その辺がＩＴの中は非常

にわかりづらいというのがあって、県では任意

の特命の人を民間から入れて、この積算は、Ｉ

Ｔはどうなのか、削減できたこともあったもん

ですから、その辺は内部ではやっていても、外

部からこのシステムはもう少し安くできるん

じゃないかとか、今後できれば他県とも連携し

ながら、宮崎県だけで雇うよりは、警察の上層

部のほうで、本当にこれは妥当なのかというの

をしっかり見て、していただきたいということ

を要望をさせていただきます。

○日髙会計課長 今、委員がおっしゃったとお

りでありますけれども、パソコンサーバーこれ

の賃借料、これが２億6,800万ということで、一

番大きいわけですけれども、県警におきまして

も、これらの積算等をする場合は、今、言われ

た県の情報政策課―今、部外から要請されて

おるということで、ＩＴ調達については、県の

ほうに一回一回協議をいたしまして、審査をし

ていただいて、導入しておるという状況であり

ます。以上です。

○松田副委員長 今の警察業務のＩＴ化のこと

でよく４億円を投じます―けさの新聞で佐賀

県警が同じく過去に４億円を投じた電子申請シ

ステムを廃止というような記事がございました。

これは、今回の場合は、今、警務部長から御説

明がありましたように、内部向け、利便性、効

率化、安全ということでしたけれども、一般県

民がさまざまな申請書を出すときのために、イ

ンターネットで申請ができるということを４億

円をかけて設定したんですが、利用者ゼロとい

う状態が久しく続いたので、今回、佐賀県警で

やめることになった。全国でも25の警察が導入

しているけど、やはりどこも利用率が低いので、

取りやめる方向のところが多いという報道であ

りました。その中で今、最初の効率化の理由づ

けの中にペーパーレス化ということがありまし

たが、これは全警察署あるいは交番ですべてペー

パーレス、書類は、すべて電算化するという方

向で統一することになるんでしょうか。

○根本警務部長 ＩＴ化の流れで申し上げます

と、ペーパーレス化につきましては、物理的に

はＬＡＮケーブルが警察本部初め、各警察署、

交番、駐在所に張りめぐらされておりますでの

で、一定のルーチンに係るような書類について

はもちろんペーパーレス化という方向に進んで

いくかと思いますけれども、それぞれ個別具体

的にそういった書類の性格とか記載内容とか、

まちまちのところがございますので、それ以外

の部分については、それぞれ個別に検討を加え

ていく必要があるかと考えております。

○松田副委員長 わかりましたが、やはり今、

丸山委員がおっしゃったように、サーバーで２

億というのは、今の時勢にかんがみてももう少

し精査してもいいんではないかと思える節もご

ざいます。４億円という大きなお金を投じて佐

賀県警がそれをみすみすやめてしまうという事

例もありますので、よくよく検討いただきまし

て、少しでも削られるものがあったら削ってい

ただきたいなと、このように要望いたします。

○中野一則委員 またもとに戻って申しわけあ

りません。警察職員の定数のことですね。非常

に勉強不足でありますので、確認のために質問
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させてください。これは改正前でも改正後でも

いいんですが、警察官は警視から巡査まで1,994

名いらっしゃるということですが、本部長とか

あるいは部長さん方のうちで警視正の方は、県

からじゃなくて警察庁から人件費用を支払って

いるということですか。

○根本警務部長 御指摘の地方警務官でござい

ますけれども、これは国家公務員でございます

ので、御指摘のとおり、国が必要な給料等々の

支払いはしているところでございます。

○中野一則委員 そんな方が何人いらっしゃる

んですか。

○根本警務部長 当県におきましては、地方警

務官は８名でございます。

○中野一則委員 ということは、位置づけが警

察庁の直接の職員だということですね。それか

ら、九州警察管区からも来ていらっしゃいます

がね、技術吏員とか若い職員たちが。幹部もい

らっしゃるかもしれません。そういう方たちは

職員なのかどうかわかりませんが、職員であれ

ば321名、この中に入っているわけですか、入っ

ていないんですか。

○上久保警務課長 宮崎県の警察本部の警察官

の定員、それと一般職の定員、他官庁から入っ

た場合は、身分的には本県の職員になるもんで

すから、この定員の中で運用しております。

だから、管区から宮崎県県警に入れば、宮崎

県の職員ということで定員の中で運用しておる

ということになります。

○中野一則委員 そうすると、その方たちは国

家公務員になるわけですか、地方公務員になる

わけですか。

○上久保警務課長 身分の関係でございまして、

国家公務員から宮崎県の地方公務員に身分的に

切りかわるということであります。

○中野一則委員 ということは、この今、我々

が審議している中で人件費の支払いをしている

ということですね。それでいいんですか。

○上久保警務課長 そのとおりでございます。

○中野一則委員 くどいようですが、幹部の方

たちは直接警察庁から国家公務員だからという

ことで、組織上そうしないと、全国的なレベル

でいかんのでしょうけれども……。

○上久保警務課長 １つは、警察官の場合は先

ほど言いましたように地方警務官８名、これは

国家公務員でございます。それからもう一つ、

管区の関係でございますけれども、警察本部に

は宮崎県の警察本部と管区の通信部というのが

ございます。通信業務、これは管区の通信業務

ということで、これは宮崎県警とは組織として

はちょっと違うと、組織上は管区の組織であり

ます。ということで、通信部の職員を宮崎県の

職員として受け入れる場合もございます。しか

し、通信部と宮崎県警察本部は実は別の組織だ

ということであります。

○中野一則委員 わかりました。

○横田委員長 ほかにございませんか。

○中野明委員 510ページですけど、説明の４

番自動車保管場所証明事務に要する経費、これ

は、車を買うと車庫証明というのをセールスマ

ンが印鑑持っていきますよね。そのことですか

ね、まず一つは。

○中原交通部長 車庫証明、要するに保管場所

の確認ですね。そのことでございます。

○中野明委員 あれは私、全然知らんのです

が、車買ったらセールスマンに印鑑出すだけで

すけど、流れとしては警察に出すわけですかね。

車庫証明出す場所というのは、最終受付はどこ

になるんですかね。

○中原交通部長 その保管場所を管轄する各警
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察署長でございます。

○中野明委員 警察署に出すだけに何十台と

あるでしょうけど、１億1,900万、その車庫証明

を受け付けるだけの話ですかね。

○中原交通部長 その保管場所の実際の場所を

調査いたしますので、それに要する職員の人件

費は当然要りますし、これは業務委託をしてお

ります。警察官が直接保管場所の確認を一件一

件やってるわけじゃなくて、一定の業者に一般

競争入札で委託しております。そこの人たちが

例えば、先生が車を買われたら、どこどこに車

を保管するよということを出されると思うんで

すが、それが本当にそこで保管できるのかどう

か、ちゃんとした車庫なのかどうか、それは現

地で全部確認をいたします。その業務に係る費

用がこれでございます。

○中野明委員 わかりました。

○桑畑交通規制課長 少し追加させていただき

ます。保管場所証明に係る経費ですけれども、

これは、先ほど交通部長が言われました保管場

所を現実に調査する業務が１つですね。それと、

この保管場所のデータを入力する業務、この２

つが大きな業務であります。以上です。

○中野明委員 車庫証明によってデータを入

力して、そのあとの使い道というのは何がある

んですか。データ入れて個人の車庫がどこになっ

ているかというデータの使い道、何か犯罪でや

るわけですか。

○中原交通部長 基本的に車両を所有する者は

車両を保管している場所がないと購入ができな

いという話になっていますんで、要するに、路

上の駐車とか、公園等に恒常的に駐車をしてし

まうというようなことを防ぐために、それぞれ

各個人レベルで、その自動車をどこに保管する

のかということでございまして、これが年間大

体今、規制課長が言いましたけれども、現地の

調査を22年度予算ベースで６万６,000件ぐらい

の数を予定しておりますし、入力の業務につき

ましては、約９万件ぐらいを考えてこの予算に

なっております。この６万6,000件ぐらいにつき

ましては、実際６万6,000カ所に行くという話で

ございますので、膨大な何といいますか、人件

費が要るということでございます。

○丸山委員 ６万６,000件というのは新車なの

か、中古も含めてというふうに見ていいのか、

あと、県営住宅で時々問題が起きているのは、

駐車場所がないとか１台しかないはずなのに２

台車を持っているとか、いろいろ問題が起きて

いると聞いているんですが、その辺の使い方も

できるということで考えてよろしいんでしょう

か。

○中原交通部長 基本的に、これは新車登録台

数だけじゃございませんので、新車はもちろん

そうでございますけれども、中古車で売買され

て新しく中古車を購入されたというときでも、

保管場所の証明は必要になりますので、それも

ございます。

最後、おっしゃいました１台の場所なのに２

台車持っておるというようなことについては、

これはあってはいけない話でございまして、我々

としては、そういうことを防ぐために一件一件、

この登録番号が何番の車についてはここだと、

もう一台の車については近くの駐車場を借りて

おりますよというようなことで登録をするとい

うことでございまして、基本的には、そういう

事態はあっちゃいけないということで、その防

止には我々もこの業務の、何といいますか、精

密にといいますか、精緻にしっかり調査をして、

そういうことをさせないようにするところでご

ざいます。



- 19 -

○丸山委員 だけど、苦情があっているのは間

違いないと思うんですよね、公営住宅でそうい

うのがあるというのは、なかなか徹底できてな

いのが現状じゃないかなと思いますので、しっ

かりそれはやっていただきたいと思っています。

もう一つが、入力が９万件あって６万６,000

件と、この差というのはどういうふうに理解す

ればよろしいんでしょうか。

○中原交通部長 この入力の差でございますけ

れども、これは、軽自動車は保管場所の証明が

要らないんですね。宮崎市、都城市、延岡市の

３市につきまして、軽自動車を買ったら、届け

出はしないといけないわけです。届け出をする

とこの入力は当然しなくちゃいけませんので、

この差というのは主に軽自動車というふうに大

まかに考えていただいて結構だと考えておりま

す。

○丸山委員 軽は要らないというのはどういう

条項なのかわかりませんけど、実際、問題が起

きるのは軽が一番多いんじゃないかなと思って

いるんですけど、今後どうなる―そういう方

向はあり得ないんでしょうか。

○中原交通部長 これは一宮崎県の話ではない

と考えておりまして、当然、国のほうで対策を

とられることだと思っておりますので、それに

応じて本県もやっていきたいと思いますけれど

も、今のところ、その軽自動車については、車

庫証明をとれというような動きがあるというふ

うには承知しておりません。

○中野明委員 例えば、車庫証明を偽造した

場合は、罰則というのは公文書偽造か何かわか

らんけど、何かあるんですかね。

○中原交通部長 罰則はもちろんございます。

ちょっと今、精緻なやつを調べますので……。

○中野明委員 それはもういいです。わかり

ました。

○満行委員 信号機新設についてお尋ねをした

いんですが、我々議員、かなり信号機設置につ

いては、地元の要望を毎回毎回受けております。

かなり限られた予算の中で御苦労いただいてい

るというのはわかるんですが、ことし22年度の

実績見込みですね、何件なのか。41件というの

は、予算から来ているのか、要望から来ている

のかというと、予算からしか来ないんでしょう

が、現時点で要望が何件あって41件なのか、そ

のあたりを教えてください。

○中原交通部長 まず、41基でございますが、

平成22年度は県内41基を新設する予定でござい

ます。

それから、要望でございますけれども、本県

警察が把握しております要望というのは449カ所

を受けております。この449カ所のうち、場所的

に実際信号機がつけられない、若干の交差点改

良等を必要とするというような場所、それから

警察として、それほどの緊急性を感じていない

といいますか、緊急性がない、危険性が低いと

いうようなところで、早急にといいますか、計

画的に信号機をつけていかなければいけないと

ころは約250カ所ぐらいというふうに、今のとこ

ろ考えております。

○満行委員 まず、我々は、449カ所の要望の中

に、その交差点が入っているかどうかというの

もわからない。地元の方もわかっていない方が

結構おられて、前、公民館で要望していてつか

ないんで、別の人たちがまた要望したりとかと

いうのがあり得ると思うんですよね。この449カ

所というのは、最寄の警察署に行ったら教えて

くれるわけでしょうか。まず、その449カ所をお

願いします。

○中原交通部長 449カ所がどこが来ているのか
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ということについては、警察署に行っていただ

ければ、本部のほうで一元管理しておりますけ

れども、それを教示するのはできるというふう

に思っています。

○満行委員 その中で警察の皆さん方が見て必

要と思われる優先順位の早い250カ所、これも公

開はしていただけるわけでしょうか。

○桑畑交通規制課長 現在把握している約450カ

所、それと必要な箇所250カ所について、公開で

きるかというお話なんですけれども、現実的に

は警察署で把握しておりまして、それを交通規

制課のほうでまとめております。

この要望に基づいて、我々が警察署と一緒に

実動しまして、我々が現場を確認するわけです

けれども、必要な箇所と言われても、公開でき

るできないというはちょっと待っていただきた

いんですけれども、これにつきましては、先ほ

ど部長からありましたように、道路改良が必要

な箇所、それと、必要ではあるけど緊急性が若

干低い箇所等がありますので、そこ辺のところ

を御理解いただきたいと思います。

○満行委員 250カ所に絞ったと、それは緊急性、

危険性が薄いところを抜いて、早急につけたい

ところ、警察本部として、ここの交差点には信

号機が必要だというのが250カ所というふうに認

知をしているということでいいんですかね。

○中原交通部長 おっしゃるとおりであります。

それで250カ所と、それから残りについて、一般

県民に情報を公開するかというお話でございま

すけれども、この250カ所を除いた残りですね、

これも信号機設置が必要となってくるという時

期もございますし、道路状況が変わったり、交

通の情勢が変わったり、事故が相当集中して発

生したりすれば、今の時点では250カ所とその他

ということでございますが、若干、それは状況

によって変わると思うんですね。したがいまし

て、去年はすぐすぐつける箇所じゃなかったの

に、ことしはつけなくちゃいけないような状況

になるということもありますので、広く県民に

その250カ所と、それ以外の箇所というのをお知

らせするのはいかがなものかというふうに考え

ております。

○満行委員 たくさん要望を我々も受けて、本

当に事故が多いと、何回言ってもつけてくれな

いんだというふうに言われる。これは５年たと

うが10年たとうが変わらんと、ずっと事故は起

こっているんだよというふうにおっしゃる。優

先順位は基本的にはうちの警察が決められるこ

とですし、それは予算が伴うことなので、大変

苦しい選択はされているとは思うんですが、た

だ、ブラックボックス化して、住民からすると

いつなのか、うちの要望がちゃんと聞いてもら

えているのかという不信感が募っているわけで

すね。大体、私たちが行くところによると。つ

けんでいいところにつけて、つけてほしいとこ

ろにはつかんとか、どんどん不信感が増幅して

いるようなところも結構あってですね、どうし

たらいいのか、我々もわからないんですよね。

本当に切実に目の前で事故が多発するとおっ

しゃれば、確かにここは危険だよなと、カーブ

だし、坂があったりと、いろいろ思ったりもす

るんですけれども、我々としてはどうすればい

いのか。「優先順位は私たちに任せてください」

と言われればそこまでなんでしょうけれども、

警察署に行くんですが、「わかりました」と、そ

こで終わってしまうんで、その後の449カ所にそ

れが入っているのか、250カ所に入っているのか

というのがわからない。我々、住民の皆さんと

一緒に要望には行きますけれども、それで終わっ

てしまっていて、事後が全然わからないという



- 21 -

ことなので、もうちょっとわかりやすいという

か、システムというか、制度上ならんのかなと

思うんですよね。そこ、要望ですけど、ぜひ、

お願いしたいと思いますが、41カ所ということ

は都城警察署からすると、来年は何基になるん

でしょうか。具体的に例えをすれば。

○中原交通部長 41カ所ということで今、ちょっ

と資料出しますので、都城署管内で何基つける

のかということについては、後で御報告いたし

たいと思います。

それと、信号機設置に関する住民の方の要望

を含めた警察署の検討、これは交通規制課長も

申し上げましたように、そういう要望があれば、

各要望ごとに警察署の交通課長等の幹部が参り

まして現地を全部見ております。明らかにここ

には物理的に今の時点でつかないですよと、つ

けられませんよということについては、その都

度はっきり申し上げているはずでございます。

ただ、ここをこうすれば、あるいはもうちょっ

と交通量がふえれば、あるいは横断者がもっと

ふえれば信号機が必要になってきますねという

ような言い方は多分にすると思うんですね。要

望された方もそれで何といいますか、楽しみに

して待っておられるところもあると思うんです

が、さっき議員がおっしゃったように、何せ、

限られた予算の中でやっていくもんですから、

優先順位的には、例えば都城警察署の85番目ぐ

らいだったとするとなかなかつかないと、そこ

２～３年では回ってこないというのも実情とい

えば実情でございます。

ただ、我々とすれば、本当に緊急性があって、

危険性があって、それから住民の方の要望があっ

て、付近に通学路があって、あるいは高齢者が

よく利用する施設があってというようなところ

から、どうしても優先的につけていきますので、

御理解をいただきたいというふうに考えており

ます。

○桑畑交通規制課長 まず、現在の県下におけ

る信号の設置総数ですけれども、１月末現在

で2,256基県内にはつけております。都城という

ことでしたので、都城は、うち、382基つけてお

ります。

それと、来年度予算の41基というのは、予算

措置数のことでありまして、ガイドライン的な

数ではありますけど、今後変更の可能性があり

ますので、現時点では明確にお答えできません

ということで御理解いただきたいと思います。

○満行委員 大変なことはよくわかるんですよ

ね。本当に皆さん方、現場で御苦労いただいて

いると思うんですけれども、切実に住民の方々

からそういう要望が我々にも上がってくると、

なかなか無視もできない、大変なんですよと、

毎年30基ぐらいしか予算ないですからねと、ずっ

と申し上げてはいるんですけど、やっぱり毎回

毎回要望して、ずっと５年も10年もたつと、も

うおれたちは無視されている、ほったらかしに

なっているという思いが募るんだろう思うんで

すよね。ぜひ、大変でしょうけど、昔たくさん

つけられた時代もありましたんで、ぜひ、予算

化をお願いしたいと思います。要望で結構です。

○新見委員 511ページの東九州自動車道延伸に

伴う事業についてちょっとお聞きしたいことが

あるんですが、実は、ちょっと私の体験ですけ

ど、数年前に宮崎自動車道を上り車線、宮崎か

ら都城方面に走っているときに、田野のインター

近くだったと思うんですけど、ちょっと目を疑

うような光景、要するに、向こうから車が来た

んですわ。上り車線の２車線の反対側から、要

するに逆走ですよ。逆走車に初めて遭遇したこ

とがあるんですが、宮崎自動車道は基本的には
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速度標示は80キロですけど、しばらく走ってい

くうちにそれが50キロに変わったんですよ。だ

れかが通報して変わったのかなと思ったんです

けど、ただ、そのとき不思議に思ったのは、要

するに、すれ違ったわけですから、逆走車はよ

り宮崎に近いほうなんですね。私は、都城方面

に向かっていましたから、ただ、私が向かって

いる方向の標示が変わったんですよね。80キロ

から50キロに。要するに、そういう特殊なケー

スのときは、ある程度の距離はすべて標示を変

えるのか、システム的に単発の標示装置ごとの

変更ができないから一律に変わっていってし

まったのか、ちょっとそこ辺を確認させていた

だきたいんですが。

○桑畑交通規制課長 言われるのは、可変標識

を用いて標識を変えたわけですけれども、現在

のレベルといいますか、現在の方法は、区間を

定めて可変でやっておりますので、そういう状

態になったかと思われます。

○新見委員 この東九州自動車道については、

どういった状況になるかはわからないですかね。

区間を区切ってやるようなものなのか。

○桑畑交通規制課長 東九州自動車道も荒天時

とか事故に対応するために、可変標識を設置し

て行いますが、以前の考え方は、いわゆるイン

ターごとの区間を定めてやっておったんですけ

ども、警察庁のほうからも、より柔軟に区間じゃ

なくて、例えば、トンネルからトンネルとか、

そういうインターからインターじゃなくて、区

間でやりなさいということで指示を受けており

ますので、そのような形で現在、進めておりま

す。

○新見委員 別の議案ですが、第22号議案書の75

ページですけど、これは４月から実施される高

齢運転者の利便性を図るために、公共施設の近

辺の駐車禁止地帯に、駐車できるスペースを確

保するというものに関連しての改正ですがね。

ちょっとそこを確認させてください。

○中原交通部長 そのとおりでございます。

○新見委員 これも11月議会で質問しようとし

たことがあったんですけど、まだちょっと先の

話だということで、一応とめておいたんですけ

ど、もう今、こういった改正案が出るというこ

とは、県内、大体どこ辺をそういった対象区域

にするというのは決まっているわけですね。

○中原交通部長 高齢運転者等占有駐車区間の

話でございますが、４月の19日から本県もこの

制度を適用いたしまして、宮崎市に１区間４台、

都城市に１区間４台、延岡市に１区間２台の、

この３区間を考えております。

○新見委員 ちなみに、宮崎市はどこになるか

教えてください。

○中原交通部長 宮崎市船塚３丁目でございま

して、具体的に申し上げますと、県の総合文化

公園の西側でございます。

○新見委員 ほかのところも教えてくださいと

いう声がありますので。

○中原交通部長 都城市が都城市松元町寿公園

の西側でございます。それから延岡市が西階町

の１丁目、これは西階野球場の西側でございま

す。以上でございます。

○新見委員 最後に、先ほどの満行議員の信号

機の話に関連するんですけど、先ほど言われた

けど、必要なところにつかないというケースと、

逆に「え、ここには要らんやろ」というような

ところにつくケースもあるんですよね。私も何

年か前に、「何でここにあるんですか」というよ

うなことを聞いたことがあるんですが、安心歩

行エリア内の信号機については、優先的に設置

するというのが前あったと思うんですが、それ、
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今でもあるんでしょうかね。

○中原交通部長 はい、実施しております。

○新見委員 それじゃ、既について、何でここ

についたんだろうかというような箇所に関して

は、警察署に、何でここについたんですかと、

要するに要望があったのか、そこ辺の確認はで

きるんですかね。既についたところについては。

○中原交通部長 どういう経緯でといいますか、

なぜ、そこに信号機をつけたかということにつ

いては、警察署のほうでお答えができるという

ふうに思っています。

○中野明委員 さっき、副委員長の質問です

けど、私もいろいろ電子申請というのは昔から

やっぱりなかなか普及は難しいだろうなと思っ

ているんですが、これは佐賀県の話ですけど、

宮崎は、こういう電子申請システム、これは導

入しているんですかね、全国で25都道府県に入っ

ているんですかね。宮崎県が入っているかどう

かだけでいいです。

○上久保警務課長 本県におきましては、電子

申請のシステムは行っておりません。

○中野明委員 わかりました。

○丸山委員 警察ヘリについてお伺いしたいん

ですけども、約20年ぐらいたっているから更新

するんだと認識しているんですけれども、あと、

それで新しくなって大変ありがたいと思ってい

ますが、県の防災ヘリとの関係ですね、今度、

２人一緒に引き上げられるようになるという説

明だったように理解しているんですが、２人一

緒に引き上げができるとかなり効率もいいと

思っていますので、防災ヘリとの関係、今後ど

うなっていくのかというのをちょっとお伺いし

たいと思っているんですが。

○根本警務部長 警察ヘリと防災ヘリのすみ分

けと申しますか、役割分担は、原則で申し上げ

ますと、まず、警察ヘリでございますけれども、

これは犯罪捜査、犯罪の予防、また人命救助と

いったもの、これが目的でございます。

一方、防災ヘリのほうでございますけれども、

これは人命救助のほかに、この前の地震とか津

波等における災害活動、あるいは山林火災なん

かが発生した場合の消火活動、こういったもの

が原則目的となってくるかと思います。

原則としては、こういうふうなすみ分けにな

りますけれども、実際に人命救助とか、あるい

は災害発生時の広報初め各種活動については、

警察法また消防法等に個人の生命、身体、財産

の保護ときっちりと規定されておりますので、

例えば、遭難事故とか災害発生時には、お互い

にその運用時間を調整を行うなどして連携を

図っていくと、運用上はそういうことになるか

と考えおります。

○丸山委員 この前の韓国岳の事故や非常にそ

の辺が注目されていますので、今後、稼動率が、

稼動率という表現がいいのかわかりませんけれ

ども、運用なんかしっかりやっていただきたい

なと思っております。

あと、引き続きですが、511ページのチャイル

ドシート及びシートベルトの啓発活動なんです

が、着用率が低いという説明に聞こえたんです

が、全国平均がどれくらいあって、本県がどれ

くらいだと、この事業をやることによって、目

標は、本来は義務ですから100％が当たり前なの

かもしれませんけれども、どういうふうなこと

をやっていこうと、来年か再来年の交通安全、

年次がありますけれども、第何次かの目標の数

字が61名が死者の目標だったと思いますが、そ

れに向かってどういうふうに進んでいこうとい

う筋道があるのかどうかちょっとお伺いしたい

と思っているんですが、ストーリー性、問題含
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めてですね、シートベルト着用していけば死者

が少なくなるとかいう話をよくされますよね。

そういう話をうまく連動させていって、この61

名にやるんだと、目標に向かっていくんだとい

う筋道があればありがたいと思っているんです

が。

○中原交通部長 まず、一つがチャイルドシー

トの着用率でございます。平成21年が宮崎県

が39.5％、全国平均が54.8％、順位的には46位

でございます。したがいまして、この事業は、

議員、おっしゃるように、チャイルドシートも

含めまして後部座席のシートベルト、これの着

用率も上げていきたいということで、チャイル

ドシートにつきましては、幼稚園、保育所、そ

れから産婦人科、今から子供を持たれる方、そ

ういう人たちを対象に、いろんなチャイルドシー

トの安全性、必要性、それから、しない場合の

危険性というようなことを啓発をしていきたい

というふうに考えております。

それと後部座席のシートベルトにつきまして

も、同じく事業所等を回りまして、特に後部に

乗られるような方たちにしっかりシートベルト

を締めていただくよう、広報していくというこ

とでございまして、後部座席シートベルトをし

てなくて死亡されるというのは数的には昨年73

人中１人２人の話ではございますけれども、や

はり後部座席のシートベルトをしてないとけが

が大きくなるというようなことは言われており

ますので、しっかり全席シートベルトをしても

らうということを徹底していきたいというふう

に考えております。

そういうことになりますと、事故発生時の被

害が軽減されますので、ひいては死亡事故も少

なくなるというふうに考えております。以上で

ございます。

○丸山委員 46位と非常に残念な結果なんです

が、今回の新規事業を入れたことによって、警

察本部としては、どれくらいまで引き上げたい

という目標があるのかをお伺いしたいと思って

おります。

○中原交通部長 建前を申し上げれば、それこ

そ100％ということでございますけれども、実務

的には少なくとも全国平均には最低持っていき

たいと考えております。

○丸山委員 啓発活動が一番大きいと思ってい

ますが、16名指導員を民間委託等をしてやると

いうことなんですが、具体的にはどういった人

たちをイメージすればいいのか。全然子供たち

と接する機会が少ない人とか、ある程度知識が

ないといけないのか、この16名、有効に活用し

てほしいと思っていますので、どういうイメー

ジでいらっしゃるのか、お伺いしたいと思いま

す。

○中原交通部長 この事業につきましては、こ

れも外部に委託する事業でございまして、新年

度になりまして予算がつけば入札をして、そう

いう業者と契約するということにしております。

したがいまして、イメージとすれば、例えば、

指定自動車学校の職員とか、そういう人たちが

あるのかなとは思いますけれども、これはあく

まで我々の推測の話で、どういう業態の方がこ

の業務に従事していただくかわかりませんけれ

ども、中身的に若干の講習は警察のほうでいた

します。

ただ、特別、専門的な知識がどうしても必要

だということじゃございませんので、シートベ

ルトの効用、効能といいますか、そういうこと、

それから安全性、それから具体的な着脱のやり

方ですね、そういうもの等々の講習をして、広

報啓発活動に従事していただくというふうに考
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えております。

○丸山委員 ちなみに、全国で一番着用率がい

い県とかあると思いますので、その辺はちゃん

と調査をしていただいて、どういう広報活動を

やったから、そこまで高まったというのを調査

していただいて、こういう広報がいいというこ

とをちゃんと外部委託するときには、こういう

形でやってほしいというのを検証してください。

ただ、外部委託に投げますというわけじゃなく

て、有効的にこの3,000万余のお金を、16名、外

部委託するんであれば、そういうところを細か

くある程度警察本部のほうで精査して指示を出

していただきたいと要望させていただきます。

○横田委員長 ほか、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○横田委員長 それでは、検視業務及び迷惑防

止条例のその他報告事項について何かありませ

んか。

○中野一則委員 検視業務の推進について御苦

労いただいておるんですが、お尋ねしたいと思

います。この新しい検視支援装置を配置するこ

とで、その検視の時間はどのくらい短縮される

ものですか。

○松尾刑事部長 検視の時間、総体的に、少し

は最初から現場の状況を検視官等がリアルタイ

ムで見られますから、短縮されることは間違い

ないと思うんですけれども、現実にやってみな

いとその実態は出てこないと思います。

ただ、これの導入の効果というものは、最初

から遠隔地に、例えば、仮に言いますと、本部

から高千穂警察署までかなりありますね。ただ、

県北の検視官がおりますから、延岡警察署から

幾らかかかりますが、最初からそれが見られる

ということ、そうしますと、御遺体の損傷の状

況とか、皮膚の変色の状態、そういったものが

リアルタイムに、迅速にわかるわけですね。そ

れで、検視官等がこれは自分からみずから行か

なくちゃいけないとか、これは現場の刑事課長

さんが見れば大丈夫だとか、そういう判断もで

きますし、また、最初から見て予備知識を入れ

ていきますから、現場に着いてからの御遺体の

見分等々がかなり短くなるという効果が期待で

きます。

○中野一則委員 この４年間1,400件を超える件

数ですけれども、一日平均４件ですかね、かな

り御苦労いただいておりますが、そもそも自宅

で死亡された場合は大体検視が入るようですが、

どういう状況のときに検視が入るのか、それと

また、それはどういう根拠でされるのかを教え

てください。

○松尾刑事部長 先ほど冒頭でも申し上げまし

たけれども、やはりお医者さんにみとられて亡

くなるということ、これはお医者さんが診てお

るわけですから、死因等々がよくわかると思う

んですけれども、そうでない、結局、犯罪の疑

いがあるとか、犯罪性はないけれども死因が不

明であるとか、こういった人たちを検視をさせ

ていただいております。

根拠は、刑事訴訟法とか死体取扱規則、解剖

検視規則等々にございます。端的に申し上げま

して、我々が一番検視を行う目的というものは、

犯罪性があるかどうか、ここを明らかにすると

いうことで検視をさせていただいております。

○中野一則委員 21年度だけでいいと思うんで

すが、この1,416件のうちで、高齢者の数、それ

から自殺、それと事件性のものがどのくらいあっ

たのかを教えてください。

○松尾刑事部長 65歳以上の方々を我々は高齢

者と申し上げておりますけれども、変死体

数1,400幾らの中の約６割が65歳以上の方でござ
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いました。それと、自殺が約350体でございまし

て、３割弱でございます。

○横田委員長 残りが事件性ですね。

○松尾刑事部長 事件数としましては、年間に

殺人とか傷害致死等々は数体しかございません。

○中野一則委員 長野県を一回調査したことが

あるし、昔からある程度知っていたんですが、

長野県は長寿の県でありながら、畳の上で死ぬ

という、いわゆる自宅で死ぬ率も高いと、それ

は、農村医学とかあるいは予防医学、若月俊一

先生たちが頑張って長い年月かけてそうなった

と思うんですけれども、これから高齢者社会に

なれば、高齢者が自宅で死ぬ率は物すごく高く

なると思うんですよね、数も。そうするとこう

いう事案が物すごくふえてきて大変なことにな

るだろうと思うんですよね。そういう面から、

短い時間にたくさん処理できるということで、

あるいはこの装置でよくなるとは思うんですけ

れども、やはり人間は、できたら、長野県みた

いに、病院でなくて自宅の畳の上で、武士道じゃ

ありませんが、一般人も畳の上で死ぬような状

態が一番いいと思うんだけれども、その分だけ

自宅で健康な老人がぽっくり死ねば死ぬほど、

こういう件数がふえるということになりますよ

ね。これはそういうことであっても、こういう

死体検案ということでしなきゃならないのか、

さっき刑事訴訟法とか言われましたか、そうし

なきゃならないんわけですかね。その辺の緩和

ということでもこの新しい装置が入ったと思う

んだけど、お願いします。

○松尾刑事部長 原則として、医者が病気、老

衰等で「御臨終でございます」ということを明

確に遺族におっしゃらない限りは、我々は死体

を見分させてもらわなくちゃいけないというふ

うに考えております。

○松田副委員長 今の検視の件で関連でござい

ます。検視官が７人になるということを伺いま

した。私も学生時代、東京都内の警察出入りの

葬儀屋さんで変死体を扱うアルバイトをいたし

まして、大変なお仕事だなというのを実感して

おります。検視官の方々が検視をされて、その

度合いにもよるでしょうし、件数にもよると思

うんですが、大変心理的にもきついお仕事だと

思うんですが、何か件数が多いとか、ある程度

以上の御遺体を見た場合とか、そういうことに

よって待遇に対する優遇は何かあるんでしょう

か。

○松尾刑事部長 特殊勤務手当としまして、死

体取扱手当が出ております。

○松田副委員長 それは一律であって、例えば、

今月は物すごく多かったとか、あるいは大変度

合いの進んだ御遺体をという色分けはないとい

うふうに理解してよろしいんですね。

○松尾刑事部長 死体もいろいろございまして、

我々異常死体と呼んでおります、例えば発見が

遅くて腐乱している死体とか、それから列車で

轢断された死体とか、いろいろちょっと―通

常の御遺体、葬儀屋がおられて……。損傷がひ

どいといったものについては、死体取扱手当を

加増してやるという手当てをやっております。

○上久保警務課長 警察官になった以上、死体

というのは必ず扱います。亡くなられてすぐの

場合と、日にちがたてば腐敗というのがありま

して、そういう観点から死体取扱いの作業手当

というのがございます。異常死体の場合とか、

検視官の立ち会い等では１体につき3,200円とい

うことで支給をしております。以上でございま

す。

○横田委員長 ちょっと委員の皆さんにお諮り

しますが、12時が来たんですけど、もしあと５



- 27 -

分ぐらいで終わりそうだったら延長させていた

だきたいんですが、まだあるでしょう。どうで

すか。

〔「延長」と呼ぶ者あり〕

○横田委員長 それでは、ちょっとだけ延長さ

せていただいてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○横田委員長 それでは、その他も含めてお受

けしたいと思います。

○丸山委員 今の検視業務についてのことなん

ですけど、関連といいますか、全国は、20数％

で、本県が昨年度が約50％になっているんです

が、今回の推進によりまして、どれくらいまで

率を伸ばそうという目標があるのか、もしくは

率だけではなくて内容ですね、この前、10年前

のあれが間違っていたとかという事案があった

んですが、それに対する体制がこうなるからちゃ

んと、率だけではなくて内容もよくなるんです

よというようなことで理解していいのか、お伺

いしたいと思っているんですが。

○松尾刑事部長 ちょっとお尋ねしますけども、

導入システムに関して、これが臨場率が上がる

のか、それと誤認検視を防止する上で効果があ

るのかと、この質問でございますか。

○丸山委員 はい。

○松尾刑事部長 臨場率については、まず余り

影響はないんじゃなかろうかと思います。ただ、

先ほども申し上げましたけれども、現場からリ

アルタイムにいろんなものを見られるというこ

とで検視官等が即座に、現場の状況もしくは遺

体の状況等を早く見られるというようなことか

らしますと、誤認検視等に十分効果が上がって

くるだろうという気がいたしております。

○丸山委員 ちなみに、死体取扱数は昨年

が1,400なんですけれども、その50％ということ

は、約700体ぐらいは実際警察が行かれたという

ことでいいのか、もしくは、今後はこういうシ

ステムがどれくらい各署に入っていくと、恐ら

く行ったというのはそれでもう検視になったの

かという、その差がちょっとわからないもんで

すから、そこをお尋ねします。

○松尾刑事部長 ちょっと説明が悪かったのか

なと思いますけれども、現場臨場率というのは、

いわゆる検視官の現場臨場率、要するに、その

ような専門的な研修を受けた、刑事警察を10年

以上経験した者を検視官もしくは検視補助官と

呼んでおるんですけれども、この人たちが現場

に行ったものが49.何％ありますよと、ただ、そ

れ以外は警察署の刑事課長さんなり、刑事係長

さんなりといった刑事畑の連中、この人たちも

検視官等の教養も受けてきておるわけですけれ

ども、検視官という名称では呼ばれていない、

そういう人たちが臨場しているのもまたその半

数ぐらいありますよということでございます。

ですから、ちょっと付加してお話ししますと、

先ほどちらっと申し上げたんですけど、御遺体

を発見しますと、現場の状況等を必ず刑事課長

等は報告してまいります。そのときに検視官等

が状況等を聞きながら、これはみずから臨場し

て監察したほうがいいという判断をしましたと

きは、現場に臨場するという状況でございます。

○丸山委員 ちなみに、13警察署に入るんだろ

うと思っているんですが、各署何台というか、

フル装備、マイク、イヤホン、カメラ含めて１

署１個なのか、広いところは２つとか３つとか

あり得るのか、その辺をちょっとお伺いしたい

と思っているんですが。

○松尾刑事部長 今のところは、13警察署に１

システム、一式ですね、これを考えております。

○丸山委員 ちょっと違う話になるかもしれま
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せんが、自殺とかそういった変死のものを見つ

けてしまうと、よく言われていますが、仕事に

行きたいけど、そこにいてくださいとか、逆に

警察に来てくださいということが多くて、第一

発見者になりたくないという声もよく聞くんで

すけれども、その辺の配慮は今後どうされるの

かをお伺いしたいと思います。

○松尾刑事部長 これは検視に限らず、我々は

発生しました事案について的確に捜査をいたし

まして、犯罪性があるのかないのか、犯人はだ

れなのかといったものを捜査する義務がありま

すので、まことに申しわけございませんが、第

一発見者なり、関係者の方々に御協力いただい

て、情報等をいただくという活動をやっており

ます。

ただ、御指摘のとおり、長時間にわたったり、

いろいろ難しい要請をしたりすることもござい

ますので、それにつきましては、御協力の趣旨

を十分御説明しながら、こちらのほうの説明を

十分尽くしながらやっていきたいと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

○丸山委員 必要最小限やっていかないとなか

なか―いろいろ聞くと、猟師、山に入る人が

変な、不審者的な……あるけれども、ひょっと

したらと思って余り言わないとか、そういうう

わさも聞いたことがあるもんですから、なぜか

というと、第一発見者になるとすごく長く拘束

されてしまったと、何かすごく犯人みたいに、

いろんな事情聴取されて、仕事に行きたいけれ

ども行けないというような話もよく聞くもんで

すから、それをうまく調整をしていただきたい

と思います。

○松田副委員長 県警職員の心身の健康状態の

把握について伺いたいと思います。

福岡県警が飲酒運転が多発したということで、

内部調査をして、アルコール依存職員９人を指

導したというような記事を見ましたが、まず、

宮崎県警の場合、そういった職員の心身の健康

状態をどういうふうに把握しているのか。

まずは、よく言われる「うつ」ということが

県庁職員でも問題になるんですが、心因、心の

病気で今、休職していらっしゃる、あるいは入

院していらっしゃるような方がどれぐらいおら

れるのか、お聞かせいただきたいと思います。

○根本警務部長 職員のメンタルヘルス対策と

いうことでございますけれども、大きく分けて

２つございます。１つは、組織的に、異常のあ

る職員を早期に把握をして、早期な健康相談等

の早期治療に当たらせるというのが大きな１つ

の側面、もう一つは、自分なりに心身の異常を

感じ始めた人間、この職員が自分から進んで心

の悩みなどを相談のしやすい体制をつくり上げ

ていってあげる、こういった２つの方向からメ

ンタルヘルス対策をとっております。

まず、前者の方から申し上げますと、組織的

な対策として、健康管理者として所属長を指定

し、また、副署長等々を健康管理担当者として、

指定をしておりまして、各職員の健康の保持増

進でありますとか、あるいは異常のある職員の

把握、生活指導に当たらせているところであり

ます。特に、こういった問題については、幹部

職員の意識が非常に重要でありますので、こう

いった幹部職員に対しては、毎年部外の専門家

を招聘して、定期的な研修会を実施したり、あ

るいは現在で申し上げますと、各種異動時期に

ございますので、この異動時期にあわせて春と

秋になりますけれども、定期的に一人一人と幹

部が個別面接をしまして、それぞれ悩みや相談

はないか、直接把握をするような活動に務めて

いるところでございます。
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もう一つは、後者のほうの心の悩みを自分か

ら相談しやすい体制ということでございますけ

れども、本部におきまして生活相談制度という

ものをつくっておりまして、警察本部のみなら

ず、各署ごとに相談員を設定しておりまして、

こういった者が職員からの相談を受けているこ

とをしておりますけれども、それ以外に、部外

の臨床心理士、こういった専門家ですね、専門

的知識を有する部外の相談員を委嘱しておりま

す。さらには、フリーダイアルの24時間での電

話相談等も実施をしているところでございまし

て、こうした大きく２つの側面から対策を実施

しているところでございます。

続いて、２件目のどのぐらいメンタルヘルス、

うつの関係で休職をしているものか、これにつ

きましては、現在、休職職員は６名を把握して

いるところでございます。

○松田副委員長 ありがとうございます。

そこで、福岡県警に関しましては、アルコー

ル依存症の総合対策ということで、これは新聞

によりますと、すべての警察でアルコールといっ

た調査をすべきだというような提案をしてある

んですが、宮崎県警においてはいかがなんでしょ

うか。今、言ったうつの方以外に、アルコール

を皆さん方、お召しになる度合いは違うと思う

んですが、アルコールに起因する不祥事とか、

あるいは事故とかというのは今まで起こったも

のなのか、お聞かせいただきたいと思います。

○根本警務部長 アルコールにまつわる不祥事

の関係でございますけど、まず、その未然防止

対策という観点から申し上げますと、当然、今

まで以上に、この辺の各種個人の相談関係とか、

アルコール関係とか、そういった問題がないか

どうか、幹部なりそれぞれ司が司から目を光ら

せて把握をしているところでございまして、例

えば、先ほど申し上げた異動時期にあわせた個

別面接でありますけれども、相談支援表という

ものをそれぞれ職員一人一人について、詳細に

記載をさせまして、特に、アルコールといった

欄も設けて、この辺の問題を把握しているとこ

ろでございます。

２件目のアルコールにまつわる不祥事なり事

故なりの発生ということでございますけれども、

現在、手持ちの資料がございませんけれども、

本県におきまして、福岡のようなそんな大きな

事故は発生をしているという報告は受けており

ません。ただ、そういったミス的なものは発生

をしていると思われますけれども、その辺の具

体的な詳細については、手持ちの資料がござい

ませんのでお許しください。

○鶴見警察本部長 アルコールによる不祥事で

ございますけれども、昨年の警察官による強制

わいせつ、これも飲酒の後でございます。全国

的には、飲酒運転も含めましてアルコールに起

因する警察職員の不祥事というのは、昨年中で

も大変多く発生しておりまして、当県におきま

しても、飲酒運転という観点から、それからア

ルコール依存症という観点から、福岡同様に職

員の健康管理上でガンマＧＴＰの数値、この高

い者、これにつきまして現状数の把握、それと、

特に高い者につきまして治療状況、そういった

ようなものを把握いたしました上で、所属にお

いて、それなりに本人との面接等によりまして、

アルコール依存症による不祥事等が発生しない

ように、個々の指導をしておるところでござい

ます。

○松田副委員長 丁寧にありがとうございまし

た。激務の続く皆さん方の世界でございますの

で、やはり去年の高鍋署の若い職員さんの自殺

事件にしましても、原因がわからないというこ
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とでありましたが、やはり上司の方々、あるい

は職場環境でメンタルヘルスに関しまして、よ

り一層の御尽力を賜りたいと存じます。ありが

とうございました。

○満行委員 検視業務の推進について、死体取

扱責任者というのは、これは刑事課長とか係長

とかいう人たちを指すんでしょうか。

それと、ＣＴ・レントゲンの実施って、レン

トゲンって、これはエックス線検査のことだろ

うと思いますが、このＣＴ・エックス線検査の

実施場所はどこなのか、また、これを行うこと

によっての効果というのはどうなのか、お尋ね

します。

○松尾刑事部長 死体取扱の責任者は、発生警

察署を管轄する刑事課長でございます。

それから、ＣＴとかレントゲンというものは

搬送先の病院のお医者さん等にお願いをしてお

ります。

効果でありますけれども、これはどうしても

死体外表だけではなかなか死因の判別というの

は難しいものがございますので、ＣＴ・レント

ゲンを撮ることによりまして、脳内の出血があ

るとか、腹腔内の出血が確認されるとかいうよ

うなことで死因特定に効果をもたらしておりま

す。

○満行委員 病院だから当然医師の助言という

のもあるんでしょうが、法医ですよね、警察協

力医、医師の臨場というのは、どういう状況に

なっているんでしょうか。

○松尾刑事部長 警察等は留置施設の中におる

留置人の健康診断を診たり、それから今、話し

ております検視、この手の医師の立ち会いを求

める医者をお願いしたり、また、この検視現場

で歯型を確認してくれる歯医者さんとか、そう

いったものがございまして、宮崎県警察と医師

会との連携によりまして、警察医会というもの

が設けられておりますし、また、宮崎県警察と

歯科医師会との間に宮崎県警察歯科医会という

組織もできております。それでお医者さん、歯

科医師のお医者さん等々がいろんな検視とか、

留置施設の健康診断とか、そういうものに御協

力いただいているという状況でございます。

○鶴見警察本部長 警察官が検視をする場合に、

医師が検案をするということになりますので、

当然死体検案書なり、死亡診断書を書く必要が

ございますので、警察官が検視をする場合に、

検案という形で医師が臨場すると、もしくは死

体のある警察署へおいでいただくというような

ことになります。

○横田委員長 ここらあたりでよろしいでしょ

うか。

12時を大分……。

○鶴見警察本部長 冒頭申し上げましたように、

本日が現執行部のメンバーで最後の委員会にな

ります。委員長さんを初め、委員の皆様には貴

重な御意見、御指導を賜りまして、本当にあり

がとうございました。現執行部を代表しまして、

お礼を申し上げます。

新体制になりましても、職員一丸となって県

民の皆様の信頼にこたえるように、警察として、

しっかりと警察活動を推進してまいりますので、

どうぞ、引き続き御支援を賜りますよう、よろ

しくお願い申し上げます。ありがとうございま

した。

○横田委員長 こちらこそ本当にありがとうご

ざいました。お世話になりました。

12時をかなり過ぎてしまいました。おわびを

申し上げまして、これで警察本部を終了させて

いただきます。

執行部の皆さん、本当にお疲れさまでござい
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ました。

暫時休憩いたします。

午後12時19分休憩

午後１時28分再開

○横田委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

企業局においでいただきました。

それでは、早速当委員会に付託されました当

初予算関連議案等の説明をお願いいたします。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

○日髙企業局長 説明に入ります前に、一言お

礼を申し上げたいと思います。

先月の２月６日でございますが、小林市木浦

木におきまして、緑のダム造成事業の記念植樹

祭を開催したところでございますが、当委員会

を代表して横田委員長、地元からは当委員会委

員の丸山裕次郎議員、中野一則議員においでい

ただきました。

当日は大変寒い中で、しかも小林市から車で40

分ぐらい山奥に入ったところで、非常に足元の

悪いところでございましたが、おいでいただき

まして大変ありがとうございました。心から厚

くお礼を申し上げたいと思います。

そのときの状況をお手元の文教警察企業常任

委員会資料の最後のページにつけておりますが、

当日は、地元の東方小学校、三松小学校の児童、

その保護者の方など約170名の方々に参加をして

いただきまして、ここに書いてございますよう

に、ヤマグリあるいはクヌギとかイチイガシと

いったような広葉樹約800本の植樹を行ったとこ

ろでございます。今後も、毎年こういった植樹

祭等をしながら、森づくりを通じて地域貢献に

努めていきたいというふうに思っております。

それでは、座って説明をさせていただきます。

お手元の常任委員会資料を１枚めくっていた

だきまして、目次をごらんいただきたいと思い

ます。

本日は、提出議案関係が３件、その他報告事

項が１件ございます。

まず、Ⅰの提出議案関係でございますが、今

回提出いたしております議案は、議案第15号「平

成22年度宮崎県公営企業会計（電気事業）予算」、

議案第16号「平成22年度宮崎県公営企業会計（工

業用水道事業）予算」、議案第17号「平成22年度

宮崎県公営企業会計（地域振興事業）予算」の

３件でございます。

それから、Ⅱのその他報告事項ということで

書いてございますが、「経営ビジョンにかかるパ

ブリックコメントの結果について」ということ

でございます。

各議案、それから報告事項の詳細につきまし

ては、後ほど、総務課長、経営企画監のほうか

ら説明をさせていただきたいと思いますが、私

のほうから、今年度の事業の運営状況、平成22

年度当初予算の基本的な考え方、議案の概要等

につきまして御説明をさせていただきたいと思

います。

資料はございませんが、まず、今年度の３事

業の進捗状況でございます。

基幹事業でございます電気事業につきまして

は、雨のほうが、統計をとり始めた昭和37年度

以降、最も少ない雨量になっておりまして、現

在のところ、供給電力量は目標を下回っておる

状況でございます。２月末現在で目標の60％程

度ということになっております。

また、工業用水道事業につきましては、年間

目標の給水量を達成できる見込みでございます。

それから、地域振興事業につきましても、利
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用者数が目標を達成する見込みでございます。

こういったことで、電気事業において雨が不

足しておるということで供給電力量の減少はご

ざいますが、現在のところ、３事業とも純利益

を計上できる見込みでございまして、おおむね

順調に推移しているんじゃないかというふうに

思っておるところでございます。

それから、平成22年度当初予算編成の基本的

な考え方でございますが、これも資料には細か

く書いておりませんが、22年度の当初予算にお

きましては、新たに策定いたします「企業局経

営ビジョン」の考え方を踏まえながら、経費の

節減、効率的・計画的な設備投資、地域貢献の

充実等を着実に推進して、健全な企業経営の維

持を図るということを基本にして編成したとこ

ろでございます。

１ページをちょっとごらんいただきたいと思

います。

それでは、議案の概要について御説明をさせ

ていただきます。平成22年度の公営企業会計当

初予算（案）の概要ということでございます。

１の当初予算額でございますが、まず（１）

の電気事業でございます。

枠の中の上段のほう、収益的収入及び支出で

ございますが、平成22年度の欄をごらんいただ

きたいと思います。事業収益が48億6,452万5,000

円、事業費が45億9,206万円ということでござい

まして、この結果、収支残が２億7,246万5,000

円となりまして、右端の増減の欄でございます

が、前年度に比べまして２億5,776万9,000円の

減少ということになっております。これは、料

金改定がございまして、料金改定による電力料

収入の減等によるものでございます。

それから、その下の資本的収入及び支出であ

りますが、資本的収入が３億8,326万4,000円、

資本的支出が20億140万8,000円、この結果、収

支残が16億1,814万4,000円の不足ということに

なっておりまして、前年度に比べまして不足額

が６億4,842万5,000円減少いたしております。

これは、一般会計からの貸付金の償還が始まる

こととか、あるいは発電所の改良工事の減等に

よるものでございます。

それから、（２）の工業用水道事業でございま

す。

まず、上のほうの収益的収入及び支出であり

ますが、事業収益が３億3,858万円、事業費が３

億1,065万9,000円、その結果、収支残が2,792

万1,000円というふうになりまして、前年度に比

べて257万4,000円減少いたしております。これ

は、旭化成のハイポア工場が稼動いたしまして、

それによる給水収益の増はございますけれども、

修繕費等の営業費用の増によるものでございま

す。

それから、資本的収入及び支出でありますが、

資本的収入はございませんで、資本的支出が１

億9,433万7,000円、収支残は同額が不足という

ことになりまして、前年度に比べて不足額

が5,833万9,000円増加をいたしております。こ

れは、北部管理事務所のポンプ室建屋あるいは

浄水場施設の耐震補強に係る改良工事の増等に

よるものでございます。

次に、一番下の（３）の地域振興事業でござ

います。

まず、収益的収入及び支出でありますが、事

業収益が2,599万円、事業費が2,438万3,000円、

この結果、収支残が160万7,000円ということに

なりまして、前年度に比べて36万7,000円増加を

いたしております。

次に、資本的収入及び支出でございますが、

資本的収入はございません。資本的支出が1,407
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万2,000円で、収支残は同額が不足ということに

なっておりまして、前年度に比べて不足額は140

万1,000円減少いたしております。これは、ゴル

フコース管理用機器の更新など建設改良費の減

によるものでございます。

次に、資料の２ページをお開きいただきたい

と思います。

２の主要事業の概要でございます。

まず、（１）の企業局新エネルギー導入事業で

ございますが、これは、22年度の県の重点施策

であります「低炭素社会の実現」に向けまして、

企業局といたしましても、本県の地域特性を生

かした環境に優しい新エネルギーの普及促進を

図るために、太陽光発電とダムの維持流量を活

用したマイクロ水力発電の導入に取り組むもの

でございます。全体の予算額は9,550万円を予定

いたしております。

具体的には、○新 ①の太陽光発電設備の設置で

ございます。

これは、新たに出力90キロワット規模の太陽

光発電設備を新富町の一ツ瀬川県民スポーツレ

クリエーション施設の駐車場敷地に設置するも

のでございまして、予算といたしましては8,550

万円を予定いたしております。これは、本年度

予算で日向市にございます企業局の工業用水道

配水池に出力30キロワットの太陽光発電設備を

設置したところでございますが、これに引き続

きまして２カ所目を設置するものでございます。

写真をつけてございますが、これは一ツ瀬川

の県民スポーツレクリエーション施設のクラブ

ハウスと駐車場を写したものでございますが、

この駐車場の北側のほうになりますけれども、

写真の中央右側の横長の部分でございますが、

これが太陽光パネルを設置したイメージ図でご

ざいます。

次に、②のマイクロ水力発電設備の設置でご

ざいます。

延岡市の祝子川にございます祝子ダムでは、

ダム下流の河川環境を維持するために、維持流

量といたしまして常に一定の水を放流しておる

わけでございますが、企業局では、この維持流

量を利用した出力33キロワットの水力発電設備

の設置に向けて、今年度、平成21年度は実施設

計を行っておりまして、これに基づいて平成22

年度に工事に着手し、23年度に完成する予定で

ございます。22年度の予算といたしまして1,000

万円、23年度の予算といたしまして１億720万円、

合計いたしまして１億1,720万円を継続費として

予定いたしております。

写真がございますが、左側の写真（ａ）のほ

うは、祝子ダムの航空写真でございますが、ダ

ムのほうから下のほうに弓なりに表示しており

ますけれども、赤白の点線でございますが、こ

れは下流のほうにございます祝子発電所、約６

キロぐらい下流のほうにあるわけでございます

が、これに水を送る隧道をあらわしております。

この隧道の途中から、維持流量の放流管が右の

ほうに出ておりますが、この先のほうの黄色の

丸印の部分、こういったところに発電設備を設

置するというものでございます。

右側の写真（ｂ）のほうは、設置予定と同じ

型の水車発電機でございます。

なお、このマイクロ水力発電につきましては、

県営ダムでは初めての取り組みということにな

ろうかと思っております。

それから、３ページをごらんいただきたいと

思いますが、（２）の○新次世代エコカー導入事業

でございます。

これも来年度、知事部局が取り組みます低炭

素社会の実現に向けた事業と連携しながら、環



- 34 -

境に配慮した事業の推進を掲げる企業局の企業

姿勢を示すために、普通車クラスの電気自動車

１台を購入いたしますとともに、充電設備とい

たしまして、ＥＶ用の急速充電器などを設置す

るものでございます。

なお、このＥＶ用の急速充電器でございます

が、知事部局で県本庁舎に設置する予定になっ

ております太陽光パネルから発生した電気を利

用した設備といたしまして、本庁舎周辺に設置

することといたしております。予算額といたし

ましては、1,273万9,000円を予定いたしており

ます。

それから、（３）の企業局地域振興貸付金でご

ざいますが、これは、平成18年度から21年度ま

で４年間、知事部局の森林整備事業の財源とい

たしまして、総額12億円を一般会計に低利で貸

し付けてきたところでございますが、貸付期間

が終了いたしましたので、再度、22年度から25

年度までの４年間、総額12億円を貸し付けるこ

とといたしたものでございます。

それから、（４）の企業局「新みやざき創造」

支援事業貸付金でございます。

これは、新みやざき創造計画に基づく施策の

推進を支援するために、平成19年度から22年度

までの４年間、企業局の業務に関係の深い事業

に対して、一般会計に低利で貸し付けるもので

ございます。

その下の米印のところにございますように、

平成22年度は環境関連事業に２億円を予定いた

しておりましたが、矢印の右のほうの波線のと

ころに書いてございますように、来年度１年間

は、１億円を増額いたしまして３億円というふ

うにいたしたところでございます。この結果、

括弧書きの計のところに書いてございますが、

当初は４年間で総額11億円を予定いたしており

ましたが、総額12億円といたしたところでござ

います。

それから、（５）の○新一ツ瀬川県民スポーツレ

クリエーション施設開業20周年記念事業でござ

います。

当ゴルフ場がことしの11月で開業20周年を迎

えますことから、お客様への感謝の気持ちを込

めまして、記念コンペ等を実施するものでござ

います。

それから、（６）の緑のダム造成事業でござい

ます。

この事業は、平成18年度から実施をいたして

おりますが、企業局の発電に関係するダムの上

流域の未植栽地を購入いたしまして、水源涵養

機能を高めること等を目的にして実施いたして

おりますが、予算額は、山地の購入費用やある

いはこれまでに取得をいたしました167ヘクター

ルの管理費用なども含めまして、8,704万円を計

上いたしております。

４ページをごらんいただきたいと思います。

（７）のところに、知事部局等への経費支出

額ということで整理してここにまとめてござい

ますが、歳計もございますけど、先ほど申し上

げました貸付金のほかに、多目的ダム管理費用

など、22年度の小計の欄のところでございます

が、総額で12億7,208万8,000円を知事部局に支

出することにいたしております。

また、その下の市町村への交付金２億1,478

万6,000円、あるいは地方消費税、こういったも

のを含めますと、合計いたしまして15億1,524

万9,000円の支出になるところでございます。

以上で説明を終わらせていただきますが、企

業局といたしましては、今後とも職員一丸とな

りまして、経費の効率化、節減に努めまして、

健全経営の維持と地域貢献の充実を目標に、県
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民福祉の向上に努めてまいりたいというふうに

考えております。

詳細につきましては、総務課長等から説明を

させていただきます。よろしくお願いいたしま

す。

○橋口総務課長 それでは、引き続きまして、

私のほうから平成22年度当初予算案につきまし

て御説明をいたします。

委員会資料の６ページをお開きいただきたい

と思います。

初めに、議案第15号、電気事業会計でござい

ます。

１の業務の予定量でございますが、これは企

業局が所有いたします12の発電所の目標電力料

でございます。22年度の年間供給電力量につき

ましては、５億965万1,000キロワットアワーを

予定量といたしております。これは、平成20年

度までの過去30年の年間供給電力量の平均値と

いたしております。

次に、２の収益的収入及び支出でございます。

事業収益は48億6,452万5,000円で、そのうち

営業収益の電力料収入は44億7,705万9,000円で

ございます。現時点では、九州電力との料金交

渉を行っておるところでございますので、この

数字は、前年度の全国平均改定率マイナス5.1％

を参考にして、20・21年度の契約料金に比べて、

２億4,060万円の減を見込んでいるところでござ

います。

次に、財務収益でございます。２億8,392

万7,000円で、九州電力などの株式配当金、資金

運用による受取利息でございます。

次に、営業外収益は5,499万6,000円で、九電

復元株式の配当金などでございます。

特別利益はございません。

次に、事業費は45億9,206万円でございます。

まず、営業費用は41億78万2,000円でございま

す。

主なものとして、職員給与費は９億9,946

万4,000円で、平成21年10月１日の現員現給で計

上しているところでございます。

減価償却費は13億1,873万3,000円でございま

す。

修繕費は７億6,361万2,000円で、田代八重発

電所水車発電機精密点検等に要する費用でござ

います。

共有設備費分担額２億744万5,000円は、県土

整備部が行っております多目的ダムの管理経費

のうち、収益的支出に係る企業局の負担分を計

上いたしております。

その他は６億1,290万円で、市町村交付金や緑

のダム造成事業の費用などでございます。

次に、財務費用でありますが、これは２億4,838

万4,000円で、企業債等の支払利息でございます。

次に、営業外費用は１億9,289万4,000円で、

消費税やその他に計上しております九電復元株

式配当金の開発事業特別資金特別会計への繰出

金などであります。

これらの結果、表の一番下にありますように、

収支残は２億7,246万5,000円で、前年度に比べ

て２億5,776万9,000円の減少となります。

次に、７ページをごらんいただきたいと思い

ます。

３の資本的収入及び支出でございます。

資本的収入は３億8,326万4,000円であります。

貸付金返還金は３億4,052万6,000円で、内訳

といたしましては、一般会計から３億円、工業

用水道事業会計から4,052万6,000円でございま

す。右の増減の欄になりますけれども、貸付金

返還金が３億３万1,000円増加しておりますの

は、一般会計からの償還が始まることによるも
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のでございます。

補助金は4,100万円で、その内訳は、企業局新

エネルギー導入事業の太陽光発電設備に係る補

助金が3,600万円、マイクロ水力発電設備に係る

補助金が500万円でございます。

その下の工事負担金は173万7,000円で、古賀

根橋ダム監視カメラ設置工事に伴う負担金収入

でございます。

次に、資本的支出でありますが、これは20億140

万8,000円でございます。

建設改良費６億3,450万4,000円は、企業局新

エネルギー導入事業や岩瀬川発電所水車発電機

改良工事などに要する費用でございます。前年

度に比べまして３億2,154万3,000円の減となっ

ておりますが、これは主に立花発電所水車発電

機改良工事の終了等によるものでございます。

次に、企業債償還金６億6,685万1,000円は、

企業債の元金を償還するものであります。

次の貸付金６億円は、先ほど局長からも説明

いたしましたが、一般会計への地域振興貸付金

３億円と、１億円を増額しました企業局「新み

やざき創造」支援事業貸付金３億円の合計でご

ざいます。

この結果、表の一番下の収支残にありますよ

うに、16億1,814万4,000円の資金不足となりま

すが、これは表の欄外に記載しておりますよう

に、過年度分損益勘定留保資金等を財源として

補てんする予定でございます。

次に、４の継続費でございます。

継続費は、単一の工事で工期が１年を超える

ことが明らかな工事について設定することに

なっておりまして、表にありますように、祝子

ダムマイクロ水力発電設備設置工事につきまし

ては、発電機の製作や水利権の調整等に期間を

要しますことから、２カ年で１億1,720万円の継

続費を設定することといたしております。

８ページをお開きください。

議案第16号、工業用水道事業会計でございま

す。

まず、１の業務の予定量でございますが、給

水事業所数は13社で、年間総給水量は前年度と

同量の4,548万5,570立方メートルを予定してお

ります。

次に、２の収益的収入及び支出についてであ

ります。

事業収益は３億3,858万円で、そのうち営業収

益の給水収益は３億2,106万3,000円であります。

給水収益が前年度に比べて1,483万1,000円増加

しておりますのは、旭化成のハイポア工場の稼

動に伴いまして、常時使用水量の増加が見込ま

れるためでございます。

営業外収益は1,532万9,000円で、内訳は受取

利息でございます。

次に、事業費は３億1,065万9,000円で、その

うち営業費用が２億8,402万8,000円であります。

主なものといたしまして、職員給与費が6,639

万7,000円、減価償却費が8,238万8,000円、修繕

費が5,531万8,000円で、修繕費につきましては、

浄水場のポンプ室の修繕工事などに要する費用

でございます。

次に、営業外費用でありますが、これは1,163

万1,000円で、企業債等の支払利息と消費税でご

ざいます。

以上の結果、表の一番下にございますように、

収支残は2,792万1,000円となりまして、前年度

に比べ257万4,000円の減少となります。

次に、９ページでございますが、３の資本的

収入及び支出でございます。

資本的収入はございません。

資本的支出は１億9,433万7,000円を計上いた
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しております。

内訳は、建設改良費8,677万6,000円でありま

すが、これはポンプ室建屋や浄水場施設の耐震

補強工事に要する費用でございます。

その下、借入金償還金8,452万7,000円は、一

般会計及び電気事業会計への借入金の元金償還

でございます。

その結果、表の一番下の収支残にございます

ように、１億9,433万7,000円の資金不足となり

ますが、これは表の欄外にありますように、過

年度分損益勘定留保資金等を財源として補てん

する予定でございます。

次に、10ページをお開きいただきたいと思い

ます。

議案第17号、地域振興事業会計でございます。

まず、１の業務の予定量でございますが、ゴ

ルフコースの年間施設利用者数につきましては、

３万7,500人を予定量といたしております。

次に、収益的収入及び支出でございますが、

事業収益は2,599万円でございます。

そのうち営業収益の施設利用料は、前年と同

額の2,415万円を見込んでおります。

営業外収益は183万8,000円で、受取利息でご

ざいます。

次に、事業費でありますが、2,438万3,000円

でございまして、そのうち営業費用が1,972

万3,000円で、その主なものとしては、減価償却

費806万4,000円、修繕費550万円などでございま

す。

その他は521万1,000円で、一ツ瀬川県民スポー

ツレクリエーション施設開業20周年記念事業の

費用などでございます。

次に、営業外費用でありますが、66万円で、

支払利息と消費税でございます。

以上の結果、表の一番下にございますように、

収支残は160万7,000円となりまして、前年度に

比べて36万7,000円の増加となります。

次に、11ページをごらんいただきたいと思い

ます。

３の資本的収入及び支出でございます。

資本的収入はございません。

資本的支出は1,407万2,000円を計上しており

ます。

うち建設改良費1,007万2,000円は、芝刈り機

など老朽化した備品の更新に要する費用でござ

います。

これらの結果、表の一番下の収支残にござい

ますように、1,407万2,000円の資金不足となり

ますが、これは表の欄外にもございますように、

過年度分損益勘定留保資金等を財源として補て

んする予定でございます。

私からの説明は以上でございます。

○新穂経営企画監 委員会資料の12ページをご

らんください。

続きまして、その他報告事項でありますが、

「経営ビジョンにかかるパブリックコメントの

結果について」であります。

昨年の12月７日の委員会で、経営ビジョンの

概要については御説明したところでありますが、

その後、パブリックコメントを実施しましたの

で、その結果について御報告申し上げます。

１の意見の募集期間でありますが、昨年の12

月14日から１月５日まで実施したところであり

ます。

２の意見の件数につきましては、３件ありま

した。

３の意見の要旨でありますが、１つ目は「企

業局の有する河川や貯水池の周辺には風力発電

に適した箇所があるのではないか」、２つ目は「河

川や貯水池の上部空間を活用して太陽光発電設
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備を設置してはどうか」、３つ目は「新たな事業

として釣り堀やハイキングコースの整備をして

はどうか」といった内容でございました。

御意見につきましては、いずれも個別具体的

な事業内容に関することでありまして、経営ビ

ジョンの原案を修正するものではありませんで

したが、今後の事業実施の参考とさせていただ

きたいと考えております。

パブリックコメントの結果については以上で

ございますが、お手元に別冊で配付しておりま

す宮崎県企業局経営ビジョンをごらんいただき

たいと思います。これの28ページをお開きくだ

さい。

「第５章 今後の経営の見通し」をこのペー

ジから35ページまで記載しておるわけですが、

この中の数値につきまして、新年度の予算案が

固まりましたので、これにあわせて修正を行っ

ております。

工業用水道事業及び地域振興事業につきまし

ては、細かい数値の修正であり、ほとんど変更

はございません。

電気事業につきましては、28ページの中ほど

の表の一番下にあります純利益の欄をごらんい

ただきたいと思いますが、前回、12月の委員会

でお配りした経営ビジョン案では、５億円前後

と見込んでおりましたが、修正の結果、３億円

から５億円程度で推移するというふうに見込ん

でおります。

私からは以上であります。

○横田委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

それではまず、議案についての質疑をお受け

したいと思います。

○中野明委員 資料として、企業局が一番金

を持っているから、その資産、例えば九電の配

当金やら出ていますけど、基金残高の合計とか

そういうのを、企業局の資産一覧表なるものを

外には出したくないのかな、剰余金合計とか。

これを見ると、単年度の収支だけになっている。

今の企業局の現状の資産運用状況とか、まだ九

電以外にも株式、何か、持ってるよね、たしか。

一番金を持っていたっけ。

○橋口総務課長 九電の株式では、これはいわ

ゆる九州電力株でありますが、九電株が310

万5,580株、それから…。

○中野明委員 現状の株数じゃなくて、金額

も言わんとわからん。

○橋口総務課長 これは帳簿価格になりますけ

れども、12億2,300万余ということでございます。

それから、九電の復元株のほうもございますけ

れども、これが２億9,600万程度というふうなこ

とでございます。あと、基金のほうでは、21年

度末のあくまでも見込みになりますけれども、

基金の引当金、基金は４基金ございますが、こ

れが46億程度、あとはいわゆる損益勘定留保資

金で言いますと、電気事業では約90億円、先ほ

どから補てんしますと言っていますのが、損益

勘定留保資金が電気事業で90億、工業用水道事

業で11億、それから地域振興事業で２億という

ふうなことでございます。資金としては、そう

いった資金であります。

○中野明委員 ほかに埋蔵金はないんですか

ね。まあそういうことでしょう。

今の例えば基金なんかの運用益というのは、

今のこの中にそれぞれ入ってるんですかね。

○橋口総務課長 お手元の資料の６ページに、

収益的収入のところがございます。事業収益の

ところでございますが、財務収益、これがトー

タルで２億8,392万7,000円計上しておりますけ

れども、そのうち受取配当金、これがいわゆる
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先ほど申しました九電株と言われるものの株式

の配当金でございます。これが１億5,591万4,000

円、これは九電と、あと宮銀と太陽銀行を持っ

ておりますので、これの分も含まれています。

比率からいくと小さいですけれども。それから、

あと受取利息と言われるのが、資金運用をいろ

いろと、定期預金であるとか、あと国債で運用

している部分もございました。その部分につい

ての受取利息が9,611万3,000円ということでご

ざいます。それから、あと基金でくくっている

資金がございますけれども、これの運用益

が3,190万円というふうなことで予定させていた

だいているということでございます。よろしく

お願いします。

○中野明委員 そこが一番聞きたかった。

今、国債なんかは、どれぐらいの運用益でき

ておるんですか。

○橋口総務課長 これは国債も1.5近くに一時期

なっていたわけですけれども、これがまたずっ

と下がっておりまして、1.2とか1.3とか、そう

いうふうでございまして、これはなかなか金利

の見込みというのは、経済変動、特に今激しい

ものですから、見込みしにくいわけでございま

すけれども、当初予算で組みます場合は、やは

りこれは21年度当初と大体同じレベルの0.85％、

国債の場合、そういうふうなことで見込みをさ

せていただいているところでございます。

○中野明委員 県の貸付利息はどれぐらいで

すか。

○橋口総務課長 いわゆる県に対する積み立て、

これは地方振興積立金の中からの財政貢献とい

うふうなことでございますので、これは0.1％で

貸し付けを行っているということでございます。

○横田委員長 ほかございませんか。

その他報告事項もあわせてありましたら。

○満行委員 電力料金単価がかなり今、年々低

下をしていますが、今回の予算もかなり営業収

益が落ちているわけなんですけれども、長期的

に九電との契約は締結はしていますけど、状況

は、電力の自由化とかいろんな状況でどんどん

どんどん下がっている。水力は特に今変動が激

しいので、高い単価でなかなか契約は難しいの

かなと思うんですが、このままじり貧というか、

電力料金がどんどん下がっていくんじゃないの

かなと見込むんですけれども、そのことについ

てどうお考えなのかお尋ねします。

○新穂経営企画監 今言われましたように、電

力料金は、ずっと最近下がり基調できておりま

す。来年度、22年度も下がるというふうな予想

をしておるところですけれども、電力料金、水

力発電から発生します電気の料金につきまして

は、一応総括原価ということで、これは国の制

度でございますので、その中には費用の分とプ

ラス適正な報酬ということを合わせて総括原価

というふうにするようになっておりますので、

確かに費用が減れば総括原価そのものが減って

いくという傾向はしばらく続くというふうには

思いますが、これでじり貧になって収支残がほ

とんどゼロまでいってしまうというようなこと

はないというふうに考えております。

○満行委員 確かに急激にゼロに近くなるとい

うことは考えられないですけど、ただ、燃料電

池とか各家庭にどんどん入ってきて、これまで

も大きくインフラが変わって、日本の、世界じゅ

うでしょうけど、業態が変わってしまっている

のがいっぱいありますよね。だから、電力も各

家庭に発電機をみんな持ち出すと、今の電話と

一緒で、基本料金だけしか要らない、インター

ネットになってＩＰ電話でもう交換機が要らな

くなる、たたき合いの世界に電話は入りました。
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電気も近い将来、そういう安全弁として商業電

力はあって、基本的には自家発電で賄うという

時代が近い将来、来るんじゃないのかなと思う

んですよね。そのことを考えて、やはり企業局

も長期的な展望に立ってやらないといけないの

かなと思うんですが、なかなかそういう部分、

どこでどう判断するかというのは難しいんです

が、ここ５年、10年というスパンの中では、そ

ういう大きな動きというか、新たな企業局の展

開という経営的な部分についてはお考えはない

のか。これはきょう、第４期の経営基本計画と

いうのが出ていますけれども、概略で結構です

が、考え方を教えてください。

○日髙企業局長 確かに今委員がおっしゃった

自家発電というのは、これは電力会社のほうも

非常に問題にしておりまして、これが各家庭に

設置というようなことになると、やはり電力の

需要というものに対して影響してくるというこ

とは否定できないと思っております。ただ、そ

れが早急にそういうことになるかというと、そ

こはちょっとまだ長期的な問題としてとらえる

べきじゃないかなと思っておりますが、当面の

電力の運営におきましては、今、企画監のほう

から説明がございましたように、電力会社との

契約の中で、総括原価主義ということで、かかっ

た経費については見てくれるというようなこと

になっておりまして、私どもは今委員がおっ

しゃったようなことを一番懸念しておるわけで

ございまして、九州電力との交渉の段階におい

ても、最終的に企業局の経営ができなくなるよ

うな料金体系とか、そういうものはないでしょ

うねというような確認はしておるわけでござい

ます。九州電力のほうも、そういうことについ

ては十分理解をしていただいておりまして、特

に私どもが供給しておりますのが自然エネル

ギーということでございまして、低炭素社会の

実現とか、こういうことに非常に貢献するわけ

でございますので、非常に重要な電力というふ

うに位置づけておりますので、そういうことで

考えていけば、電力料金、確かに自由化の関係

でどんどん減ってきておりますけれども、経営

が立ち行かなくなるような状況までにはならな

いんじゃないかなと。もちろん、そのために私

ども最大の努力をしていかなきゃいけないわけ

でございますが、そういう努力を常に続けてい

けば、今の経営というのは維持できるんじゃな

いかなというふうに思っております。確かに厳

しくなることは厳しくなると思っていますけれ

ども。

○満行委員 企業局は今日まで堅実的な経営を

されているので、全然心配はしないんですけれ

ども、ただ、時には大胆な発想で将来を見ない

といけないということもあるんじゃないのかな

と。そういう意味では、企業局という特性を生

かして、得意な分野、一生懸命先行投資するな

り、研究開発にやはり取り組んでいただきたい

なと切にお願いをしたいと思います。以上です。

○中野明委員 ちょっと私も教えてほしいん

だけど、今、九電も、夏の大量に使うときでも、

電気が足らんで電気が消えるという話じゃない

んだけど、それで法律でもってどんどんどんど

ん電気を電気会社に買わせるでしょう。すると、

結局九電は要らん分まで買わされて、そのツケ

は電気料としてまた個人が高く払うようになる

と、そんな話があるんだけど、そういうことか

な。今の電気をどんどん余ったやつを電気会社

に法律で買わせて、その分はまた電気料として

個人が払っていく、高くなる、逆に安くなるん

じゃなくて高くなるという話があるんだけど。

○日髙企業局長 電源については、水力だとか
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火力だとか原子力だとか、いろいろあります。

それで、それぞれの購入によって調整をしてい

くと思います。電力がいっぱいもし購入された

とするならば、自分ところの例えば火力発電を

少し弱めるとか、そういう調整をしますので、

買うことによってトータルの電力が多くなって、

それが単価にはね返るとか、そういうことでは

ないんじゃないかなというふうに、ちょっと私

も詳しいことはわかりませんけれども、大まか

に言ってそういうことじゃないかなというふう

に思っております。

○新穂経営企画監 今の御質問は、多分太陽光

からの余剰電力の買取制度とか、あるいは、今、

民主党のほうで言われています再生可能エネル

ギーの全量買取制度のことを言われているんだ

というふうに思うんですが、あれは確かに低炭

素社会を実現するために、今は太陽光だけに限っ

て強制的に買い取り、その買い取った分の余計

にかかった費用分は、個人の電気代に転嫁して

次の年に回収しますという考え方ですが、これ

をすべての再生可能エネルギーに拡張しようと

すれば、かなりの各家庭の負担になるんではな

いかなという議論がされているということだと

思います。

○丸山委員 緑のダム造成事業についてお伺い

したいんですが、これは平成78年度までという

ことで、これは何らかの債務負担というか、そ

ういう考え方でやっている事業なのか、一応単

年度、単年度やっていきますよということで考

えているということでよろしいでしょうか。

○橋口総務課長 これは18年度に事業を創設し

たわけですけれども、このときの考え方でいき

ますと、平成18年から20年間、これで毎年50ヘ

クタールずつ、20年間で1,000ヘクタールを、ま

ずそういう土地を確保しましょう。これは未植

栽地ですけれども、そういったところを買収・

造林していきましょう。その後、20年間でそれ

をやるんですけど、それに並行しながらですけ

れども、その20年計画は、あと下刈りとか除間

伐、こういったものをずっとやりながら、平成78

年までというふうな60年間ということで計画を

なされているということでございまして、特に

債務負担設定しているとか、事業計画上はこう

いうふうな形で設定しているということで御理

解いただければというふうに思います。

○丸山委員 今はまだ経営的には非常にいいか

ら、安定しているから、20年間は続けていくと、

造成・買収をしながらいくということなんです

が、先ほど議論がありましたように、急に電気

の技術革新があったりして、続かなくなるとい

うこともあり得るというふうに思っていいのか。

そういうわけじゃなくて、しっかりとこの目標

に向かって、平成78年度まではやるという意気

込みがあるというふうに理解してよろしいで

しょうか。

○日髙企業局長 20年間で山を購入しまして植

栽して、あと40年間管理していくということで

事業を計画しておりまして、それは最後までや

るという考え方でございます。それで、先ほど

債務負担の話がございましたけど、債務負担行

為の場合には、例えば20年なら20年の契約をし

ますと、当然それに伴う金の支出というのが義

務が出てくるわけでございますが、そういう場

合には債務負担行為として設定しなきゃいけな

いわけでございますけど、これはそれぞれ毎年

予算措置して、それで購入していくということ

でございますから、将来の債務というのは、単

年単年で予算としては計上していくということ

でございます。

○丸山委員 ちなみに、毎年、平成18年からこ
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としで３年目、４年目に、４回目にきたんです

が、面積がふえていくと、維持管理する経費も

ふえてくるということで、だんだん毎年この予

算はふえていっているというふうに理解してよ

ろしいでしょうか。

○橋口総務課長 基本的には、毎年植えて、そ

こに毎年植林できればいいんですけど、形状と

か何とかで、単純に購入したところがストレー

トにすぐ植栽できるというところでもないよう

な部分ももちろんあるわけですけれども、でき

るだけそういう形で毎年広げていくと、植栽も

進めていくということで、これまで取り組んで

きているわけでございます。

○日髙企業局長 補足いたしますけど、予算と

しましては、全体予算として23億円程度見込ん

でおるところでございます。これの予算の考え

方としては、大体20年間ぐらいは毎年予算とし

ては8,000万ぐらいずつじゃなかったかなと思っ

ています。それが過ぎますと、管理経費だけに

なってきますから、少し安くなりますけど、金

額としては、ずっとふえていくんじゃなくて、

大体20年ぐらいは同じぐらい、8,000万ぐらいが

ずっと続いていくかなと、そういう感じでござ

います。

○丸山委員 この山、いろいろこの前も我々は

植樹させていただいて、非常に子供等をうまく

活用しながらやっていただいて、１回植えた後

に、もう１回その植えた子供たちが数年後に行

くとかいうのを我々は期待しているんですけれ

ども、実際、今４年目になっているんですが、

これまで植えたところに、これまで植えた生徒

さんたちとか地元の方がそこに入っていってと

か、そういう企画はやられているんでしょうか。

○橋口総務課長 この間のところは、かなり林

道のすぐわきで、この間、植樹祭をやったとこ

ろはすぐわきでしたので、割合アクセスは比較

的しやすいのかなというところでございますけ

れども、過去に植林したところを見てみますと、

林道からずっと細い道を下っていって、もちろ

んそこには平地としてある程度一定の開けた土

地はあるわけですけれども、ちょっと子供さん

方がそこに１人で、自分たちで行くとか、ある

いはみんなで行くにも、なかなかアクセスしに

くい部分もあるのかなという感じはいたしてお

りますけれども。

○丸山委員 できれば、環境森林部サイドとか

教育委員会サイドとも連携しながら、せっかく

自分たちが植えたところというのは、やっぱり、

山を愛する心によって自然を愛する、そして水

も蓄えてもらうということで、企業局もそうい

うイメージで多分始められた事業だと思うので、

ただ植えるだけで終わり、花火を打ち上げてそ

れで終わりではなくて、その後のフォローアッ

プも何かもうちょっと練っていただくと、非常

に企業局もしっかり財政的に県に支援している

というわけで、人材的にもそういう人づくりの

場にもなっているんですよ、環境に対する教育

にも携わっているんですよというような別なイ

メージの、ただ１回だけの植樹祭だけでは、た

だあそこに行ったよね、で数年後には忘れてし

まう可能性もあるものですから、その辺はでき

ればフォローアップ事業みたいなものをいずれ

は立ち上げていただくとありがたいかなと。も

しくは、森林組合さんとかが作業に入ると思い

ますけど、その後、こういうふうに山はなって

いますよというのを各学校に知らせていただい

て、その人たちが本当に行ってみようと、二十

の成人式とか特に行ってみようとか、何かそう

いう仕掛けをぜひしていただければなと思いま

す。
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○日髙企業局長 毎回１年に１回やっておりま

す植樹祭においては、小中学校の児童生徒、こ

ういう人たちに記念植樹していただいておるわ

けでございます。これは学校のほうと連携をとっ

て進めておるわけでございますけど、やはり卒

業記念とかそういう意味合いのものもございま

す。去年の西都のときには、そういう卒業生が

来て記念として植樹したというのがございます

ので、そこは後々まで学校と連携をとって、何

年か後に自分たちの木の植えた後を見るとか、

そういうことについては、我々も対処していき

たいというふうに思っております。

○丸山委員 何でかというと、我々も数年前に

西都原で全国緑化フェアというのがあったんで

すよ。それに１回行っただけで、その後、いろ

いろ下刈りとか何かあっているというんですが、

我々も実際、自分たちも行っていないというこ

とがあるものですから、やはりある程度、何か

の自治体が、植えたところの主催が、来てくだ

さいというようなイベントを仕掛けてやるとま

た本当にいいのかなと思うので、ぜひよろしく

お願いしたいと思います。

○中野一則委員 経営ビジョンにかかるパブ

リックコメントの結果について説明がありまし

たが、３件あったようですけれども、これは多

いと見るのか、少ないと見るのか、このぐらい

だろうと思われるのかということと、この意見

に対して３件要旨が書いてありますが、これは

非常に貴重な意見として重きをなして今後の参

考にされる意思があるのかどうか、それと、こ

れは匿名なのか実名なのかをお聞きしたいと思

います。

○新穂経営企画監 まず、最初の件数について

のことですけれども、件数については３件とい

うことで、私どものほうとしては、件数として

は、まずまずの意見が来たのかなと思っていま

す。というのは、企業局の業務というのは、ど

ちらかというと特殊であって、県民の皆さんに

直結しているというような事業ということでも

ないわけで、そういう意味では、こういう企業

局の電気事業とかそういったものに関心を持っ

ていただいたということは、ありがたいことだ

なというふうに思っております。

それから、意見の取り扱いについてどう考え

るかということですが、例えば１番の風力発電

の関係で言いますと、企業局ではこれまで風況

観測をずっとやってきておるわけですけれども、

実際のところは、なかなか平地では風が吹かな

いし、山間部で風のいいところがあっても今度

は資材を運搬するのにアクセスが悪いとか、そ

ういったことでいろいろ条件があって、なかな

か設置場所が見出せないというのが現状であり

ますけれども、ただ、この意見を受けまして、

また新たな調査とか、あるいは調査済みの地点

の掘り起こしといったことも考えながら、今後

の事業化の可能性については検討していきたい

というふうに思っております。それから、２つ

目の太陽光発電を河川の上や貯水池の上にとい

うことですが、これについては、やはり技術的

な問題とかあるいは河川管理上の問題とかいう

のがあるので、これそのものを具体化するとい

うのは、今のところはなかなか難しいかなとい

うふうに思っています。それから、３つ目の釣

り堀とかハイキングコース、こういったものに

ついては、この２件に限らず、今後の新たな事

業展開ということにつきましては、公営企業と

してやるべき公共性とか公益性とかあるいは採

算性とか、そういったことを考えていく必要が

あるというふうに考えておりますので、この御

提案そのものを今後どうするかということは、
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なかなか今の時点では難しいとは思いますが、

これを参考にしながら、今後、それ以外の事業

につきましても、県民ニーズに適応した地域貢

献とかそういったことで、検討はしていきたい

というふうに考えているということです。

最後の質問は、匿名ではございません。実名

で応募されております。以上です。

○中野一則委員 これは匿名でも応募できたん

ですか。

○新穂経営企画監 匿名でも応募はできること

になっております。

○中野一則委員 特殊な事業だからまずまずの

ということで、評価されてありがたいというこ

とまで言われましたが、12月14日から明けて１

月５日というのは、年末年始の休みの期間です

よね。これの期間というのは、かえってこうい

う休みの期間だからコメントがもらいやすいと

いうふうにとられてこの期間を選ばれたのか、

偶然休みにかかったというのか、これが長いか

短いかを含めてお尋ねいたします。

○新穂経営企画監 まず、長いか短いかという

話ですけれども、12月14日から１月５日まで、

大体23日間ということになっております。他の

部局のパブリックコメント等を見ましても、大

体３週間程度というところを設定されているよ

うですので、特に期間が短かったというふうに

は考えておりません。それから、正月を挟んで

のということですけれども、確かに中身によっ

て、例えば企業さんから聞くとか、そういうこ

とをねらいにするのであれば、確かに年末年始

休み期間にかかったということは不適切だとい

うことになるかもしれませんけれども、私ども

のほうは、一般の県民からの意見を聞きたいと

いうことでありましたので、逆に長期の休み期

間に、家からでもメールができるわけですから、

そういったことも期待もしておりまして、正月

を挟んでの期間というのも、それをねらったと

いうことではないんですけれども、この正月期

間だったから意見が少なかったとか多かったと

か、そういうことは余り影響がなかったのでは

ないかなというふうには考えております。

○中野一則委員 公共性があって新たな事業展

開をしたいという気持ちが、企業局に何かをし

たいときに内輪で匿名でこのパブリックコメン

トを出しておけば、それは素直にぱぱぱっとい

くような気がするんですが、そういうことはさ

れないと思うけれども、何か３件を評価したり、

３件の中からを何か重要視されるということは、

非常に危険度が高いなという気がいたします。

それは要望しておきます。

それから、私も参加して写真までたくさんい

ただきまして、ありがとうございました。この

小林での植樹祭の件、ここにも書いてあるんで

すが、記念樹、何種類かあったんですが、あの

ときに思ったんですが、ユズ、カキを何の目的

で埋められたのかなという気がいたしました。

○橋口総務課長 これは本会議でも質問がござ

いましたけれども、基本的には、針葉樹と広葉

樹のそれぞれの長所というのを取りまぜて植栽

していく、いわゆる針広混交林というふうなこ

とで整備していくということでございますけれ

ども、そういう基本的な考え方を持ちながら、

特にそういう山奥での実のなる木というものを、

できるだけそういうふうに確保していくという

ことが、やっぱりそういうことも大事なんじゃ

ないかというふうなことで、いろんなところか

ら私どものほうにも御意見を寄せていただいて

おります。そういったことで、可能な限りであ

りますけれども、そういったものも入れて、そ

うすれば、例えば猿とかそういったものもそこ
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にとめておくこともできるのではないか、これ

は大々的にやらないと、とても、それで解決す

るようなものとはちょっと違いますけれども、

そういったことも込めて、実のなる木というも

のをできるだけあれしていこうと、イチイガシ

とかそういったものに加えてユズとかカキ、こ

ういったものも今回、森林組合と一緒になって

考えて植えていったということでございます。

○中野一則委員 実になる木、だけど気になる

んですよね。気になる木なんですが。まず、こ

の前の一般質問か代表質問でその質問があって、

局長が答弁されておりましたが、実になる木の

中でクヌギも言われたような気がしたんですよ

ね、あのときの答弁で。私の聞き違いかもしれ

ません。クヌギが実がなるのかなということと、

それからユズ、カキを一緒に植えても、あそこ

に私もいましたが、結局木と木の日蔭になって、

何にもならんとじゃないかなという気がしたん

ですよね。何かこれは、どこか道路際に特別植

えるとか何とかならあるけど、将来は大きな森

になるわけでしょう。ユズなんかは低木という

ほどじゃないですけれども、木と木の中にあっ

て何にもならんような、ただ木が立って後困る

ぐらいのことで、どんなもんですか。私が知る

ほかに何かいいあれがあるんですかね。

○橋口総務課長 今回カキとかユズとか植えて

いますけれども、こういったものは道路際から

見えるところに今回植栽をしているところでご

ざいまして、全体のあそこにはしておりません。

そういうことでございまして、よろしく御理解

いただきたいと思います。

○満行委員 緑のダム造成事業に8,000万とか毎

年投資されるんですけど、これは資産として計

上というか、になるんですかね、単純な話です

けれども。

○橋口総務課長 買い取っている土地につきま

しては、資産に入ってまいります。ですから、

資本的収支になります。ところが、そのほかの

植栽につきましては、これは収益的収支で計上

するということでございます。

○中野明委員 太陽光発電設備の8,500万、

8,500万で一ツ瀬川につけていますが、どこかに

売電して、年間売電料で割ったら何年で元を取

るものですか。

○相葉工務課長 一応ここは、売電の場合は１

キロワットアワー当たり24円で九州電力に買っ

ていただけるということになっております。発

電した電気が全部売電できるかといいますと、

ここは一ツ瀬のゴルフ場でも使いますので、今、

大体予想しておりますのは、半分ぐらいが売電

できるんではないかというふうに考えておりま

す。したがいまして、売電できる配分につきま

しては24円程度、自家消費分で回せますので、

その分は九州電力さんから買わなくていいとい

うことになりますので、その分につきましては10

円程度の経済効果があるといったことで考えま

すと、大体初期投資が、ここの太陽光発電所の

場合は補助金がございまして、それを除きまし

て自己資金を約4,500万円ほど投資いたしますの

で、毎年200万円ぐらい経済効果があるというこ

とで考えますと、大体22年ぐらいで投下した資

本が回収できるというふうに考えております。

○中野明委員 参考に、耐用年数は何年ぐら

いですか。

○相葉工務課長 これにつきましては、一般的

にいろんな太陽光の普及を図っている協会がご

ざいまして、そちらのほうで機体の寿命という

ふうな形で言っていますけれども、20年以上は

耐用年数があるというふうに考えられておりま

す。



- 46 -

○横田委員長 ほかございませんか。

その他も含めてありましたらどうぞ。その他

のその他。

○丸山委員 農政水産部のほうで、ことしから

小水力の調査とかやっていらっしゃるんですが、

これに関して企業局としては、何らかの技術的

提供とか情報交換しながらとか、もしくはうま

くいけば具体的に小水力をやってみようとかい

うような雰囲気になっているのか、ちょっとお

伺いしたいと思っているんですが。

○相葉工務課長 今、議員おっしゃいましたの

は、県のほうの小水力発電推進協議会というの

が農政水産部のほうで入っておりまして、この

中に私どもの企業局は委員として入らせていた

だいております。この中身の検討状況でござい

ますが、今年度につきましては、何カ所かの可

能性の調査をするというふうに聞いております。

この中には私どもも従来調査していた箇所等も

ございますので、資料等の提供とかそういった

ものもやっております。今後は、こういった可

能性調査を受けまして、来年度にかけましては

ハード整備の導入ということで、これは国庫事

業や県単事業を活用しての小水力発電施設の導

入を検討とか、それを受けまして、マイクロ水

力発電の県内普及に向けての技術的な手引及び

諸手続のマニュアルを策定するというようなこ

とになっておりますが、いずれにいたしまして

も、私どもはノウハウも持っておりますので、

そういったものにつきましては、全面的に協力

しながらやっていきたいというふうに考えてお

ります。

○丸山委員 ぜひ、技術的には非常に企業局は

持っていらっしゃるんですが、農政が一番持っ

ているのは、土地改良区、水利権、これをうま

く、２つが組み合わさると、宮崎県というのは

非常におもしろい地域になるんじゃないかなと。

農業者はどんどん少なくなっていると思うんで

す。この水路を守るのに非常に苦労しています

ので、もしそこで売電とかして電気を活用でき

るとか、それをまたハウスに使えるとか、いろ

いろ組み合わせると非常におもしろいことを、

ただ発電するだけじゃなくて、地域の振興のた

めにさらに一歩踏み込んだ形になるんじゃない

かなと期待を持っているものですから、ぜひ頑

張っていただければと思っております。

○横田委員長 ほかございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○横田委員長 それでは、ないようですので、

以上をもちまして企業局を終了いたします。

執行部の皆さん、お疲れさまでございました。

暫時休憩いたします。

午後２時38分散会
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平成22年３月10日（水曜日）

午前９時59分再開

出席委員（８人）

委 員 長 横 田 照 夫

副 委 員 長 松 田 勝 則

委 員 中 村 幸 一

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 中 野 一 則

委 員 中 野  明

委 員 満 行 潤 一

委 員 新 見 昌 安

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

教育委員会

教 育 長 渡 辺 義 人

教 育 次 長
米 原 隆 夫（ 総 括 ）

教 育 次 長
黒 木 正 彦（教育政策担当）

教 育 次 長
二 見 俊 一（教育振興担当）

総 務 課 長 金 丸 政 保

政 策 企 画 監 吉 村 久美子

財 務 福 利 課 長 井 上 貴

学 校 政 策 課 長 児 玉 淳 郎

学 校 支 援 監 山 本 真 司

全国高等学校総合
稲 元 雅 彦文化祭推進室長

特別支援教育室長 瀬 川 健 治

教 職 員 課 長 阿 南 信 夫

生 涯 学 習 課 長 興 梠 正 明

スポーツ振興課長 川 崎 重 雄

全国スポーツ・レクリ
川井田 和 人

エーション祭推進室長

文 化 財 課 長 清 野 勉

人権同和教育室長 厨 子 透

事務局職員出席者

政策調査課主幹 坂 元 修 一

議 事 課 主 査 花 畑 修 一

○横田委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

教育委員会にお越しいただきました。

それでは、早速当委員会に付託されました当

初予算関連議案等の説明を求めます。

なお、審査につきましては、最初に教育長か

ら議案等の概要について説明をいただいた後、

２班に班分けして議案等の説明と質疑を行い、

それが一通り終了した後に、総括質疑の時間を

設けることといたしますので、御協力をお願い

いたします。

また、歳出予算の説明につきましては、重点

事業、新規事業を中心に、簡潔明瞭にお願いい

たします。

それではまず、教育長の概要説明をお願いい

たします。

○渡辺教育長 教育委員会でございます。よろ

しくお願いいたします。

それでは、平成22年度当初予算案等につきま

して御説明申し上げます。

お手元の文教警察企業常任委員会資料をお願

いいたします。表紙をお開きいただきまして、

裏面の目次をごらんいただきたいと思います。

今回御審議いただきます議案は、議案第１号

「平成22年度宮崎県一般会計予算」並びに議案

第14号「平成22年度宮崎県立学校実習事業特別



- 48 -

会計予算」の２件であります。また、その他報

告事項といたしまして、「公立高校の授業料無償

化について」の１件でございます。

それでは、１ページをごらんいただきたいと

思います。

教育委員会に係る「平成22年度宮崎県一般会

計予算」及び「平成22年度宮崎県立学校実習事

業特別会計予算」の各課・室の状況を一覧にし

ております。

平成22年度の当初予算額についてであります

が、表の下のほうに太線で３カ所囲んでありま

す最初の合計の欄をごらんください。一般会計

の合計は1,147億931万円、その下にあります特

別会計の合計は２億2,792万8,000円、総計

で1,149億3,723万8,000円であります。前年度の

当初予算額に対しましては、8,144万1,000円の

減、対前年比99.9％となっております。

次に、資料をおめくりいただきまして、２ペー

ジ、３ページをごらんください。

見開きでお示ししておりますが、「新みやざき

創造計画の分野別施策に基づく教育施策の体系」

に沿いまして、平成22年度の主な新規・重点事

業をお示ししたものであります。

この中で大きな２、「未来を拓く子どもが育つ

社会づくり」の施策につきましては、教育委員

会の重点施策であります「戦略プロジェクト」

を策定いたしまして、各種事業を推進いたして

おります。

これらの新規・重点事業等につきまして、４

ページの体系表により御説明いたしますので、

もう１ページおめくりいただきたいと思います。

「平成22年度 県教育委員会の重点施策」と

書いたものでございますが、県教育委員会にお

きましては、「のびよ！宮崎の子どもたち」をス

ローガンに掲げ、５つの戦略で構成いたします

第２期「明日の宮崎を担う子どもたちを育む戦

略プロジェクト」の推進に全力で取り組んでま

いりたいと考えております。

各戦略ごとに主な新規・改善事業の概要を御

説明いたします。

まず、ページの中ほどより下に枠囲みをして

おります戦略１「学校・家庭・地域が一体となっ

た教育環境づくりの推進」では、企業が持つ専

門性や人材などの教育的資源を活用し、地域ぐ

るみの教育の普及・発展を一層推進していくこ

とを目標に、左上の「企業の力を教育に！「み

やざきの教育」アシスト事業」に取り組んでま

いります。また、その下の「学校経営のための

法律相談事業」では、学校に対する保護者や地

域住民からの多様化する要望への対応など、学

校だけでは解決困難な問題に対し、学校が法律

面に対して気軽に相談できる体制を構築するも

のであります。

次に、戦略１の上に４つ囲んでおります戦略

のうち、一番左側の戦略２「地域の特性を生か

した多様な一貫教育の推進」につきましては、

「一貫教育普及・支援事業」におきまして、こ

れまで取り組んでまいりました地域の特性を生

かした一貫教育の成果の普及や、各地域のニー

ズに基づいた効果的な研修や支援に努めてまい

ります。

次に、その右の戦略３「学力向上対策の推進」

につきましては、生徒が小学校から中学校に進

学した際に生じる不登校や学力差といった課題

の改善を図るために、一番上にあります「中学

校１年生少人数学級推進事業」に取り組み、中

学校１年生に35人以下の少人数学級を実施する

ものであります。また、その下の「県立高等学

校キャリア教育総合推進事業」では、高校生が

将来への夢を描き、目標を持って努力し、宮崎
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の産業を元気にできる人材へと成長できるよう

に、キャリア教育の充実に努めてまいります。

次に、その右の戦略４になりますが、「命を大

切にする教育の推進」につきましては、県民総

ぐるみで豊かな心を持つ健やかな子供の育成を

図るため、「みやざき子ども読書活動推進事業」

におきまして、全県的に子どもの読書活動の推

進に努めてまいります。また、その下の「心す

こやか体いきいき健康教育推進事業」では、児

童生徒のさまざまな健康問題に対応するために、

医療機関との連携による専門医の学校などへの

派遣や、性に関する教育を普及推進するための

研修及び相談事業等を実施いたします。

次に、一番右側の戦略５「障がいのある子ど

もの教育の推進」につきましては、１番目にご

ざいます「高校生発！共に育つ人づくり推進事

業」におきまして、高等学校において、障がい

のある方々との交流など生徒自身による主体的

な取り組みを推進し、共生社会を担う人づくり

を進めてまいります。また、「特別支援学校キャ

リア教育充実事業」では、特別支援学校が企業

や労働関係機関と連携して、授業の改善や就労

支援体制の整備等を行うことにより、特別支援

学校のキャリア教育の充実に努めてまいります。

また、特別支援学校高等部未設置校への高等部

設置等の取り組みを進めてまいります。

これらの申し上げました戦略プロジェクトに

即した施策推進によりまして、上から２段目に

網かけで示しておりますように、「県民総ぐるみ

で子どもたちの「人間力」を育む教育の推進」

を図り、あすの郷土宮崎や日本を担う有為な人

材の育成に努めてまいりたいと考えております。

これらの取り組みに加えまして、ページの一

番下の欄、網かけでお示ししておりますその他

の重要事業といたしまして、一番左上の「宮崎

東高等学校教室棟改築事業」では、宮崎東高校

における定員増への緊急対策として建設されま

したプレハブ校舎を改築し、生徒の学習環境の

改善を図ってまいります。その他、「県立学校耐

震対策事業」「西諸県地区及び南那珂地区の総合

制専門高校設置事業」など、お示ししておりま

すような事業を継続して進めることによりまし

て、「安全で安心な魅力ある教育環境づくり」に

も鋭意努めてまいりたいと考えております。

私からの説明は以上でありますが、平成22年

度当初予算における新規・重点事業の詳細につ

きましては、担当課・室長が御説明いたします

ので、御審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。

○横田委員長 続いて、総務課、財務福利課、

学校政策課、全国高等学校総合文化祭推進室、

特別支援教育室の審査を行います。

それでは、順次説明をお願いいたします。

○金丸総務課長 総務課関係につきまして御説

明申し上げます。

お手元の平成22年度歳出予算説明資料をお願

いいたします。総務課のインデックスのところ、

ページで言いますと443ページでございます。

一般会計予算33億4,807万7,000円を計上して

おります。

以下、主なものにつきまして御説明申し上げ

ます。445ページをお願いいたします。

このページの中ほどの（目）事務局費の（事

項）職員費でございますが、17億4,498万7,000

円でございます。これは、教育委員会事務局職

員の人件費でございます。

次のページ、446ページをお願いいたします。

中ほどの（事項）教育企画費の1,354万6,000

円でございます。これは、学校評価の推進に関

する事業や県立学校評議員の配置等に要する経
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費でございます。

次に、その下の（事項）教育広報費の2,595

万4,000円であります。これは、テレビ教育広報

番組の制作・放送に要する経費であります。

次のページ、447ページをお願いいたします。

上から２番目の（目）教育研修センター費の

（事項）教育研修センター費の9,484万4,000円

であります。これは、教職員のための研修や保

護者からの教育相談の実施など、教育研修セン

ターの運営に要する経費であります。

次に、その下の（目）社会教育総務費の（事

項）職員費10億8,008万9,000円であります。こ

れは、生涯学習課等の社会教育関係職員の人件

費であります。

次に、その下の（目）保健体育総務費の（事

項）職員費３億1,469万9,000円であります。こ

れは、スポーツ振興課等の保健体育関係職員の

人件費であります。

総務課関係は以上でございます。

○井上財務福利課長 それでは、同じ資料の449

ページをお願いいたします。

その一番上の行でございますが、財務福利課

関係の予算は75億6,695万5,000円をお願いして

おります。内訳は、その１つ下の欄の一般会計73

億3,902万7,000円、及びさらにその６行下の欄

の特別会計２億2,792万8,000円でございます。

以下、主な事項について御説明申し上げます。

おめくりいただきまして、451ページをお願いい

たします。

初めに、一般会計についてであります。

まず、上から４欄目の（目）事務局費の、ペー

ジ中ほどの（事項）維持管理費に４億4,382

万9,000円を計上しております。これは、県立学

校の営繕、環境整備、防災対策等に要する経費

であります。

次に、452ページをお願いいたします。

一番上の（事項）県立学校耐震対策事業費に

５億3,876万円を計上しておりますが、これにつ

きましては、後ほど委員会資料で御説明申し上

げます。

その下の（事項）育英事業費に14億5,132

万5,000円を計上しております。平成22年度にお

ける本事業によります奨学金貸与者数は、高校

生や大学生等、約4,270名を見込んでいるところ

であります。なお、本事項におきまして、説明

欄の３にありますとおり、新規事業「宮崎県育

英資金スポーツ選手等貸与枠創設事業」といた

しまして3,400万円を計上しております。これは、

宮崎県育英資金に新たに一定の基準により推薦

されたスポーツ選手等を対象とする貸与枠を設

け、１カ年度当たり100名程度の該当者に奨学金

の貸与を行うものであります。スポーツ選手等

は、強豪校に遠隔地から進学して下宿生活とな

る場合が多い実態に対応するものでございます。

その下のページ、453ページでございます。

上から３欄目の（事項）高等学校等生徒修学

支援基金事業費１億5,650万3,000円は、国から

の交付金を原資といたしまして、平成21年度か

ら23年度にかけての３カ年度の期限つきで造成

いたしておりますこの基金を活用いたしまして、

この３カ年度のそれぞれの年度において、平成20

年度比で奨学金貸与者数が増加した分について、

支障なく奨学金を貸与するための資金に充てる

ものでございます。なお、平成21年度における

対20年度比の増加分貸与者数は、昨日現在で216

名となっております。

次の454ページをお願いいたします。

そのページの中ほどの（目）高等学校管理費、

（事項）一般運営費（高等学校）14億7,954万6,000

円は、高等学校における光熱水使用、警備等各
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種業務委託及び教材・教具の整備や事務の執行

等に要する経費であります。

その下の（事項）海洋高校実習船費１億5,667

万円は、同校実習船「進洋丸」の年度内に２度

行われる１回当たり73日間の長期実習航海等に

要する経費でございます。

その下のページ、455ページでございます。

上から２欄目の（事項）産業教育設備費7,663

万4,000円は、専門高校におけるＣＮＣ旋盤や製

図台等、産業教育設備の整備に要する経費であ

ります。なお、この設備費の中に、説明欄の５

にございますとおり、新規事業「専門高校もの

づくり教育環境重点整備事業」といたしまし

て5,007万6,000円を計上しておりますが、これ

につきましても、後ほど委員会資料で御説明申

し上げます。

そのページの一番下の（事項）産業教育施設

費１億897万9,000円は、高等学校における食品

加工室等の産業教育施設の整備に要する経費で

ございます。その主なものは、説明欄の、おめ

くりいただきまして、456ページの一番上の行の

２、「高鍋農業高校酪農実習施設リニューアル事

業」１億657万9,000円でございます。これは、

築40年以上を経ております同校の乳牛舎及び搾

乳棟を改築いたしまして、時代に即した酪農実

習のための環境整備を行うものでございます。

そのすぐ下の（事項）生徒増校等対策緊急整

備事業費におきましては、説明欄の１にござい

ますとおり、新規事業「宮崎東高等学校教室棟

改築事業」に8,985万7,000円を計上しておりま

す。宮崎東校の教室棟のうち１棟は、平成13年

度からの同校における定員増への応急の措置と

いたしまして、先ほども教育長からお話し申し

上げましたとおり、軽量鉄骨のプレハブ工法に

より建設されたものでございます。このため、

生徒の学習や職員の執務の場としての居住性が

十分ではない状態にありますため、これを鉄筋

コンクリート造に改築いたしまして、学習や執

務環境の改善を図るものでございます。

続きまして、特別会計についてでございます。

１枚おめくりいただきまして、458ページをお

願いいたします。

県立学校実習事業特別会計であります。

（目）高等学校管理費、（事項）高等学校実習

費に２億2,792万8,000円を計上しております。

これは、農業高校及び農業系の学科を有する高

等学校計８校における農業実習に要する経費で

ございますが、財源はすべて、これら８校にお

ける農作物や畜産品などの生産物等の販売益に

よって賄うものでございます。

歳出予算説明資料については以上でございま

す。

資料かわりまして、この幾分薄い冊子でござ

いますが、平成22年度２月定例県議会提出議案

をお願いいたします。その11ページでございま

す。

11ページの下から２つ目の財務福利課所管の

（事項）生徒増校等対策緊急整備事業費（宮崎

東高等学校教室棟改築工事）についてでござい

ます。

これは、本事業が平成22年度におきましては、

地盤調査・実施設計を行った後、工事着手の段

階にまで進捗する予定でございまして、工事完

了までの工期は平成23年度にまでわたりますこ

とから、同年度までの債務負担行為について御

承認をお願いするものでございます。

この資料につきましては以上でございます。

恐れ入ります。再度資料をかえていただきま

して、常任委員会資料をお願いいたします。そ

の５ページからでございます。
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２つの新規・重点事業について御説明申し上

げます。

まず、５ページの新規事業「専門高校ものづ

くり教育環境重点整備事業」についてでござい

ます。

これは、１の事業の目的にありますとおり、

次代のものづくり等を担う人材の育成に資する

ため、専門高校生が各種国家資格の取得や検定

合格などの高い目標を目指すなど、より意欲的

に学習に取り組めますよう、所要の設備の新規

導入・更新を緊急かつ重点的に行うものでござ

います。

２の事業の内容でありますが、表の左側に、

工業高校等の生徒が取得等へ向けて挑戦してい

る資格や検定のうち、今回整備対象としている

ものを記しております。工業高校等におきまし

ては、授業や部活動における目的意識を明確に

いたします上からも、毎年こうした分野での挑

戦を続けているところでありますが、機材の老

朽化等のため、必ずしも十分な準備ができない

場合もありますことから、このたび、こうした

基礎的条件をできるだけ早期に改善するため、

表の真ん中にお示ししておりますような設備の

新規導入もしくは更新を行うものであります。

３の事業費といたしましては、5,007万6,000

円を計上しております。

次に、６ページをお願いいたします。

「県立学校耐震対策事業」についてでござい

ます。

平成22年度の事業計画につきましては、２の

事業の内容の（１）にございますとおり、耐震

補強設計を高等学校３校３棟について、また、

（２）にありますとおり、耐震補強工事を２校

２棟及び１生徒寮１棟について予定していると

ころでございます。

なお、さきの常任委員会におきまして、９校11

棟分の耐震化に係る、22年度へ繰り越す増額補

正をお願いしたところでございますが、これら

及びその他の繰り越し分を合わせまして、平成22

年度末における県立学校の耐震化率は、92％程

度となる見込みでございます。

３の事業費としましては、５億3,876万円を計

上しております。

最後に、その他の報告事項でございます。

同じ資料の最後のページ、16ページをお願い

いたします。

一番裏でございますが、「公立高校の授業料無

償化について」であります。

現在、大きな１にありますように、「公立高等

学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学

支援金の支給に関する法律」（案）が国会におい

て審議中でございます。

枠内に掲げておりますのは、同法案の抜粋で

ございますが、その第３条におきまして、学校

教育法第６条本文、これは、学校における授業

料の徴収を可とする条文でございますが、その

規定にかかわらず、公立高等学校については、

授業料を徴収しないものとする。ただし、授業

料を徴収しないことが公立高等学校における教

育に要する経費に係る生徒間の負担の公平の観

点から相当でないと認められる特別の事由があ

る場合は、この限りでない旨定められておりま

す。

このうち、この条文のただし書きにあります

特別の事由がある場合につきましては、大きな

２にございますとおり、不徴収となる授業料に

かえて国費が交付される際に、その算定の対象

外となるものであります。

国におきましては、その該当事由といたしま

して、これまでのところ、（１）にありますとお
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り、①一度高校を卒業している生徒及び②３年

または定時制等においては４年を超えて公立高

等学校に在籍している生徒の２つの例を示して

おります。

また、（２）にございますとおり、文部科学省

の見解といたしましては、こうした特別の事由

該当者から授業料を徴するか否かは、各都道府

県の判断によるとされているところでございま

す。

そこで、大きな３のこれらを受けましての本

県における当面の対応でございますが、（１）に

ございますとおり、この法律が平成21年度中に

成立した場合、同法の規定によりまして、本年

４月１日から県立高校における授業料は不徴収

となるものでございます。

一方、（２）にありますとおり、「特別の事由」

の取り扱いにつきましては、国の動向等を踏ま

えながら、本年６月議会までにその適切なあり

方を検討してまいりたいと、このように存じて

おります。

なお、一番下の参考にありますとおり、高等

学校の定時制課程において特定科目のみを履修

する科目履修生から徴しております聴講料につ

きましては、授業料に該当しないものでありま

すため、本年４月１日以降においても、引き続

き徴収することとなるものでございます。

財務福利課関係につきましては以上でござい

ます。

○児玉学校政策課長 学校政策課でございます。

歳出予算説明資料の学校政策課のインデック

スのところ、459ページをお開きください。

学校政策課の当初予算額は、18億4,898万円を

計上しております。

それでは、主なものを御説明いたします。461

ページをお開きください。

中ほどの（事項）県立高等学校再編整備費に

８億9,630万6,000円を計上しております。

このうち、説明欄の１、「西諸県地区総合制専

門高校設置事業」に２億5,675万9,000円を計上

しておりますが、これは、平成23年度に小林秀

峰高校に高原高校を統合することに向けて、食

品加工実習棟及び福祉棟の改修工事や、温室や

畜舎等の整備のための建築設計等を行うもので

あります。

次に、説明欄の４、「南那珂地区総合制専門高

校設置事業」に６億2,747万円を計上しておりま

すが、これは、本年度開校いたしました日南振

徳高校の校舎工事等を行うもので、教室棟や農

業管理棟の新築工事、実習室の改修工事等を行

うものであります。

次に、その下の（事項）学力向上推進費に１

億9,771万7,000円を計上しております。

このうち、説明欄の３、新規事業「一貫教育

普及・支援事業」に224万2,000円を計上してお

りますが、これは、小中高の教職員の相互理解

を深めるための研修会を県内３地区で実施する

とともに、県の教育研修センターを中心として

調査研究等を行い、これまでの一貫教育の成果

を普及し、各地区のニーズに応じた支援を行う

ものであります。

次に、説明欄の４、改善事業「みやざき学力

アップ支援事業」に1,088万1,000円を計上して

おりますが、これは、小学校５年生と中学校２

年生を対象とした本県独自の学力調査を実施す

るとともに、インターネット上に「学習単元評

価システム」を構築し、活用を図ることによっ

て、児童生徒の学力向上を支援するものであり

ます。

次のページ、462ページをお開きください。

一番上の説明欄の７、新規事業「県立高等学
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校キャリア教育総合推進事業」に1,043万3,000

円を計上しておりますが、これにつきましては、

後ほど委員会資料で説明させていただきます。

次に、中ほどの（事項）指導者養成費に３

億7,604万8,000円を計上しております。

このうち、説明欄の３、「理科支援員等配置事

業」に１億736万円を計上しておりますが、これ

は、退職教員等を理科支援員として、小学校５、

６年生の授業に配置し活用することで、小学校

理科の活性化及び一層の充実を図るものであり

ます。なお、この事業は、独立行政法人科学技

術振興機構の委託事業であり、国の行政刷新会

議による事業仕分けでは廃止の決定がなされま

したが、来年度も事業が継続されることとなっ

ております。

次に、説明欄の８、「国際理解教育推進事業」

に１億7,348万7,000円を計上しておりますが、

これは、県立学校に外国語指導助手（ＡＬＴ）

を配置し、外国語教育の充実と国際交流の発展

を図るものであります。

次に、一番下の（事項）生徒健全育成費に１

億705万3,000円を計上しております。

このうち、次のページ、463ページをお開きい

ただきたいと思います。説明欄の２、「自己指導

能力育成充実事業」に9,431万1,000円を計上し

ておりますが、これは、いじめや不登校、非行

等問題行動の解決のために、スクールカウンセ

ラーやスクールアシスタント、自立支援指導員、

スクールソーシャルワーカー等を配置すること

により、学校の教育相談体制や教育活動を支援

し、児童生徒の自己指導能力の育成を図るもの

であります。

次に、説明欄の５、新規事業「学校経営のた

めの法律相談事業」に165万6,000円を計上して

おりますが、これにつきましては、後ほど委員

会資料で説明させていただきます。

次に、下から２番目の（事項）就職支援活動

促進費に7,347万3,000円を計上しております。

説明欄の１、「志を育む進路指導サポート事業」

でありますが、これは、企業離職者等を進路対

策専門員として県立高校に配置し、積極的な求

人開拓を県内・県外で実施し、学校における就

職指導の一層の強化を図るものであります。

次のページ、464ページをお開きください。

中ほどの（事項）産業教育振興費に1,495

万5,000円を計上しております。

このうち、説明欄の３、「明日の産業を担う専

門高校スペシャリスト育成支援事業」に752万円

を計上しておりますが、これは、専門高校にお

きまして、専門力を高める研究、例えば農業で

は、地域の農産物を活用した新商品を開発する

などの取り組みを推進するとともに、指導者の

技術・技能向上を図るため、研修会等を実施す

るものであります。

次に、465ページですが、中ほどの（事項）学

校安全推進費に１億1,406万9,000円を計上して

おります。

このうち、説明欄の５、「学校見守り支援事業」

に１億908万3,000円を計上しておりますが、こ

れは、学校巡回指導員を配置し、児童生徒の登

下校時を中心とした巡回・警備を行い、子供た

ちの安全・安心の確保を図るものであります。

歳出説明説明資料につきましては以上でござ

います。

次に、委員会資料により、新規事業の御説明

をいたします。

委員会資料の７ページをお開きください。

新規事業「県立高等学校キャリア教育総合推

進事業」であります。

１の事業の目的は、そこに書いてあるとおり
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でございます。

２の事業の内容でありますが、（１）のキャリ

ア教育の充実推進は、すべての高校でのインター

ンシップ、地域人材を生かした外部講師招聘、

進路未決定者に対する支援セミナーで構成して

おります。

（２）の普通科高校におけるキャリア教育の

推進では、これまで専門高校に比べキャリア教

育の取り組みが不十分であった普通科高校にお

きまして、将来のあり方、生き方を考えた大学

進学や進路指導の充実を図るために、３校を指

定して、本県の普通科におけるキャリア教育の

基盤づくりを推進するものであります。ここに

記載しておりませんが、３校は、都城西高校、

延岡高校、福島高校で、それぞれの学校や地域

の特徴を生かしたキャリア教育に取り組むこと

としております。

（３）の宮崎ものづくり人材育成塾では、地

域の産業界と連携して、本県のものづくりを担

う人材育成を推進するために、工業高校の各学

科の代表生を一堂に集め、協力をいただく企業

での実践的・先端的な実技研修や企業経営者と

の意見交換等を２泊３日の合宿形式で行うもの

であります。

事業費は1,043万3,000円であります。

次に、８ページをお開きください。

新規事業「学校経営のための法律相談事業」

であります。

１の事業の目的でありますが、学校が法律面

に関して気軽に相談できる相談体制を構築し、

早期解決を図ることで、教職員の負担を軽減す

ることであります。

２の事業の内容でありますが、（１）にありま

すように、県内３地区、県北、県央、県南に相

談担当弁護士を配置し、地区内の学校からの相

談に応じる体制を構築するとともに、（２）にあ

りますように、相談のあった問題の解決事例を

収集し、そのノウハウを積み重ねて、今後の指

導に生かすというものであります。

事業費は165万6,000円であります。

説明は以上であります。よろしくお願いいた

します。

○稲元高文祭推進室長 全国高等学校総合文化

祭推進室について御説明申し上げます。

平成22年度歳出予算説明資料の全国高文祭推

進室のインデックスのところ、ページで言いま

すと467ページをお願いいたします。

当初予算の総額は、一般会計で１億8,002

万6,000円をお願いしております。

主なものについて御説明いたします。１枚め

くっていただきまして、469ページをお願いいた

します。

表の４段目に（目）芸術文化振興費、その下

の（事項）芸術文化活動費に１億8,002万6,000

円を計上しております。

内訳といたしましては、説明の欄でございま

すが、１の「県青少年芸術劇場」に772万8,000

円を計上しております。これは、県内の青少年

にすぐれた音楽や演劇、古典芸能を鑑賞する機

会を提供するための経費でございます。

次に、３の「全国高等学校総合文化祭開催事

業」に１億6,929万8,000円を計上しております

が、これにつきましては、委員会資料で御説明

させていただきます。

委員会資料の９ページをお開きください。

初めに、１の事業の目的でありますが、芸術

文化活動に取り組む全国の高校生の文化の祭典、

第34回全国高等学校総合文化祭を、ことしの８

月１日から５日間にわたって本県で開催するも

のであります。
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次に、２の事業の内容でございます。

恐れ入りますけれども、お手元にこのたび作

成いたしましたパンフレット―ブルーがかっ

ておりますけれども―を配付させていただい

ておりますので、こちらのほうをお開きくださ

い。パンフレットでは、お開きいただきますと、

総合開会式とパレード及び全24部門の概要を説

明しております。また、大会のイメージができ

るだけお伝えできますように、先催県の様子を

写真で紹介した資料も添付しておりますので、

委員会資料とあわせてごらんいただきたいと思

います。

恐れ入ります。委員会資料にお戻りいただき

まして、２の（２）開会行事でございますけれ

ども、８月１日に宮崎市民文化ホールの総合開

会式におきまして、式典や開催県の高校生によ

る劇などが催されます。そして、この日の夕方

には、宮崎市街地橘通りにおきまして、マーチ

ングバンドなど約2,000名の生徒によるパレード

を行うことといたしております。

次に、（３）部門開催では、開催が義務づけら

れている①規定部門と開催県で企画する②協賛

部門の、全部で24の部門を予定いたしておりま

す。

（４）の開催規模でありますが、この大会は、

出演はもとより、大会の企画・運営にも高校生

が主体的にかかわるものでございまして、毎年、

約２万人の高校生が参加しております。宮崎大

会では、先催県の状況などから、生徒や引率教

員、観覧者などを合わせまして、11万人程度の

規模を見込んでいるところでございます。

最後に、３の事業費でございますが、１億6,929

万8,000円でございます。以上でございます。

○瀬川特別支援教育室長 特別支援教育室の平

成22年度当初予算について御説明いたします。

平成22年度歳出予算説明資料の特別支援教育

室のインデックスのところ、471ページをお開き

ください。

予算額は、一般会計10億3,247万4,000円であ

ります。

それでは、主なものにつきまして、事項別に

御説明いたします。473ページをお開きください。

上から５段目の（事項）特別支援教育推進費

に251万4,000円を計上しております。

これは、その下の説明にありますように、「特

別支援学校環境整備事業」としまして、みなみ

のかぜ支援学校の教室不足解消のために設置し

たプレハブ教室のリース料であります。

次に、その下の（事項）県立特別支援学校整

備費に９億2,249万1,000円を計上しております。

これは、その下の説明の１にあります「特別

支援学校高等部設置事業」としまして、事業費

に４億2,705万8,000円を計上しております。こ

の事業は、みなみのかぜ支援学校、都城きりし

ま支援学校小林校、日向ひまわり支援学校、児

湯るぴなす支援学校に高等部を設置し、障がい

のある生徒の自立と社会参加を推進するもので

ございます。

同じ事項の２にあります「延岡総合特別支援

学校（仮称）設置事業」としまして、事業費に

４億9,543万3,000円を計上しております。この

事業は、延岡地区３校の特別支援学校を統合し、

延岡西高等学校跡地に、複数の障がいに対応し、

幼児期から卒業後まで一貫した支援ができる総

合特別支援学校を設置するものであります。

次の（事項）特別支援教育振興費に１億746

万9,000円を計上しております。

これは、その下の説明にあります主な事業を

説明しますと、４の「特別支援学校医療的ケア

実施事業」に5,425万円を計上しております。こ



- 57 -

の事業は、常時医療的ケアを必要とする児童生

徒が安心で安全な学校生活を送るため、該当の

特別支援学校に看護師を派遣するものでありま

す。

次に、８の「県立高等学校生活支援員配置事

業」に1,019万4,000円を計上しております。こ

の事業は、県立高等学校に在籍する身体に障が

いのある生徒が、教育課程を円滑に履修できる

ように、生活支援員を配置するものであります。

その下、９の改善事業「特別支援学校キャリ

ア教育充実事業」に2,088万4,000円を計上して

おります。この事業は、特別支援学校が企業や

労働関係機関と連携して、作業学習を中心とす

る授業の改善及び就労支援体制の整備等を行う

ことにより、特別支援学校のキャリア教育の充

実を図るものであります。

次のページ、474ページをお願いいたします。

10の改善事業「発達障がい等特別支援教育総

合推進事業」に742万4,000円を計上しておりま

す。この事業は、発達障がいを含む障がいのあ

る幼児児童生徒の教育的ニーズに対応するため、

幼稚園及び保育所から高等学校までの特別支援

教育を総合的に推進するものであります。

最後になりますが、11の新規事業「高校生発！

共に育つ人づくり推進事業」には560万8,000円

を計上しておりますが、この事業につきまして

は、後ほど委員会資料で御説明させていただき

ます。

歳出予算説明資料については以上でございま

す。

次に、主要事業、新規・改善事業について御

説明いたします。

委員会資料の10ページをお願いいたします。

新規事業「高校生発！共に育つ人づくり推進

事業」についてであります。

１の事業の目的にありますように、高等学校

において、障がいの理解、啓発や障がいのある

人との交流など、生徒自身による主体的な取り

組みの推進を通して、だれもが相互の人格と個

性を尊重し支え合うための資質と態度を育成し、

共生社会に向けた人づくりを行うものでありま

す。

次に、２の事業の内容でありますが、まず、

（１）の文化・芸術・スポーツ活動を通した人

づくりとしまして、高等学校５校を対象に、部

活動や学校行事等を通した障がいのある人との

交流を促進したいと考えております。例えば陸

上競技や合唱等の練習、発表等を通して、高校

生と障がいのある人との交流を想定しておりま

す。

また、（２）の学校の特色を生かした人づくり

としまして、高等学校５校を対象に、専門学科

の取り組み等、学校の特色を生かした合同学習

等を通した交流を促進したいと考えております。

例えば、農業高校生による農園づくりや工業高

校生による福祉機器づくり、商業高校生による

アンテナショップ共同運営等を通した交流を想

定しております。

さらに、（３）の啓発用ハンドブックの作成と

しましては、高校生の体験記録を中心とした高

校生への啓発のためのパンフレットを作成・配

付し、活用を図りたいと考えております。

３の予算額といたしましては、560万8,000円

を計上しております。

特別支援教育室は以上でございます。

○横田委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

それではまず、議案についての質疑をお受け

したいと思います。

○丸山委員 財務福利課の452ページの育英資金
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のことで、スポーツ枠をつくっていただけると

いうことなんですが、具体的に国体とかで指定

する高校とかあると思うんですが、そこに合宿

している生徒たちを主に、下宿する子供たちを

指定するということなのか、それをもう少し詳

しく教えていただきたいんですけれども。

○井上財務福利課長 スポーツ選手等は、遠隔

地から強豪校に進学して、下宿等になる場合が

多いことに配慮したというふうに申しましたけ

ど、そういうふうな状態にある生徒を初めから

特に目指すわけではございませんで、これはま

ず、県強化推進校指定部所属部員ですとかその

入部予定者ですとか、例えば全国規模の大会に

おいて成績が８位以内に入りましたとか、そう

いうスポーツならスポーツにおいてすぐれた成

績を有している生徒、あるいは文化においても

同様でございますけれども、例えば高等学校総

合文化祭などの大会においてすぐれた成績を示

した生徒、そういうスポーツ、文化いずれかの

面においてすぐれた実績を有する生徒をこの対

象として考えているものでございます。以上で

あります。

○丸山委員 そうなりますと、普通の１の育英

資金には対応できないけれども、そういった指

定しているスポーツとか文化に卓越していれば、

範囲にはなりますよという、救われるというふ

うに考えてよろしいんでしょうか。

○井上財務福利課長 ある意味でそういう受け

取り方も可能でございますけれども、通常の育

英資金は、まず経済的状況を見まして、あと成

績状況というものがございます。このスポーツ

選手等貸与枠につきましては、成績条項という

ものを必ずしも見ないわけでございますけれど

も、育英資金というものがすぐれた生徒を育て

るという趣旨の制度でございますので、スポー

ツもしくは文化の面においてすぐれた生徒を育

てると、そういう趣旨のものでございます。以

上であります。

○丸山委員 確認しますけど、スポーツの指定

校になったところ以外の、８位以内に入賞すれ

ばこの枠に入るかもしれないということだった

んですが、枠、だれが指定してできるのかとい

うのを、まず流れを、申請をして、どこでちゃ

んと認定するというか、それをもう少し詳しく

教えていただきたいんですが。

○井上財務福利課長 通常の育英資金と同じよ

うに、最初はもちろん生徒本人から学校に申請

書を出していただきます。ただ、学校から申請

を生徒が出す場合に、それに部活動の顧問がス

ポーツもしくは文化における実績の証明書を添

付いたしまして、それを私どものほうにいただ

きます。私どものほうでは、県教育委員会では、

それらを取りまとめまして、スポーツであれば

宮崎県高等学校体育連盟へ、文化の方面の子供

さんであれば宮崎県高等学校文化連盟へそれを

回付いたしまして、そこでその実績が果たして

事実そのようなすぐれたものとして認められる

かどうかを御判断いただきまして、その両連盟

から最終的には推薦していただく。その推薦が

あれば、この育成資金制度の貸与枠に該当する

生徒だと見なすというものでございます。以上

であります。

○丸山委員 ちなみに、私立とかは、もっと別

にすごくいい生徒といいますか、すべて丸抱え

でやっているところもあると思っているんです

が、この事業で本当に宮崎県の中でいい生徒た

ちが集まってくるといいますか、国体とか、国

体だけじゃないと思うんですが、県内に残る率

が高まるというふうに考えてよろしいでしょう

か。
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○井上財務福利課長 これは、いろいろなそう

いう下宿等をしている生徒さん方の実態、その

あたりからの声に応じて構築した新規事業であ

りまして、実際そのような求めがあるというこ

とに対応しているものでございます。年間100名

程度の貸与枠を設けることによりまして、恐ら

く県外流出、もしこれがなければそういうふう

になる生徒さんをとどめることにもつながりま

しょうし、この制度によって初めから県内の強

豪校に進学してくるという生徒さんの増加も期

待できると思っております。以上であります。

○満行委員 財務福利課にお尋ねします。451

ページ、県立学校ＰＣＢ廃棄物処理事業、これ

は何年もかかってやっているんですね。この事

業、どこに廃棄物が保管されているとか、ちょっ

と詳しく内容を知りたいんですが、お願いしま

す。

○井上財務福利課長 このＰＣＢ廃棄物は、現

在まだ大方備えのある高等学校において集中し

て保管している状況でございまして、これは九

州の福岡県内に、今、処理施設ができましたが、

そこで、その処理施設のほうの処理計画に従い

まして、逐次廃棄していくというものでござい

ます。以上であります。

○満行委員 学校でそしたらまだ保管している

わけですね、この危険な廃棄物は。

○井上財務福利課長 学校で一応コンクリート

等の内壁の中に施錠いたしました環境の中で保

管いたしております。

○満行委員 それは変圧器とかいう部分ですか

ね。

○井上財務福利課長 変圧器が多うございます。

○満行委員 あと、454ページの教育のＩＴ化、

この事業について詳しく教えてください。

○井上財務福利課長 これは、県立学校に生徒

用のパソコンを配備する事業でございますが、

今回平成22年度の事業といたしましては、新規

導入のものが44台、リースの更新等にかかわり

ますものが619台、再リース、普通リース契約は

５年ですけれども、６年目の再リースにすると

有利であるということから、６年目再リースを

いたしますものが809台、従前のリースをそのま

ま維持している状態のものが1,961台等、全部で

今、県立学校に4,322台のパソコンとパソコン類

似の機材―ＣＡＤの製図機能を備えたそうい

う機材等がございますが、全部で4,322台のパソ

コンないしコンピューター機材を整備するため

の予算でございます。

○満行委員 全部リースかリースが終了した分

ですよね。

○井上財務福利課長 一部更新したものも従前

ございましたけれども、今、全部リースに置き

かえているところでございます。

○満行委員 455ページの専門高校ものづくり教

育環境重点整備事業、5,000万、委員会の要望を

受けていただいたなと思うんですが、これは新

規事業ですけれども、来年以降も計画的にふや

したり、そういう計画なんでしょうか。

○井上財務福利課長 予算要求のことになりま

すけれども、ぜひ来年度以降においても要求し

てまいりたいと思っております。

○満行委員 いっぱい欲しいわけですよね、学

校現場は。子供たちは本当に大変な、中でも製

図台とか、それはすごい状況で今勉強していま

すので、ぜひ来年以降もよろしくお願い申し上

げたいと思います。

それから、県立学校の耐震対策事業、ずっと

やっていただいていますが、かなり県立学校は

耐震化が進んだんだろうと思いますが、22年度、

この事業で何％ぐらいの実施率になるのか、お
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願いします。

○井上財務福利課長 平成22年度お認めいただ

きました耐震化は、すべて実施済みになります

と、約92％程度の耐震化率になる見込みでござ

います。以上です。

○満行委員 残った分は、あと２年とか３年で

完了でしょうか。

○井上財務福利課長 県全体の耐震化計画は、

平成27年度までに終了ということになっていま

すけれども、今、教育委員会では、県立学校に

ついては平成26年度末までを目指しておりまし

て、できれば、それよりもなお前倒ししたいと

思っております。以上でございます。

○満行委員 ぜひお願いいたします。

あと、学校政策課、461ページ、みやざき学力

アップ支援事業、もう１回これは中身を教えて

いただけませんか。

○山本学校支援監 この事業は、大きく２つあ

りまして、１つは学力・意識調査、小学校５年

生と中学校２年生に実施しております学力そし

て意識調査、それに伴う研修会でございます。

もう１つは、算数・数学科のＷｅｂ学習単元評

価システムの構築と活用ということで、難しく

説明してしまってあれなんですけど、簡単に言

えば、要するにコンピューターの中に問題を入

れておきまして、それを各学校からアクセスし

て、その問題、例えば中学校でいえば、一次関

数なら一次関数の終わった単元のときに、単元

ごとにアクセスして、その学校での通過率、そ

れから市町村立の通過率等を見て、本当に大丈

夫だろうかということを見るシステムでござい

ます。以上でございます。

○満行委員 それはプリントアウトして子供た

ちに、教材がデータベースとして入っていると

いうイメージですか。

○山本学校支援監 そのとおりでございます。

○満行委員 全国高等学校総合文化祭ですが、

去年、三重に我々も行かせていただいて、実際

見てきましたけど、三重と比較して規模的には

どうなんでしょうか。11万規模とこれは書いて

ありますけれども。

○稲元高文祭推進室長 規模そのものは毎年大

会によって変わっておりまして、大体例年10万

人規模と言われておりますが、三重県の場合に

は10万人は来ていない模様でございます。宮崎

の場合には、10万人をちょっと上回るのかなと

考えております。以上でございます。

○満行委員 もう１つ、これは事業費は県単で

すよね。全国規模の、各県持ち回りだからかも

しれませんけど、全然国の補助というのはない

んですか。

○稲元高文祭推進室長 ここに計上させていた

だいておりますものにつきましては、県単でご

ざいます。これとは別に国からのお金もござい

ます。ただ、それは県の歳入にはなりませんで、

国からの委嘱事業になりますので、別枠になっ

ております。内容といたしましては、総合開会

式等につきまして、国が大体2,500万ぐらいお金

を委嘱事業としてくださる予定になっておりま

す。

○中野明委員 463ページの就職支援活動促進

に要する経費についてでありますけど、まず今

の時点の、ことし卒業生の未就職、既に決まっ

た人というのは割合はどれぐらいですか。

○児玉学校政策課長 本年度高等学校卒業予定

者の就職内定状況でありますが、１月末時点の

ものは現在集計が終わっておりますけれども、

これによりますと、およそ339名がまだ決まって

いないという状況でありました。その後、２月

末時点のものを今、データを学校から寄せても
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らっているところなんですが、それによります

と、１月末が339人でしたが、２月末では200人

を切ってくるというぐあいに見込んでおります。

○中野明委員 それと、そのうち工業系の就

職率はどうなっていますか。

○児玉学校政策課長 工業につきましては、１

月末時点で97％を既に超えております。かなり

工業については、大体例年並みというような状

況になっております。

○中野明委員 本当にこの雇用の問題という

のは今、先が見えんで、私もちょっといろいろ

回ってみるんですけど、自動車関連、３月まで

が大体去年の３割減ぐらいでいこうかとかで、

それ以降はまだわからんという話だったんです

けど、今はわかってるかもわからんけど、いろ

いろ企業というのは、教育長も企業を回ってわ

かるでしょう。知事が回れば別だけど、部長や

ら教育長が回ったからといって、極端な言い方

をすると、要らん職員を１人採るかという話は

めったにないですよね。そういう状況なんです

よね。それで私が言いたいのは、要はここに7,300

万、金額は大きいけど、700万だったら質問しな

かったんだけど、中身、私が今聞いた範囲では、

いわゆる就職開拓、そういう仕事でしょう、こ

この人たちは。大体人件費ということでいいん

ですかね。

○児玉学校政策課長 進路対策専門員という形

で委嘱いたします。来年度は29名予定しており

ます。

○中野明委員 だから、仕事は企業を回って

就職あっせんを頼むとか、中身はそういう仕事

でしょう。

○児玉学校政策課長 求人開拓ということで

回っていただいておりまして、ことしも今まで

求人がなかったところから求人が来るというよ

うな状況であります。

○中野明委員 だから、私は本当にそれが、

失業対策、雇用対策と思えばそれでいいんです

よ。それ以上質問しないんだけど、やっぱりそ

ういう人たちは、別に失業対策、雇用対策で見

てもらわんでも、大体生活できる人たちが多い

んですよね。だから、それでもないし、本当に

今のこの事業に従事する人たちが、いわゆる失

業者の中に入っている人たちじゃないだろうと

思うんですよね。そうすると、やっぱり失業対

策よりか雇用対策になるけど、本当に数をふや

せばそれだけふえる話かな。私の周りの事業所

に行っても、大体高校と従来の関係ができてる

わけですよ、逆に。だから、本当に私は7,300

万、20何人つくったからといって、そういう雇

用ができるのかなと、そういう思いなんですよ。

もうちょっと使い道があるのかなと思ったりす

るんですよね。教育長、どうですか。

○渡辺教育長 私も、ことしの３月卒の高校生

の就職戦線が厳しいということは前もって予見

されましたので、かなり先手先手を打って、歴

代の教育長で企業を回ったのは私が初めてじゃ

ないかなと思いますけれども、数社回らせてい

ただきまして、丁寧に各工場長さんですとか幹

部の方が対応していただきまして、それまでは

やっぱり学校のほうの先生が行っても、入り口

の隣の応接室で対応してくれたりとか、あるい

は門前払いとか、そういうことが結構あったみ

たいですね。私が行くことによって、そういう

パイロット的な役割を果たして、次に行くとき

は非常に行きやすかったというような声をいた

だいています。それと、あと進路対策専門員を、

来年度も就職戦線が厳しいということは変わり

ないと思いますので、29名体制で進めようと思っ

ていますが、各学校においては、この進路対策
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専門員を置くことによって、従来開拓できてい

なかったような企業に積極的に出ていって、非

常に職活動面でプラスになったというような声

が学校現場から届いております。それと同時に、

校長とか進路担当の先生方が非常に精力的にま

た各企業等を回っていただいて、そのことが、

私は見通しとしては、未就職者が200名は確実に

上回るんではないかなと思っていましたけれど

も、そういう積極的策が功を奏したのかと思っ

ていまして、今の見通しでは、さっき学校政策

課長が言いましたように、200名を切るんじゃな

いかなというふうな段階まで来ていますので、

かなりこの進路対策専門員の力というのは大き

かったと思います。以上です。

○中野明委員 私はそうじゃないと思ってい

るんですよ。今まで企業は先が見えなかった。

みんな宮崎に来ている企業て下請が多いんです

よ。元請からの受注によって大体見込んでいく

わけです。だから、３月までが去年の12月ぐら

いまでがわかっておった話で、これから、今は

まだちょっと上向きだから、仕事がふえるから、

それはじっとしていても逆に、悪いけど、雇用

はふえると思う。ぜひこの経費というのは、私

は、いろいろ雇用対策、失業対策を考えればい

いけど、現実ではそんな話じゃなくて、工業倶

楽部とかそこら辺と連携しながら、状況を聞き

ながら、もともとひょっとしたら学校の先生が

多いかもわからんし、一企業の出身者が多いか

もわからんし、今まで対立していた企業の人に

なるかもわからないし、ぜひそこ辺はしっかり

見ながら、それと関連してですけど、国富の本

庄高校、総合学科とかいって格好はいいんだけ

ど、行ってから進路を決める。恐らく就職率が

どうかな、文系はみんな悪いですよね。だけど、

将来、技術系の方向に何か検討せんと、大体ま

だ文科系の中でも工場なんかで働く人のほうが

多いわけで、そこ辺も含めて、やっぱり相談が

多いのは本庄高校が結構多いんだけど、文科系

だけど働くときは工場しかない、男の事務系は

ほとんどないに等しいから、ぜひそこ辺を長期

的に、今の学科も私は考えてほしいと思います。

本当にこれから雇用というのは、日本は５年先

もわからんと思うんだけど、県民政策部が20年

先の宮崎の長期計画をつくるというから、どん

な計画になるか楽しみにしてるんだけど、ぜひ

そういうことで。

○横田委員長 そのほか何かありませんか。

○中野一則委員 いろいろ説明していただきま

したが、ちょっと理解できないところがありま

したので、もう少し詳しく説明してください。

まず総務課、（事項）教育広報費の中の（３）テ

レビ教育広報事業、2,500万ですが、もっと具体

的に内容を。

○金丸総務課長 これは何年か前から既に行っ

ていることですが、今年度の内容で申しますと、

「のびよ！みやざきっ子」というＵＭＫのテレ

ビ番組がございます。土曜日の11時30分から15

分間、それとその再放送を日曜日の朝７時45分

から15分間、毎週土日にということでやってお

ります。中身としましては、いろんな学校を中

心としたところに、学校のいろんな話題とかそ

ういったことについての取材をすると。「はかせ」

というキャラクターがおりまして、その「はか

せ」を中心として、そういった取材をするとい

うような構成でやっております。例年、ＵＭＫ

とＭＲＴのほうで、どちらがこの番組を実施す

るかということがございまして、毎年、企画書

を出していただいて、そしてプレゼンテーショ

ンをしていただいて、そしてコンペをしまして、

その結果、優秀なほうに放送をやっていただく
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というような内容でございます。

○中野一則委員 いわゆるＵＭＫかＭＲＴに丸

投げ、お願いをして、学校を取材したものを放

映するという事業ですか。

○金丸総務課長 中身につきましては、どうい

う内容の放送番組をつくるか、あるいはどうい

う形で放映するかということについては、私ど

も総務課のほうと十分に打ち合わせをした上で

行っているところでございます。

○中野一則委員 子供たちが放映されたものを

自宅で見るわけですね。学校内では見ないわけ

ですね。どのくらいの率で、今までもあったと

いうお話でしたが、視聴率はどんなものですか。

何か調査等されておりますか。

○金丸総務課長 今年度は視聴率が非常に高く

出ておりまして、今年度３回とっておりまして、

４月の視聴率が7.9％、６月が8.8％、10月が13.9

％ということで、10％超えたということで、私

どもも非常に喜んでいるところでございます。

○中野一則委員 わかりました。454ページ（事

項）恩給及び退職年金費、ここの、昨年度より

も約2,400万減額になっておりますが、対象者が

何名で、最高齢者が何歳か、最低が何歳か教え

てください。

○井上財務福利課長 今、恩給の受給者、これ

は旧恩給法の適用者でございまして、少のうご

ざいまして、28人でございます。昨年度が29名

でございました。あと、ただ、その被扶養者に

ついて扶助料というものがございまして、昨年

度は148名いらした方が、これも減る一方でござ

いますので、21年度は137名になっております。

全体でこの恩給法の適用を受けている方が、昨

年は182名でございましたが、本年度は168名と

いうことで、これは次第に減り続けるものでご

ざいます。以上でございます。

○中野一則委員 年齢は。

○井上財務福利課長 申しわけございません。

今、年齢に関するデータは手元にございません

が、恩給の受給者は80代以上と存じております。

扶助料のほうは…。

○中野一則委員 後で教えてください。

○井上財務福利課長 承知しました。

○中野一則委員 次に、461ページの（事項）県

立高等学校再編整備費の中の西諸県地区総合制

専門高校設置事業、高原高校を統合するための

という説明でしたが、これは先日の知事提案理

由説明、２月18日でしたが、ここの教育関係で

はということで、県西・県南地区の総合制専門

高校の再編整備という、ここのくだりの中でな

るんですか。

○児玉学校政策課長 西諸県地区の再編整備で

ありますけれども、23年度に高原高校が小林秀

峰高校と合併いたしますので、それに向けた施

設等の整備ということになります。

○中野一則委員 知事のこれ、教育と、このこ

とを差しているんですかと聞いているんですが。

２月18日の開会日の知事提案理由説明の中のく

だりの中で、県西・県南地区の総合制専門高校

の再編整備というくだりがあるんですよね。こ

こを差しているかと聞いているんです。

○児玉学校政策課長 そうであります。

○中野一則委員 わかりました。新たなものを

何かしようというわけじゃないですね、次期再

編成を。

○児玉学校政策課長 新たなものではありませ

ん。

○中野一則委員 463ページ、（事項）生徒健全

育成費の中の新規事業「学校経営のための法律

相談事業」、これはいわゆる新規事業だから、今

までなかったんだと思うんですが、前のページ
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に法律云々というのもありますが、それとの関

連性はないということだと思うんですけれども、

いわゆる弁護士を約３人配置して、平日の午前

９時から午後４時、これは平日は毎日、弁護士

が対応してくれるということですか。

○山本学校支援監 弁護士事務所に学校長が

行って相談をするというシステムでございます。

○中野一則委員 これは、学校長が行って相談

をしたことを、保護者あるいは地域住民にまた

再度説明するということになるんですかね。

○山本学校支援監 ちょっと御説明させても

らってよろしいでしょうか。校長が学校経営す

るときに、いろんな法的な悩みがありますので、

そこのバックアップシステムというふうな感じ

でおります。

○中野一則委員 とすると、今まであった法律

相談の項目がどこか出てきましたよね。それと

は関係ないわけですか。それで対応できなかっ

たわけですかね。その違いを教えてください。447

ページの争訟事務費と書いてあります。156

万7,000円。

○金丸総務課長 447ページの争訟事務費でござ

いますが、これは県の教育委員会に顧問弁護士

を１人お願いしておりまして、月８万4,000円と

いうことで12カ月分、この経費が主な経費になっ

ております。教育委員会におきましても、いろ

んな懲戒処分の判断の相談とか、あるいはそれ

が懲戒処分を実施した後に裁判になったりとか

いうようなことがありまして、そういうことで

活用している顧問弁護士の経費でございます。

○中野一則委員 だから、それだけでは今回の

はできなったので、新たにつくられたというこ

とだと思うんですが、その関連性と違いを教え

てください。

○山本学校支援監 学校の教職員というのは、

私ももともと学校の教職員でございますので、

あえて申し上げますと、法的な問題の対応にふ

なれな中で、要するに最近、学校に対する保護

者などの要求が多様化・複雑化している。その

中で、学校が法律面で悩んでいるという部分が

ありまして、今、金丸課長が申したように、従

来の弁護士では、懲戒処分とか裁判が前提だっ

たんですけれども、学校が考えているのはそう

いうことではなくて、そういうふうになります

と非常に、正式に上げていきますと、相当の時

間と相当の資料がかかるんですが、その間に学

校側は要するに法的判断ができないで悪化して

いるという現状がありますので、そういうこと

ではなくて気軽に相談ができること、例えば保

護者側から録音を要求されたと、どうすればい

いんだろうかとか、解決済みの出来事に対して

損害賠償とか慰謝料をもう１回請求されたがど

うすればいいだろうかというような、軽微とい

う表現がいいのかどうかわかりませんけれども、

要するに裁判が前提にならないようなことにつ

いて気軽に相談していただくという事業でござ

います。

○中野一則委員 この資料の８ページのほうで

すが、何かさっきは校長が弁護士のところに出

向いてという話でしたが、この事業の内容の書

き方では、どうも弁護士を県北、県南、県央に

配置し、そこで地区内の学校からの相談を受け

ると。配置というのは、特定な人をただ指定し

ているという話になるということだと思うんで

すが、これで実際、相談がうまくいくんですか

ね。

○山本学校支援監 配置といいますか契約をし

まして、県北と県央と県南の３人の弁護士さん

に依頼しまして、学校のほうから出向いて、そ

ういう相談事があったら法的なアドバイスをい
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ただくということで、１件当たり120分を上限と

した事業でございますので、本当に書きぶりが

悪くて、何か９時から４時まですべて学校の法

律相談をされるというような書きぶりになりま

して、本当に申しわけないなと思っております

が、そうではなくて、この時間の中でお伺いし

て、法的なアドバイスをいただくということで

ございます。

○中野一則委員 どうも８ページのこの書き方

は理解できませんでした。それと、447ページの

争訟事務費、これを拡大して、訴訟になるかも

しれないし、あるいは本当に弁護士から直接聞

かないとわからないようなこともあると思うん

ですが、ここだけでは対応できなかったんです

か。金額をふやせばいい話というふうに見たけ

ど。

○山本学校支援監 県立学校の顧問弁護士は宮

崎市にしかおられませんで、例えば県北である

とか県南であるとか、そういう学校の校長がわ

ざわざ宮崎まで出向いてという部分もあります

し、先ほどちょっと申し上げましたように、あ

る程度、相当の資料をもって相談をしなくちゃ

いけなかった、それから相当の時間をかけて準

備しなくちゃいけなかったというようなことが

ありましたので、そうじゃなくて、例えばペー

パー１枚ぐらいで校長が気軽に相談をして、今

こんなことで法的に悩んでいるんだけれども、

法的なアドバイスいただけませんかというよう

な仕組みでございます。

○中野一則委員 これは人を介しての相談とい

うことになりますが、どうも将来ごちゃごちゃ

なる気がしますわね。新規事業だから、１年間

やってみて、また改めるところは改めてくださ

い。お願いしておきます。

○山本学校支援監 いろんな事例を、どういう

相談があったかということを弁護士からもいた

だくし、校長からもいただいて、そういう事例

集みたいなものをつくっていく中で、バックアッ

プしていきたいというふうに考えております。

○中野一則委員 弁護士相談というのは、あな

たのその説明であれば云々ということで弁護士

は言われると思うんですよね。だから、説明の

しようでは、変な理解を、それを校長が聞いて、

地域の人、父兄、保護者に説明すれば、変な誤

解を招く可能性もありますよ。そのことを注意

してほしいと。１年間やってみてですね。

それから、465ページ、（事項）学校安全推進

費、５番目の学校見守り支援事業、これが１億

を超える予算なんですけれども、今まであった

んですけれども、学校巡回指導員を配置してと

いうことでしたが、どのくらいの人数を配置し

て、支援事業のいわゆるお金の使い方、どうい

うふうな形で使われるのかを簡潔に具体的に教

えてください。

○山本学校支援監 まず、53名を考えておりま

す。これは指名競争入札で業者等をとりたいと

思っております。小学校のすべての学校に巡回

していただくように考えております。以上です。

○中野一則委員 いわゆるこれはガードマン会

社にするお金という、ガードマン会社がありま

すよね、警備保障会社、あれに委託する内容の

話ですか。

○山本学校支援監 さようでございます。

○中野一則委員 私は何か、学校を見守りする

から、安全教育等に要する経費と説明が書いて

あるから、子供たちの登下校中の安全に資する

ための支援事業かなと、こう思ったんですよね。

そして、高齢者の方たちが、高齢者クラブ等が

一生懸命立ち番みたいにしておられますがね。

あれに関することかな思ったけど、これは全く
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警備保障会社に学校の夜間警備を、機械警備と

かありますよね、それに頼む経費ということで

すね。その場合は、云々と言われるけど、政策

課長は。違うわけですか。

○山本学校支援監 まず、この見守り支援事業

は、緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用した

ものでございます。それから、今委員がおっ

しゃった、各地区にスクールガードという方が

たくさん、20年度現在、１万8,000人ぐらいおら

れるんですけれども、そういう方と一緒になっ

て子供たちを見守っていくという考え方でござ

います。

○中野一則委員 夜間警備とは違うという意味

ですね。わかりました。

473ページ、（事項）県立特別支援学校整備費、

いわゆるここの１番では、特別支援学校高等部

設置事業ということで、分校ですが小林校にも

配置する、その小林高校に配置するお金等が４

億2,700万、それから２番目は、延岡総合特別支

援学校の設置事業として４億9,500万、一学校に

それ相当額のものがあるわけですが、小林高校

に、いわゆる小学校、中学校が既に配置されて、

非常に受けがいい、評判もいいと、いわゆるノー

マライゼーション精神にのっとってやっている

ということで、そのことを受けて高千穂もでき

たんですが、小林高校も高等部が創設するとい

うことですよね。私はそのことと、延岡には、

幼児から高校を卒業するまで一貫する、いろん

な障がい者の施設を同じところにつくっていく、

廃校になったところを利用してつくっていくと

いうことですよね。私はそれは、今の担当課長

にはくどく言ってきましたが、非常に矛盾を感

じるんですよね。どっちのほうがいいのか。小

林に向けては、西諸県に向けては、今の小中学

校のいわゆる小林でやったほうがいいですよと

言って、分校型で、借家じゃないけれども、小

林高校の空き地等を利用してやる。非常に評判

もよくて云々と、非常にいいように言う。片や

延岡では、今の施設も利用され、それで足りな

いから新しいものもつくられるでしょう。そう

いうものに集中してやる。どっちのほうがいい

のか。将来、長く見た場合に、非常に莫大な経

費を要する形になりはしないか。それで宮崎県

の支援学校のあり方、こういうあり方を大きく

どっちのほうに志向していくのか、今これは大

きな分かれ道になっていると思うんです。あっ

ちではこれがいい、こっちではこれがいいとい

うやり方、問題提起をしておきたいと思うし、

御回答も、今までわかっているんだけど、答弁

もお願いしたいと思います。

○瀬川特別支援教育室長 延岡と小林というこ

とで、一番はそれぞれの地域の特性があると思

います。その特性を最大限にどう生かしていく

かということが一つ大きな課題だと思います。

東臼杵のほうなんですが、いろんな水害とか校

舎の老朽化とかこういうことで、いろんな緊急

課題等がありまして一つにするというような形

で、一番は大学との連携ができるとか、一番今

言われています専門科との連携とか、そういう

部分で、福祉・医療との連携したネットワーク

の構築が非常に大きな課題でございます。西諸

の東方小中学校の取り組みですけれども、これ

はもともと学校がなかったということで、そこ

から取り組みが始まっております。これは今、

交流部分につきまして、県内外から非常に注目

を浴びて、いい成果が出てきております。児童

生徒数につきましても、今、小林校のほうは、

小中学部で17名、高等部ができても、数的には

１学年７～８名かなというような予想を今して

おります。この少ない児童生徒数をどう生かし
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ていくかということも、一つの大きな課題じゃ

ないかなと思います。それぞれの地域の特性を

十分生かしたやり方、方法で、この取り組みを

していかなければいけないと思っております。

今後、共生社会に向けたやり方、方法が出てく

ると思うんですけれども、一番は、それぞれ障

がいのある方が地域の中で十分活動できるよう

な体制をまずつくっていくということが必要で

はないかなと思います。今、議員のほうから言

われましたように、どちらがいいかという部分

では、こういう結論は全国的にもまだ出ており

ませんし、今後の取り組みが一番必要じゃない

かなと思っております。以上でございます。

○中野一則委員 それぞれの地域の特性をとい

う説明をされましたが、延岡においては、教育

委員会の都合という特性ですよね。私は、地域

の特性であれば、やはり障がいを持っていらっ

しゃるそういう子供たちを対象にした特殊性と

いうものでないといけないと思うんですよね。

それと国際的な大きな流れ、日本全体がどうい

う方向にしていこうかとすること、それにのっ

とるのか否かということが視点にないといけな

いと思うんです。それと、まず聞きたいんです

が、今回の予算は延岡が４億9,000万ですが、こ

れを完成するまでトータルで幾らの予算が必要

なんですか。

○瀬川特別支援教育室長 約20億円程度を予定

しております。

○中野一則委員 かなり立派なものができると

思うんですが、私は議員を今10年して、大体地

域のそれこそ特色というか、県議たちの声とい

うのを聞いておると、自分のところにないもの

を何とか求めようという動きが非常に大きいん

ですよね。延岡にそれだけの立派なものが、直

感的に見た施設で判断しますから、我々が調査

調査と回るけれども、さーっとそこを１時間内

外で、車をおりて乗るまでの間を含めて１時間

ですから、そうすると見た目で物を判断する。

この延岡の施設ができ上がった場合には、立派

なものになると思いますよ。視察団も県内外か

らたくさん来ると思うんです。そうすると、や

がて県内でも他の地域から、おれのところにも

つくってくれ、おれの学校も統廃合したからと

言って、まず延岡あたりのものをつくってくれ

と言うだろうし、県央にもつくれと言うだろう

し、県南にもつくれと言うだろうし、そういう

方向になるんじゃないかなという懸念があるん

ですよ。そのことと、小林校の小中で経験済み、

それを生かして、非常に評判もいいということ

も伝わりましたが、小林は分校型で学校併設で

すると、そういうこととは、非常にひょっと見

た目での違い、矛盾が出てくるんじゃないかな

と。僕は小林方式のほうがいいと思うんですよ、

個人的には。そうするとお金も余りかからんし、

やはり子供たちというのは、障がい者も幾らか

はいるというのが社会ですから、その中で健常

者も障がい者も一緒になって学ぶ。どちらかと

いうと、長い目線で、長期な人生を考えた場合

には、健常者のためにも障がい者の人たちと一

緒に学ぶという視点のほうがいいと思うんです

よね。それをどうも延岡のほうは、一学校内に

施設を集中して、その人ばかりでやるというの

は、地域に出ていったり家庭に帰ったりされる

から、その中ではいいと思うんだけれども、ど

うもいただけないなと。しかも大きな経費がか

かる。そして、それをまたぞろ他の地域がおれ

のところもつくってくれと、中学校併設じゃあ

りませんがつくってくれという流れになると思

うんですよ、長い目で見た場合に。だから、こ

れは今からでも遅くはない、再考いただきたい
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と思うんですが。

○渡辺教育長 中野委員がるるおっしゃいまし

たことは、大きな流れとしては、中野委員のおっ

しゃるとおりだと思います。いわゆるノーマラ

イゼーションを越えて、これから、今、民主党

政権あたりが目指しているのは、インクルージョ

ンという言い方をしていますけれども、要する

に分け隔てをしないというか、まぜっこでとい

う教育というのが、インクルーシブ教育と言わ

れておりますが、大きな流れとしては、今委員

がおっしゃったような方向に我が国も向かうん

ではないかなと思っております。ただ、それと

今回の特別支援学校の整備計画の話であります

けれども、延岡地区については、現在あります

ととろ聴覚支援学校、わかあゆ支援学校、それ

からたいよう支援学校、それぞれ知的障がいあ

るいは肢体不自由の子供たちを主に対象とした

学校でありますけれども、それぞれの学校が例

えば災害時に冠水したとか、そういう災害に対

する脆弱性、あるいは進路が固定してなかなか

就職がうまくいかない、あとは老朽化とか、あ

るいは敷地そのものが狭くなって生徒増に対応

できない、それぞれの課題を、そういう緊急的

な課題を解決するために、延岡西高校の跡地に

総合制の特別支援学校を整備していこうという

ものであります。委員がおっしゃるように、ノー

マライゼーションの視点から、例えば高等学校

の中に特別支援学校の高等部を設置したいとか、

そういう場合は、延岡地区についても可能性が

なきにしもあらずなんですけれども、ただいか

んせん、余裕教室がないということが一つあり

ます。それから、あと小林地区については、小

中学部は既にできておりまして、地域の方々を

初めすべての方々が子供たちに対して大変温か

く接してくれて、子供同士の交流も活発に行わ

れているということで、地域理解が大変深いと

いうことで、小林高校の中に高等部を設置する

ということについては、極めて自然な形で入っ

ていったと思います。そういう中で、それぞれ

の地区、置かれている状況によって取り組み方

は違いますけれども、大きな流れとしては、議

員が今さっきおっしゃったような流れであるこ

とは私は間違いないなというふうに思っていま

す。以上です。

○中野一則委員 長い目で見た場合のことを考

えて、ひとつやってください。大きな流れはそ

ういうことだと言ったので、それぞれの地域か

らいろんな要望が来ると思うんですよ、延岡型

をつくれと。そのときにどう対応するかは心し

ておいていただきたいと思います。

それから、こっちの委員会資料ですが、５ペー

ジの専門高校ものづくり教育環境重点整備事業、

非常にこれはいい制度、いい事業だというふう

に思います。就職難云々と言われましたが、や

はり就職難を解決するためには、技術を持つこ

と、資格を持つこと、それを持っておれば、そ

の資格で、技術力で仕事ができると思うんです

よね。工業高校あるいは高専が非常に就職率が

いいというのは、その辺にあったんじゃなかろ

うかなと、こう思います。そういう意味から、

一段と予算をつけて、技能検定なりいろんなそ

れぞれの資格・検定を取らせるという意味でさ

れておるわけですが、しかも検定合格などの高

い目標を目指すということですが、現実の合格

率とこの合格率と、目標にする合格率をどの辺

まで置かれているかをお尋ねいたします。

○井上財務福利課長 この事業においては、目

標というものは掲げていないわけでございます

けれども、現在の生徒たちの受験の状況、例示

で申しますと、この技能検定３級、機械のほう、
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技能検定もさまざまございますけれども、機械

加工というものにおいては、平成20年度の例で

ございますけれども、受験者50人に対して合格

者46人、それから同じ年度でございますが、電

気工事士１種、受験者88人に対して合格者41人、

同２種、受験者270人に対して合格者171人、そ

れから製図技術認定試験というようなものがご

ざいますけれども、受験者165人に対して129人

ということ、それから折々非常にすぐれた成績

をおさめた子供が、新聞、マスコミ等で取り上

げられる例がございます。最近におきましては、

昨年12月に、極めて難関であるという国家資格

の水質関係第１種公害防止管理者、こちらのほ

うに延岡工業高校の生徒が１名合格したという

ことで、大きく取り上げられた事例等がござい

ます。こういう例も年間を通じますと、20名近

い事例を数えるわけでございますけれども、そ

ういう実績を踏まえまして、この事業は組み立

てたものでございますが、目標というものは特

に今考えていないところでございます。以上で

ございます。

○中野一則委員 今、目標は考えていないと言

われましたけれども、何人を何名にしたいとい

う数字的な目標は掲げていないというふうに理

解すればいいんだと思いますけれども、しかし、

それに近いものは掲げて、一生懸命取り組まな

いといかんと思うんですよね。いわゆるこうい

う工業系が中心ですが、やはりみんな資格を持

たせて、その資格というもので就職していく、

世の中のためになるという子供たちを、生徒を

育てるということがないといかんと思うんです

よね。この事業の目的をもう一度読んでみてく

ださい。目標は掲げていないと言われるけれど

も、それらしきことをわざわざ目的に書いてい

らっしゃるんですよ。

○井上財務福利課長 目標を掲げるか否かは、

どういう目標にするかを含めまして、学校政策

課のほうと協議いたしまして、今後、考えてま

いりたいと存じます。以上でございます。

○中野一則委員 新規にせっかく出されたもの

を今から協議するというのは、そして新学期は

もうすぐ始まるんですよ、４月１日から。遅き

に失しているという感じがしますが、本当にそ

ういう話を聞けば、来年の22年度以降、この事

業、真剣に取り組む気があるのかなと疑いたく

なりますが、答弁はよろしいですけれども、真

剣に、とにかく資格を取らせるということを考

えてほしいと思います。

○井上財務福利課長 先ほど中野委員お尋ねの

恩給の受給者の年齢の件でございます。恩給受

給者は、本年度の場合、84歳から104歳にわたっ

ております。それから扶助料、恩給受給者の遺

族でございますけれども、こちらは58歳から103

歳にわたっております。以上でございます。

○新見委員 学校政策課の新規事業、県立高等

学校のキャリア教育についてお伺いしたいと思

うんですが、高校生にこのキャリア教育を施す

というのは本当にいい事業だと思いますが、こ

の資料の７ページの事業の内容の（２）なんで

すけど、普通科高校、ここにもキャリア教育を

持ち込むということなんですが、先ほどの説明

で３校、県北、県南、県西の高校だったと思う

んですが、今回新規事業ということで、ここ３

校で取り組んだキャリア教育が、今後ほかの高

校にもしっかり波及していくんじゃないかと思

うんですが、まず、この３校を指定されたのは、

やっぱりキャリア教育をまず一番最初に実施す

るのにふさわしい土壌があったと、そういうこ

とですかね。

○児玉学校政策課長 このキャリア教育総合推



- 70 -

進事業でありますけれども、（１）にキャリア教

育の充実推進というのがありますけれども、こ

ちらの中でも普通科高校、取り組んでまいりま

す。すべての普通科高校、取り組んでまいりま

す。特にその中で３校を指定いたしましたのは、

まず、私ども教育委員会として、重点的にそこ

を指導助言していくことによって、キャリア教

育の一つの基盤みたいなものをそこで開発して

もらいまして、それをほかの普通科高校に私ど

もがどんどん普及させていくということで、ま

ず重点的に指導するところを３校、しかし、す

べての県立の普通科高校も取り組んでまいりま

す。そのための予算を（１）のほうで提供いた

します。そして、その３校を指定いたしました

のは、それぞれの学校の置かれている環境、そ

れぞれが今、特徴づくりとして取り組もうとし

ていることが、まさにこのキャリア教育と非常

に合致するものですから、この３校を指定した

ところであります。

○新見委員 まずはこの３校で１年間しっかり

実施してからということですか。

○児玉学校政策課長 この学校、３年間の予定

でおります。（１）のほうで、ほかの普通科高校

もやはり３年間ということで考えております。

○新見委員 同じく（３）ですが、工業高校の

学科ごとの生徒を集めて実施するということな

んですけど、これはここにも記載のとおり、そ

れぞれの業界と連携して実施するということな

んですが、２泊３日、もうちょっと具体的にこ

の事業内容を教えていただけますか。

○児玉学校政策課長 このものづくり人材育成

塾でありますけれども、本年度は、県北地区で

開催したいというぐあいに考えております。参

加人数につきましては120名を考えております。

工業高校の電気、機械、建築、そういったとこ

ろが７学科ありますけれども、各学校の学科か

ら５名ずつ、あるいは今度は化学系の学科とい

うのもありますけれども、そういったのをすべ

て含めまして120名の高校生を一堂に集めて、昼

間は、県北地区の協力していただける工業系の

会社、企業のほうに出向きまして、そこでいろ

んな実習等をさせてもらったり見学をさせても

らったり、そして夜は、今度は合宿所のほうに

企業のほうから来ていただきまして、いろいろ

と企業のお話、講演をしていただく、それを２

泊３日、どっぷりとやっていただくというもの

であります。よろしいでしょうか。

○新見委員 座学と実技、これをしっかり両方

とも体験させるということですね。非常に人材

育成の面では、有効に働いてくれると思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。

それと、高文祭推進室のほうにお尋ねしたい

んですけど、８月に大規模な全国規模の高総文

祭が開催されるわけですが、歳出予算説明資料

の469ページ、県の高等学校総合文化祭として

も300万の予算が確保してありますけど、これは

イメージとしては、この全国規模の大々的なや

つとは別に、県単独の文化祭もやるということ

ですか。

○稲元高文祭推進室長 おっしゃるとおりでご

ざいます。全国高等学校総合文化祭につきまし

ては、各県持ち回りで毎年開催されております

けれども、それとは別に、県の高等学校総合文

化祭は、宮崎県内におきまして、宮崎県の子供

たちだけが参加するということで、毎年いたし

ております。昨年で第31回目になりました。

○新見委員 県単独のやつは、全国のやつの開

催期間の後でしょうか、前でしょうか。

○稲元高文祭推進室長 全国大会のために、前

年度、予選的な形で実施いたします。ことしも
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全国高文祭は８月に開催されますけれども、そ

の後に県の高文祭は開催を予定しております。

○新見委員 何となくイメージとして、大規模

なやつをどんとやった後に県単独でやるのは、

ちょっと意識というか、何かこう力が入らない

ような気がするんですが、これは私のイメージ

ですけど、どうでしょうか。

○稲元高文祭推進室長 今申し上げましたとお

り、県の高文祭は、宮崎県の場合、毎年実施い

たしまして、翌年度の全国高総文祭に参加する、

派遣する子供たちを決める大会でございますの

で、必ず宮崎県の場合には実施いたしておりま

す。以上でございます。

○新見委員 今度は特別支援教育室にお尋ねし

たいと思います。473ページの一番下に、特別支

援学校キャリア教育充実事業、これは以前、「ぷ

れジョブ」事業ですかね、やっぱり障がいのあ

る子供たちを企業と連携して教育するという事

業があったと思うんですが、これの改定になる

んですか。

○瀬川特別支援教育室長 障がい児者就労体

験・就職指導相談事業というのが今年度まであ

るんですが、これは障害福祉課が所管している

事業で、それに特別支援学校として対応してき

た部分です。その中に「ぷれジョブ」的なもの

もございます。今後、この「ぷれジョブ」的な

ことについても、キャリア教育充実事業の中で

取り組んでいきたいと思っております。

○新見委員 これは、「ぷれジョブ」事業が発展

的にこっちになっていったというイメージでよ

ろしいんですか。

○瀬川特別支援教育室長 「ぷれジョブ」が発

展という部分だけではないんですけれども、障

がいのある子供について、一般就労ができるよ

うな形で取り組んでいこうというような形での

キャリア教育充実事業ということで、新しくし

たものでございます。

○新見委員 本当に障がいのある子供たちに

とっては、非常に意義のある事業になっていく

と思いますので、しっかり取り組んでいただき

たいと思います。

○中村委員 452ページを見ていただきたいんで

すが、先ほど丸山議員から、宮崎県育英資金ス

ポーツ選手等貸与枠創設事業の質問がありまし

たが、今、私どもは、都城工業高校が春高バレー

に出場するものですから、同窓会としても支援

しましょうということで、寄附金集めに一生懸

命なんですよね。そういったことで、強くなる

学校があると、それなりに地域が協力しなくちゃ

いけないということはあるんですが、先ほど聞

き逃したのかもわかりませんが、4,270名の枠の

中でこれを貸与していこうという話だったとい

うふうに聞いたんですが、間違いかもわかりま

せんが、そこで、私は前から申し上げておった

んですが、バレーも野球も駅伝もそうですが、

いろんないい選手がほかに流出しているという

ことで、この事業は非常にいい事業だと思って

いるんですよ。額はちょっと少ないぐらいであ

ろうと思いますから、もっと充実させていただ

きたいことと、これに隠れて一番大変なのは指

導者なんですね。前、都城商業高校に有嶋先生

という方がいらっしゃいました。これは柔道で

都城商業高校を、あれは玉竜旗かな金鷲旗かな、

柔道大会で非常に宮崎県では優秀な学校に仕立

て上げておられました。有嶋先生の奥さんも学

校の先生でありまして、我が家に数人生徒を預

かって、そして教育をされていたという人でし

た。今はおやめになりましたけれども、このよ

うに強くなろうと思えば、非常に先生に負担が

かかるんですね。それは邪道だとおっしゃれば
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それまでなんですが、そういう指導する学校に、

先生にと言ったら語弊があるかもわかりません

が、指導者に対するやっぱり育英資金みたいな

ものがあっていいんじゃないかと、こう思うん

ですね。というのは、今、都城工業高校では鍋

倉という先生が面倒を見ておるんですが、この

前、話を聞いたら、年間100万、自分の金を出し

ている。年間100万円、自分のポケットマネーで

子供たちを面倒見ているということなんですね。

先ほど申し上げたように、それは邪道じゃない

かとおっしゃればそれまでですが、県立高校で

私立高校に伍していこうと思えば、やはりそれ

ぐらいの金が必要なんだと、これはやっぱり地

域で支えないといけないわけなんですけれども、

こういう事業を取り組んでいただいたので、で

きればその辺も一回検討していただきたいとい

うふうに思います。これは要望ですから、それ

だけにしておきます。

それから456ページをちょっと見ていただきた

いと思うんですが、高鍋農業高校酪農実習施設

リニューアル事業というのがありますが、高鍋

農業高校があり、都城農業高校があり、農業高

校がたくさんありますよね。３校か。その中で、

正直言って、これも繰り返しになりますが、農

業高校を卒業して農業に従事する人というのは、

ほんのわずかですね。教育委員会に聞くと、い

つも「いや、農業高校のために予算を投下する

のは、農業を理解する人たちをふやすためだ」

という苦しい答弁をなさるんですね。しかし私

は、先ほども話がありましたけれども、いわゆ

る農業高校を学校を１クラスぐらいにしてし

まって、農業高校に対する予算投下というのは、

卒業してから１人か２人しか農業に従事しない

というのであれば、これは本当に県費の無駄遣

いだと思うんですね。だから、そういった意味

では、こういう立派な施設をつくることはどう

なのかな、そこまで必要なのかな。もう１つ

は、461ページにもありましたね。日南農林高校

ですかね、ここにもちょっと予算投下されてい

ますが、この農業高校に対する予算投下という

のは、もう一遍、真剣に県費の無駄遣いになら

ないかどうか考えていただきたい。というのは、

予算投下したって従事しなければ意味がないん

ですね。というのは、もう１つ突っ込んで言う

と、中学校の段階で、例えば都城を例にとりま

すと、泉ヶ丘普通科、都城西高校に行く人、例

えばの話、１番から50番まで行きなさい、じゃ

工業高校に70番ぐらいまで行きなさい、商業高

校に何番まで行きなさい、その後に農業高校に

行きなさい。だから、商業を営んでいる家庭の

子供でさえ農業高校に行かされるんです。だか

ら、農業に後々従事するはずがないんですね。

ただ、県立高校に通らせるために、そういう、

一回輪切りと言ったら怒られましたけれども、

大根を輪切りにするように、ここから上は泉ヶ

丘高校と西高校、ここから上は工業あるいは商

業、農業にここから先とここから先は行きなさ

い。全く農業に関係のない子供たちを入れて予

算投下したって、全く意味がないと思うんです。

だから、農業高校のあり方というのを、予算を

投下されていますが、もう一回考えていただき

たいというふうに私は思います。これも答弁は

要りませんから、要望にとどめておきます。

それから、457ページ、県立学校の運動場整備

に関する経費がありますが、あちこちで運動会

等で学校に行きますと、運動場の砂をやりかえ

ているんですよ。そしたら、全部高校から中学

校、小学校までやりかえたところは白い砂、運

動会に行って、私も目をあけられないんです。

だから、先生にお断りをして、サングラスを持っ
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ていって、「サングラスしていいですか」という

ふうにしてサングラスをかけないと見れない。

目をあけておられない状況。で、高校の先生た

ちはサングラスをかけていますよ。生徒はかけ

ていない。目にいいはずがない。我々が目をあ

けてられないんですから、目にいいはずがない。

スポーツ振興課長に聞きますが、あの砂という

のは、今入れかえているんですけれども、目に

いいとか、そういった形のことを考えていらっ

しゃるのか、これは伺っておきたいと思います。

○川崎スポーツ振興課長 グラウンドの土の入

れかえの件というふうに承りますが、ほとんど

今、学校の敷地が住宅の中にございまして、周

辺地域へのほこりが舞い上がるということに対

する対応が一番最初になされていると思います。

あのグラウンドにまきます土につきましては、

非常に比重が重うございまして、風によって周

辺地域にほこりをまき散らさないということが

まず１つ、それと非常に水はけがいいという点

で、主にああいった土をグラウンドのほうに入

れているというふうに認識しております。委員

のおっしゃいますように、非常に天気のいいと

きは反射しまして、若干見えにくい状況等はご

ざいます。以上でございます。

○中村委員 その周辺の家屋と住民のために努

力して、そういう重い砂、水はけのいい砂をま

かれるのはわかるんですけれども、まずそこに

生活する生徒ですね。私どもがたまに行くから

かもしれませんが、天気のいい日はとても目を

あけておられない。サングラスしないと、とて

も目をあけられないという状況なんですね。そ

ういった中では、もっと努力をして、何か例え

ば着色ができないのかとか、そういう努力をし

ていただかないと、大事な目を痛めるようでは、

周囲に配慮しただけでは何にもならないと思い

ますので、ちょっとその研究をしてみてくださ

い。お願いします。

○横田委員長 12時が過ぎましたけど、まだ一

般に対する質疑があるでしょうか。

それでは、午後１時に再開したいと思います

ので、よろしくお願いします。

暫時休憩いたします。

午後０時０分休憩

午後１時０分再開

○横田委員長 委員会を再開いたします。

午前中に引き続き、第１班の質疑をお受けし

たいと思います。質疑のある方はどうぞ。

○松田副委員長 ５点、財務福利課、学校政策

課、高文祭推進室、特別支援教育室にお伺いい

たします。

まず１点、財務福利課、同じく関連になりま

すけれども、育英資金、452ページについて伺い

ます。県の育英資金貸与事業に今関係している

生徒あるいはその関係者が4,270人と伺いまし

た。そこで、先ほどの課長の御説明で、今回の

スポーツ選手等採用枠創設事業のときに、優秀

な生徒さんの県外流出を防止する意味合いもあ

るというふうに伺ったんですが、間違いなかっ

たかお聞かせいただけますか。

○井上財務福利課長 そのようなことを申しま

した。意味合いがあるというのはちょっと言い

過ぎかもしれませんけれども、そういう結果も

期待できるということでございます。以上であ

ります。

○松田副委員長 ところで、スポーツ選手など

採用枠の中で、今、先ほど御説明いただいた手

続の過程において、生徒から学校に上げる、学

校のほうでは部活の顧問等々の推薦があってと

いうことがありましたが、今大変子供たちの文
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化あるいはスポーツの枠も広がっております。

例えば、現況の学校の部活にはないスノーボー

ド、スケートボード、あるいは文化部門で言い

ましたら郷土芸能ですとか、あるいは宮崎にあ

るアクタースクールに通ってタレントの活動を

しているといった生徒たちも多数見受けられま

すが、そういった今の学校の枠の中では、まだ

はかり切れない活動、文化活動、スポーツ活動

について、そういった学校の推薦というところ

が、もし障がい、あるいは個々で理解できない

場合に、推薦対象にならないのではなかろうか

という懸念があるんですが、この辺の判断はい

かがお考えでしょうか。

○井上財務福利課長 まず、平成22年度から新

たに始める事業でございますので、一応当初の

要綱にのっとった形で運用を始めたいと思って

おります。すなわち、高等学校体育連盟と高等

学校文化連盟のほうの推薦を得ることができる

生徒さんを対象にまず始めまして、今副委員長

御指摘のような事態が具体的に出てまいりまし

たら、またその都度検討してまいりたいと思っ

ております。以上でございます。

○松田副委員長 柔軟な対応をお願いしたいと

思います。

もう１点、県外流出を防ぐというところに戻

りますと、けさの報道で、椎葉村の育英資金、

奨学金の話が出ておりました。すなわち、村に

戻ってこられる生徒、あるいは今の受給者には

貸与の返納を免除するという内容だったと思い

ますが、県外流出を防ぐという観点からすると、

大変有用な、また思い切った施策であると思い

ますが、宮崎県教育委員会においては、同等の

ことはできないものか、お伺いしたいと思いま

す。

○井上財務福利課長 けさの宮日新聞にそのよ

うな記事が出ておりました。けさ、そういう情

報に接したばかりですので、教育委員会として

検討した経緯はまだございませんけれども、私、

担当の職員でもございますので、県の場合でシ

ミュレーションをちょっとしてみましたが、例

えば、宮崎県内の高校を卒業して、あるいは宮

崎県内の大学を卒業して、宮崎県内にとどまる

場合は、宮崎県に帰ってきたという概念が成り

立ちませんので、なかなか概念整理がまず難し

いのではないかと思ったところでございます。

それから、あの記事の中で、椎葉村は小さな

村だからできると、村の方がみずからおっしゃっ

ている発言が引用されておりましたから、やや

そういう面もあるかもしれません。今申し上げ

ることができるのは以上でございます。

○松田副委員長 ありがとうございます。

次の質問に移ります。学校政策課、委員会資

料の７ページ、県立高等学校キャリア教育総合

推進事業の中で、事業費1,000万ございます。そ

の３つの事業がありますが、それぞれの科目の

予算配分をどれぐらい考えていらっしゃるのか、

お聞かせいただきたいと思います。

○児玉学校政策課長 ３つの事業がありますけ

れども、キャリア教育の充実推進につきまして

は、718万3,000円、普通科高校におけるキャリ

ア教育の推進が180万3,000円、３番目の宮崎も

のづくり人材育成塾が144万7,000円をお願いし

ております。

○松田副委員長 １番のキャリア教育、すべて

の普通科でいうことで718万、大変大きな予算が

取ってあるんですが、この中で一番大きなウエー

トを占めるものは何でしょうか。私は、外部講

師の招聘なのかなと思っておりますが、お聞か

せください。

○児玉学校政策課長 1,043万3,000円でありま
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すけれども、その中で大きいものといたしまし

ては、まず報償費が167万、旅費が369万、３け

たとしましてはこの２つになります。そのほか、

需用費であるとか使用料，こういったものが大

体２けたの金額であります。

○松田副委員長 伺いました。報償費、旅費合

わせて500万ぐらいということなんですが、そう

しますと、やはり人件費、外部講師料が一番大

きなウエートを占めると考えてよろしいわけで

すね。

○児玉学校政策課長 そのように考えておりま

す。

○松田副委員長 今回の教育委員会のスローガ

ンの中に、「地域教育と学校・家庭・地域が一体

となった教育環境づくりの推進」というのが戦

略の１で上げてあります。それで外部講師を有

償でお迎えする、それに旅費ということですの

で、中央のメジャーな方を呼ぶということもあ

るのかもしれませんが、今年度、延岡市が国の

予算で行いました事業に、地域教育再生事業で

したか、ございました。400万の予算の中で地域

と学校を結びつけようということで、それぞれ

小学校、中学校１校ずつ地域の方々が学校の授

業に参入参加をする。簡単なところでは丸つけ

ですとか、教員が不得手なアイロンとかの授業

をかわりに得意な人が教師として教壇に立つ、

あるいは遠足の付き添い補助ですとか、大きな

ところでは数学とか、そういった教科を、一般

の方々、市民が教員のかわりに教壇に立って教

えるという内容でございました。400万の事業費

のほとんどは、コーディネーターに払う人件費

で、そういった招聘する町の人々には１銭もお

金は要らない。ボランティアという形で大変大

きな成果を上げたと聞いております。そういう

観点から見ますと、地域と学校をつなぐ意味で、

確かに有償の講師をお迎えすることも大事で

しょうけれども、地域にいらっしゃる人材を、

ボランティアという形で末永くお願いして、こ

の枠を拡大するということも考えられるんじゃ

なかろうかと思いますが、いかがでしょうか。

○児玉学校政策課長 この事業も地域の方々に

来ていただくことになっておりますけれども、

その単価計算を見ますと、大体１人当たり１回

につき1,100円の旅費です。それぐらいの旅費。

謝金としましては１回当たり3,000円の謝金とい

う、ほんの気持ちというような感じの謝金・旅

費となっております。また、外部からキャラバ

ン隊というので他県から有名な方に来ていただ

くのがありますけれども、そちらにつきまして

は、若干１回の謝金等は少し多目になっており

ます。以上です。

○松田副委員長 常識の範囲内、あるいはボラ

ンティアに類するような謝金ということですが、

だれに払ってだれに払わないということがあっ

てはいけないことなんですけれども、もっと多

くの市民の方々が自発的に、もう銭は要らんと

よと、自分たちの子供のため何か教えたいとい

う方はたくさんいらっしゃいます。そういう方々

の機会をふやすためにも、ボランティアという

形の高等学校にそういうキャリア教育を教えら

れる、人生を教えられる方々をお迎えする制度

もお考えいただけたらどうかなと思いました。

次に参ります。学校経営のための法律相談事

業、先ほどたくさん出ておりますが、165万円と

いうことで、実際に日弁連に支払う相談料は30

分当たり5,000円ということになっております。

確かにこの額に見合うだけの相談があるのか。

その前に、こういった法律相談事業を立ち上げ

るからには、先ほど課長からもるるありました

けれども、かなり県内で専門家に頼らなくては
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いけない学校現場での問題が上がっているので

はなかろうかと思うのですが、まず背景をお教

えください。

○山本学校支援監 県の学校政策課の中の生徒

指導担当のほうにいろんな相談事例がありまし

て、21年度の上半期４月から9月までの中の相談

の中で、これは弁護士に相談したほうが早期に

解決ができるなというようなふうに我々が思っ

たのが21件ありました。それから、去年の10月

でございますけれども、県立学校あてに弁護士

に相談できればよかったという事例があります

かというふうに聞きましたら、25件ほど上がっ

てまいりました。そういうふうなことで、気軽

に相談することによって早期に対応ができるよ

うな法的なアドバイスをいただくということで、

そういう事業を立ち上げたところでした。

○松田副委員長 学校現場からの要請もあった、

そういった学校だけでは判断し切れない事案が

多いということで設置したというふうに判断し

てよろしいわけですね。ありがとうございます。

次、全国高等学校総合文化祭開会事業につい

て伺います。

まず、宮崎県らしさはどこで発揮をされるの

か、室長のほうにお伺いしたいと思います。

○稲元高文祭推進室長 従来より全国大会にお

きましては、宮崎らしいおもてなしをしたいな

ということを申し上げてまいりました。宮崎ら

しさを出すのはいろいろな場面がございますけ

れども、特徴的なものといたしましては、例え

ば、総合開会式におきまして、従来、過去３年

大規模な会場であったのが、宮崎の場合には、

観客と部隊が一体となったようなことができる

ということがございますし、また、おもてなし

のほうでいきますと、過去の先催県でどの程度

なされたかわかりませんけれども、生徒一人一

役運動といいまして、来年度の高校１年生と２

年生に記念品をつくってもらって、来県される

生徒の皆さんにお渡しするというようなことも

考えております。以上でございます。

○松田副委員長 宮崎県らしい手づくりの催し

ができるということを伺いました。

続きまして、市街地パレードを開会日、初日

ですけれども、こちらの場所をもう一度お聞か

せいただけますか。

○稲元高文祭推進室長 パレードにつきまして

は、８月１日、大会初日の夕方に計画しており

ますけれども、橘通りの１丁目のあたりから北

のほうに出発いたしまして、そして高千穂通り

との交差点―デパート前、そこで折り返しま

して、また橘通りの１丁目のほうに戻ってくる

というコースを考えております。以上でござい

ます。

○松田副委員長 細かくなりますが、その宮崎

市の目抜き通りですが、この場所をパレードの

場所にお選びになった理由をお聞かせください。

○稲元高文祭推進室長 もちろん目抜き通りと

いうことで、人がたくさん集まりやすい通りだ

ろうと思います。他県の例を参考にしても余り

よろしくないかもしれませんけれども、昨年開

催されました三重県でございますが、三重県は

伊勢神宮の参道の近くで行われたんですけれど

も、非常に時間が夕方ということもございまし

て、観客の方が少のうございました。スタート

のところは結構多かったんですけれども、伊勢

神宮に近づくに従いまして少なくなりました。

観客、見る人は少なくなったんですけれども、

やっぱりその間ずっと子供さんたちは演技なり

演奏なりをしていらっしゃいました。やはり子

供たちのやりがいという点からしても、できる

だけ観客が多いほうがいいんではないかという



- 77 -

ことを考えております。以上でございます。

○松田副委員長 ありがとうございます。確か

にギャラリー、観客は多いほうがよろしいかと

思いますが、それと同時に、生徒たちにとって

宮崎らしい思い出の残るロケーションというの

も大事かと思います。私は三重県の教育委員会

に場所の選定について伺いました。今室長のおっ

しゃった場所というのは、ちょうど宮崎で言っ

たら、大宮高校から宮崎神宮に向けて、本殿の

真ん前まで行くような、そういうロケーション

だったんですけれども、やはり三重県としては

伊勢神宮というところを印象づけたいというこ

とで、後で思えば、あの通りから一歩東に行き

ました観光地、おはらい町、古い街並みの中を

行進させてもよかったという意見もあったそう

なんですが、確かに宮崎の目抜き通りもよろし

いかと思いますけれども、私も去年、高文祭で

知り合った高校生の方々と何回かやりとりがあ

るんですが、やはり宮崎だったら海のそばとか、

あるいはフェニックスリゾートの松並木の中と

か、観客よりも自分たちが一生懸命演奏して、

夕暮れの中に沈んでいくような、そういった景

色を見たいという思いもあるそうですので、も

う決まったことでしょうけれども、あながち観

客だけではない、宮崎らしいという観点でパレー

ドの地を選ばれてもよろしいんではなかろうか

と思います。

次に移ります。高文祭では最後になりますが、

開催地を見ますと、宮崎市が圧倒的に多いわけ

なんですが、大変大きな11万人規模の人が動く

ということで、宿泊者も多いかと思います。地

元に対する経済効果も多いことと思いますが、

宿泊地の配分はどのようになっているのか、お

聞かせをいただきたいと思います。

○稲元高文祭推進室長 開催時点では県内７市

１町ということになりますけれども、この７市

１町を中心に宿泊地は当然考えております。宮

崎市が一番会場は多いわけでございますけれど

も、遠方の地につきましても、それぞれ地元の

宿泊施設を利用するようにということを考えて

おります。ただ、申し込みがもしも多くなって、

地元の宿泊施設で収容し切れない場合には、そ

れなりの対応、つまり、近隣の宿泊施設、その

開催市町村外の宿泊施設からバスを出すなりし

て、利便性を図りたいなと考えております。

○松田副委員長 高校生の規模では最大のイベ

ントになると思うのですが、今想定される来県

いただく高校生に対して、県内の宿泊施設でも

十分に今のところは供給ができるんでしょうか。

○稲元高文祭推進室長 県全体と見ましたら、

宿泊のキャパにつきましては、問題ないと考え

ております。以上でございます。

○松田副委員長 スポレクに続きまして大きな

イベントです。県民がさまざまな分野でよかっ

たと思えるような経済的な部分でも御配慮いた

だきたいと思います。

続きまして、特別支援教育室に伺います。簡

単なことですけれども、資料10ページの「高校

生発！共に育つ人づくり推進事業」で文化・芸

術・スポーツあるいは学校の特色を生かした人

づくりということで５校が挙げてありますが、

この校名をお教えください。

○瀬川特別支援教育室長 まだ今のところ、今

から公募ということで、今先進的に取り組んで

いる例を幾つか御紹介したいと思いますけれど

も、都城西高校が、県の高校新人駅伝大会で、

さくら聴覚の子供たちと一緒に練習していると

いうこと、それから、高千穂高校が野球部に高

千穂わかあゆの子供を一緒に入れてもらってい

るということ、それから、宮崎工業高校が肢体
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不自由の子供にパソコンのマウスをつくってく

れたりとか、光で出るタイマーをつくってくれ

たりとか、延岡工業のほうがテレビ電話とか、

こういうもののいろんな操作的なことを一応教

えていただいたりとか、こういういろんな取り

組みが今行われております。今後、今からまた

公募して高校生のほうにお願いしていきたいと

思っております。

○横田委員長 ほかございませんか。

○丸山委員 お伺いしたいのですが、来年の４

月から教育事務所が統廃合になるということで

決まっているんですが、予算上で見たときに、

変わったのかというのはどこ辺を見ればわかる

のかというのを、ちょっと教えていただきたい

と思います。この総務課の資料に、教育事務所

外70名とか、外100何名とか書いてあるもんです

から、どういうふうに予算上、しっかり変わっ

たというのを教えてほしいと思います。

○金丸総務課長 歳出予算説明資料でいいます

と、446ページの一番上に、教育事務所の運営費

という項目があります。こういう小さい項目し

かありませんが、この中で示されている額の中

に、例えば、旅費とか、あるいは会議室を使用

する場合の使用料とか、そういったものが含ま

れております。それらの積算の中で数字が変わっ

てきているということでございます。

○丸山委員 これで確かにスリム化になってい

るということでよろしいんですか。

○金丸総務課長 中身で申しますと、旅費につ

きましては、事務所が遠くなるということがご

ざいますので、旅費については、スリム化とい

うよりもふえるという方向にあります。それと

か、教育事務所が主催します会議、そういった

ものにつきましても、会議室の使用料が若干ふ

えるというような傾向もあります。逆に、いわ

ゆる需用費を申しますか、例えば、印刷製本費

が小さくなるとか、図書代が少なくなるとか、

そういったものもございます。プラスの要素と

マイナスの要素が両方混在しております。

○丸山委員 人件費は削減されているという確

認でよろしいですか。

○金丸総務課長 人件費につきましては、県の

予算のルール上、前年の10月１日現在の職員数

で翌年度の人件費を積算するということになっ

ていますので、この当初予算上はそれは反映さ

れておりません。しかし、現実に支払う枠は少

なくなりますので、結果的にはそれは反映され

るということで、決算で反映されるということ

になります。

○丸山委員 システム上そうなのかもしれませ

んが、実際変わるということがわかっているの

に、何か計上するのも、ちょっとここまで議論

してきた中に、何かぴんとこなかったものです

から、システム上仕方ないのかなと思います。

あと、学校政策課のほうにお伺いしたいんで

すけれども、462ページの３番に書いてある指導

者研修、理科支援員の配当なんですけれども、

ここは仕分けで予算は全体で半分になっている

ということなんです。宮崎県においては、昨年

が7,400万円だったのがことしは１億超している

んですが、この辺の背景が、予算化できたとい

うのは、ありがたかったなと思っているんです

が、どういう手法でできたのかなと思っておる

んですが。

○山本学校支援監 予算化できておれば非常に

ありがたいんですが、まだ予算要求している段

階でございまして、実は、当初予算の案が固ま

りましたのが１月上旬でございまして、今、委

員が言われましたように、削減というのは、情

報が入ってきましたのが１月末でございまして、
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どうなるのかどうかわからないという状況が今

の状況でございまして、本県に幾らになるのか

もわからないという状況で、最後の最後まで要

求を国のほうにしていきたいというふうに考え

ているところでございます。

○丸山委員 そうなってくると、予算はない可

能性もあるというふうに思ってもよろしいで

しょうか。

○山本学校支援監 ぜひこの予算が国に認めて

もらえるようにお願いは気持ちいっぱいあるん

ですが、まだわからないと、今委員が言われた

とおりでございます。

○丸山委員 非常に頑張ったなという意識が

あって、今の話を聞いて非常にショックといい

ますか、何か複雑な気持ちになったなと思って

おります。ほかの仕分けにかかってない部分は、

多分恐らくつくんだろうというふうに思っては

いるんですが、仕分けにかかった分は非常に特

に増額しているものですから、だから、今後宮

崎県としては理科とかもしっかり身につけてい

きたいという意欲があるというふうに理解しま

すけれども、もしつかなかった場合には、県単

でも補充していくというぐらいの気持ちがある

んでしょうか。

○山本学校支援監 県の財政も非常に厳しいも

のがありまして、今の事業仕分けの話を委員が

されましたので、事業仕分けでは、要するに理

科の授業に自信を持てるような研修を工夫する

必要があるということで、これは削減されてお

りますので、県といたしましては、最後の最後

まで要求していきますけれども、もし削減され

た場合には、観察や実験のノウハウや指導方法

を集約した事例集みたいなものを作成して各学

校に配布したり、研修センターで今課題別研修

というのを理科の小学校の教諭対象にやってお

りますので、そこの参加を促していきたいと考

えております。

○丸山委員 できる限りこれまで教わった生徒

と、ことしからがたっと質が落ちないように、

いずれにせよ、努力をしていただきたいと思い

ます。

スクールカウンセラーの配置事業なんですけ

れども、これはどういった学校に置いているの

か。それをもう少し詳しく説明をしていただく

と助かるんですけれども。

○山本学校支援監 中学校に配置をしておりま

して、５学級以上の中学校にまず配置しており

ます。中学校にはスクールカウンセラーだけで

はなくて、スクールアシスタントというような

地域の人材の方もおられますし、生徒指導の加

配等もありますので、その学校の状況を見なが

ら、バランスよく、ある学校にばあっとスクー

ルアシスタントもつく、カウンセラーもつく、

それから加配もつくとかいうんじゃなくて、バ

ランスよく配置をしているところでございます。

○丸山委員 このスクールカウンセラーを何年

か経過していると思っているんですが、新規事

業でありますので。どういう効果があるという

ふうに考えているのか。もしこれがよければ、

もう少しどんどんふやしていきたいというよう

な意向なのかもお伺いしたいと思っております。

○山本学校支援監 スクールカウンセラーの主

な職務内容でございますけれども、一つは児童

生徒、子供たちへのカウンセリング、それだけ

じゃなくて、保護者へのカウンセリング、それ

から教職員と一緒に子供たちに対してどう対応

すればいいかというような研修もやっていると

ころでございます。

増員のことでございますけれども、県の臨床

心理士が70名程度で少ないということと、居住
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地が宮崎市に多いということと、既に職種を持っ

ていらっしゃる、例えば病院のカウンセラーを

されている方がおって、なかなかこのスクール

カウンセラーだけに来れないというような部分

がありまして、現状のような状況でございます。

○丸山委員 かなり学校ではいろいろ問題化さ

れてない問題が、先ほどの法律相談に行った方

がいい方、それ前の小さい、いろんなカウンセ

リングで大きくならないようにということでこ

んな事業が必要だと思っているんですか。大き

い学校と小さい学校、田舎の学校、そんな変わ

らない気がするものですから、できれば地方の

方にも配慮をしていただくようにお願いしたい

と思っております。全然そこから、例えば遠く

の高原町の学校がちょっとカウンセリングして

ほしいというときには、派遣とかをしていただ

いているんでしょうか。

○山本学校支援監 緊急支援といいますか、緊

急派遣というのがございまして、一応中学校に

配置しておりますけれども、例えば小学校から

要請があった場合とか、今、小規模校でそうい

う要請があった場合には、緊急派遣をしており

ます。

○丸山委員 ぜひ問題が大きくなる前に、いろ

いろな情報を聞いて、逆に言うと、変な意味で

しますと、上のほうに上がらないようなところ

もあるものですから、きめ細かい配慮をお願い

したいと思います。

○横田委員長 そのほかございませんか。

それでは、その他の報告事項、公立高校の授

業料無償化について何かありませんか。

○丸山委員 この高校授業料無償化については、

予算上の経費はどういうふうに予算書の中で出

てくるのか、出てこないのか、ちょっとその辺

の説明をしていただきたいと思っているんです

が。

○井上財務福利課長 予算上はこれは人件費の

特定財源になっております関係で、479ページの

一番下にございますが、高等学校総務費の国庫

支出金のところに、25億4,655万6,000円とござ

いますけれども、これが高校無償化に伴う国の

負担金分に相当するものでございます。479ペー

ジのほぼ中央の欄、国庫支出金の欄をずっと下

に見ていただきますと、25億4,655万6,000円と

ございます。

○丸山委員 手続上の話も前回の委員会のほう

でも説明を受けているところなんですけれども、

手数料自体は手間はかなり事務的な少なくなる

ということだったんですが、それは間違いない

のかをお伺いしたいと思います。

○井上財務福利課長 今までは授業料を個々の

生徒から徴していたわけでございます。それを

各所属校ごとに徴していたわけでございますけ

れども、それから県歳入に入れていたわけでご

ざいますけれども、これを今度から一括して国

の負担金、名称は交付金でございますけれども、

国の負担金として一括して都道府県のほうに

入ってまいりますから、この徴収といいますか、

この歳入の事務は著しく簡素化されてまいりま

す。以上です。

○中野明委員 高校の授業料収入イコール学

校職員費ということじゃないでしょう。つまり、

いわゆる授業料は一回県の財政に入って、例え

ばそれから県が予算をつけるわけだから、そう

いう県職員費イコール授業料という考え方が出

てくるのか。

○井上財務福利課長 歳入歳出、別でございま

すけれども、従来それから、今回からもこの分

については、県立学校、高等学校の職員の人件

費の特定財源になっているということでござい
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ます。以上でございます。

○横田委員長 ほかございませんか。

それでは、もし何かあれば、総括質疑でまた

お受けしますので、ここで以上をもちまして、

総務課、財務福利課、学校政策課、全国高等学

校総合文化祭推進室、特別支援教室の審査を終

了いたします。

それでは、第２班の審査に入りたいと思いま

すが、説明補助員の入れかえのため、ここで５

分間休憩をとらせていただきます。

暫時休憩いたします。

午後１時34分休憩

午後１時40分再開

○横田委員長 委員会を再開いたします。続き

まして第２班の教職員課長、生涯学習課長、ス

ポーツ振興課長、文化財課長、人権同和教育室

長の説明を順次お願いいたします。

○阿南教職員課長 教職員課関係の予算につき

まして御説明をいたします。平成22年度歳出予

算説明資料、教職員課のインデックスのとこ

ろ、475ページをお開きください。

一般会計982億2,185万9,000円を計上しており

ます。以下、主なものについて御説明をいたし

ます。１枚めくっていただきまして、477ページ

をお開きください。

最初の（事項）教職員人事費11億883万7,000

円でございますが、内訳といたしまして、１の

教職員人事管理に要する経費に2,583万3,000円

をお願いしております。内訳の改善事業、（１）

「優れた教師の力を生かした授業力アップ事業」

でございますが、現在、宮崎の教師力アップ事

業の実践により、県内各地にすぐれた教師が育

ちつつありますが、これら教師の力を生かし、

特に授業力のさらなる向上を目指した取り組み

を行い、次世代の教育を担う人材の育成ノウハ

ウの構築とともに、教師全体の資質の向上を図

るものでございます。

２の学校非常勤職員、賃金職員、学校医等の

配置に関する経費につきましては、10億8,300

万4,000円をお願いしております。内訳の新規事

業、中学校１年生少人数学級推進事業につきま

しては、後ほど委員会資料で御説明いたします。

次のページをお開きください。478ページでご

ざいます。２番目の（事項）退職手当費でござ

います。定年勧奨・普通退職等に係る手当とい

たしまして78億2,232万円をお願いしておりま

す。

次に、教職員の人件費等でございますが、学

校種別ごとに御説明をいたします。一番下の段

になりますが、小学校費につきましては、（事項）

職員費に371億5,083万3,000円を、次のペー

ジ、479ページになりますが、（事項）旅費に２

億3,099万6,000円をお願いしております。

同様に、次の段の中学校費でございますが、

（事項）職員費に244億3,085万4,000円、（事項）

旅費に２億281万6,000円、次の高等学校費につ

きましては、（事項）職員費に192億2,798万8,000

円、１枚めくっていただきまして、次のペー

ジ、480ページになりますが、（事項）旅費に２

億1,934万5,000円、次の特別支援学校費の（事

項）職員費に77億5,939万9,000円、（事項）旅費

に5,869万4,000円をお願いしております。歳出

予算説明資料につきましては以上でございます。

続きまして、新規・重点事業について説明い

たします。委員会資料の11ページをお開きくだ

さい。

新規事業の中学校１年生少人数学級推進事業

でございます。まず１の事業の目的でございま

すが、小中学校の少人数学級につきましては、
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小学校１年生に平成14年度、２年生に平成16年

度から実施し、児童の学校生活への円滑な適用

や基本的な生活習慣の習得などの成果を得てお

り、平成20年度から実施しておりますモデル校

６校による中学校１年生の少人数学級の試行で

は、生徒一人一人にきめ細かな指導ができるよ

うになった。学力に改善が見られたなど、良好

な結果が見られているところでございます。こ

れらを受けまして、中学校に進学した際の不登

校生の増加や、学力格差が生じたりするなどの

課題の改善を図り、中学校３年間の落ち着いた

学校生活を送る基礎とするため、中学校１年生

に35人以下の少人数学級を実施するものでござ

います。

２の事業の内容でございます。中学校１年生

の学級編制基準を40人から35人とし、学級増と

なる学校では、学校全体の各教科時数が増加い

たしますので、学校ごとの教員の状況により、

必要な教科を選択し、非常勤講師を配置するこ

ととしております。

３の事業費でございますが、非常勤講師に係

る報酬等の人件費といたしまして、１億7,379

万4,000円をお願いいたしております。

教職員課は以上でございます。

○興梠生涯学習課長 生涯学習課関係の予算に

ついて御説明いたします。歳出予算説明資料の

生涯学習課のインデックスのところをお開きく

ださい。ページは481ページでございます。

一般会計予算で５億8,965万3,000円を計上い

たしております。以下、主なものにつきまして

御説明いたします。483ページをお願いいたしま

す。

まず、上から４段目の（目）社会教育総務費

でありますが、中ほどの（事項）成人青少年教

育費に１億1,535万2,000円を計上しております。

このうち、説明の欄、１の「放課後子ども教室

推進事業」でありますが、これは小学校の余裕

教室や公民館等を活用して、放課後や週末にお

ける子供の活動拠点を設け、地域の方々の協力

を得ながら、体験活動や学習等を行うことによっ

て、地域で子供を育てる取り組みを推進するも

のでございます。

また、２の「学校支援地域本部事業」につい

てでありますが、これは原則として中学校校区

ごとに学校支援地域本部を設けまして、地域の

方々がボランティアとして学校が必要とする支

援活動に参加することによりまして、地域で学

校教育を支援する体制づくりを進めるものでご

ざいます。

７の新規事業、「企業の力を教育に！「みやざ

きの教育」アシスト事業」につきましては、後

ほど教育委員会資料で御説明させていただきま

す。

次の（事項）家庭教育振興費につきまして

は、659万4,000円を計上しております。説明の

欄、１の「ふれあい子育て支援推進事業」につ

いてでありますが、（１）子ども生活リズム向上

支援推進事業では、子供の望ましい基本的な生

活習慣を育成しながら、生活リズムの向上につ

いて、啓発普及を図ることを目的に、県ＰＴＡ

連合会と連携しまして、実践活動や研修会を行

うこととして、家庭の教育力の向上を図るもの

でございます。

（２）の「親子のきずな」応援事業では、保

護者が自信を持って子育てに取り組むことがで

きますよう、地域での学習機会の充実を図ると

ともに、家庭教育支援者の養成、また家庭教育

の事業者を啓発する取り組みなどを行うもので

ございます。

次の484ページをお願いいたします。
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一番上の欄、ここには引き続き（４）の改善

事業としまして、「みやざきの子ども読書活動推

進事業」に198万4,000円を計上しております。

これは第２次の宮崎県子ども読書活動推進計画

の策定や国民読書年であります本年の全県的な

機運の醸成を図るための宮崎子ども読書活動推

進フォーラムの開催でありますとか、また、指

導者の養成講座の実施や県立図書館の移動図書

館車「やまびこ」というのがございますが、こ

れを活用しまして、市町村の子育て支援センター

等において、読み聞かせ会などを行うものでご

ざいます。

次に、その下の（事項）生涯学習基盤整備事

業に670万9,000円を計上しております。このう

ち、説明の欄２の生涯学習情報提供相談体制の

整備でありますが、これは４月１日から運用を

開始します生涯学習の情報の提供を行うための

新しいホームページ、これは本年度新たにリ

ニューアルしたものでございますけれども、こ

れの維持管理等に係る経費であります。

次に、中ほどのやや下にありますが、（目）図

書館費の（事項）図書館費に7,620万1,000円を

計上しております。これは説明の欄１の管理運

営費にございますが、図書館の維持管理などに

要する経費でございます。

次の（事項）奉仕活動推進費には１億1,026

万3,000円を計上しております。主なものといた

しましては、説明の欄１の資料整備費について

でありますが、これは図書等の購入に要する経

費でございます。

次は、485ページをお願いいたします。一番上

の２の奉仕活動費でありますが、これは主に図

書を管理するためのコンピューターシステムの

維持管理に要する経費や、図書の貸し出し返却

整理など館内サービスに要する経費でございま

す。

８の県立図書館蔵書記帳電子化事業でありま

すが、これは県立図書館が所蔵する貴重な歴史

資料につきまして、データベース化やデジタル

画像化を行うものでございます。

次に、中ほどにあります（目）美術館費の（事

項）美術館費に１億7,408万4,000円を計上して

おります。このうち、説明の欄、２の管理運営

費でありますが、美術館の維持管理などに要す

る経費でございます。

次の（事項）美術館復旧活動事業費に8,402

万6,000円を計上しております。このうち、説明

の欄、３の特別展費でありますが、平成22年度

も県民のニーズにこたえる企画など、効果的な

組み合わせに配慮しながら、年３回の特別展を

開催するための経費であります。

次の４の美術講座等についてでありますが、

これは国内で活躍中の作家を招聘しまして、県

立美術館で作家の作品制作状況を公開するなど、

県民が作家、芸術家と直接触れ合う機会を提供

するものでございます。

歳出予算の説明につきましては以上でござい

ます。

次に、新規事業を御説明いたします。恐れ入

りますが、委員会資料に戻っていただきまし

て、12ページをお願いいたします。

「企業の力を教育に！みやざきの教育」アシ

スト事業であります。本事業は、１の事業目的

にありますように、企業等がお持ちになってお

られる専門性や人材など、これらは見方を変え

ますと、大変貴重な教育的資源ということにも

なりますが、これらを活用するための仕組みづ

くりを進めることによりまして、企業に積極的

に教育活動に参画していただける環境を整備し

まして、地域ぐるみの教育の普及発展を図るこ
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とを目的としております。２の事業内容にあり

ますが、初めに（１）のアシスト企業との連携

による教育支援システムの構築であります。ま

ず、①としまして、学校の事業支援や講話など、

教育的資源を提供していただける企業、それを

アシスト企業と表現しておりますが、その募集

を行いまして、活用しやすいよう企業バンクを

構築し、県民や学校などの関係先に対して周知

を図るものでございます。②では、企業力を活

用した教育環境づくりの機運を高めるために、

現在、３カ所で講演会やパネルディスカッショ

ンなどのイベントを宮崎の子供教育というか、

これ10月でございますけれども、これに合わせ

て実施するというものでございます。また、一

方で③にありますように、企業等からの要請に

応じまして、社員研修会等に家庭教育に関する

ことなどに関しまして、県教育委員会が積極的

に講師を派遣しようとするものでございます。

次に、（２）の地域教育ネットワーク会議の開

催でありますが、これはアシスト企業や関係団

体の代表による会議をもちまして、本事業の広

報・検証を行いまして、円滑な推進を図るもの

でございます。事業費としましては320万を計上

しております。本事業によりまして、教育に関

心のある多くの企業等が学校支援活動などにか

かわっていただくことによりまして、地域ぐる

みでの教育環境づくりがさらに推進できるもの

と考えております。生涯学習課は以上でござい

ます。よろしくお願いいたします。

○川崎スポーツ振興課長 スポーツ振興課関係

について御説明いたします。歳出予算説明資料

のスポーツ振興課のインデックスのところ、ペー

ジでいいますと487ページをお開きください。一

般会計で10億5,828万7,000円をお願いしており

ます。以下主なものにつきまして事項別に御説

明いたします。489ページをお開きください。

上から５段目の事項名、学校体育指導費

に3,563万2,000円を計上しています。これは主

に体力向上に関する教育活動への支援及び運動

部活動への指導者派遣などを行う、２の「明日

の宮崎を担う「子ども体力アップ事業」」など、

学校体育の指導に要する経費でございます。

490ページをお開きください。事項名、スポー

ツ施設管理費に３億9,762万円を計上しておりま

す。主なものは、１の県体育館や総合運動公園

施設の指定管理者への管理委託費に要する経費

でございます。

次の事項名、健康教育指導費に1,774万円を計

上しております。これは主に専門医を学校に派

遣し、相談活動などを行う５の「心すこやか体

いきいき健康教育推進事業」や、学校における

食育を推進するための６の「のびのび食育実践

事業」など、健康教育や食育の指導に要する経

費でございます。

次の事項名、保健管理指導費に4,712万4,000

円を計上しております。これは主に２の県立学

校児童生徒に対する各種健康診断や、３の環境

衛生管理費など、健康管理に要する経費でござ

います。

491ページをごらんください。事項名、学校安

全推進費に１億3,893万7,000円を計上しており

ます。これは学校の管理下における児童生徒の

負傷や疾病に対する医療費等の給付に要する経

費でございます。

次の事項名、体育大会費に１億4,885万2,000

円を計上しております。主なものといたしまし

て、まず１の国民体育大会経費は、県選手団の

派遣等に要する経費でございます。

なお、４の宮崎チャレンジマッチ開催事業

に100万円を計上しておりますが、内容につきま
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しては、後ほど常任委員会資料で御説明いたし

ます。

次の事項名、体育振興助成費に8,221万1,000

円を計上しております。これは主に（５）の財

団法人宮崎県体育協会などの各種団体や、各種

大会の開催に対する助成に要する経費でござい

ます。

次に、事項名、競技力向上推進事業に１億6,300

万8,000円を計上しております。

492ページをお開きください。主なものといた

しまして、まず（１）の選手強化対策事業は、

選手の県内外への遠征や強化合宿に対する支援

に要する経費でございます。なお、（３）のジュ

ニアアスリート養成事業に508万円を計上してお

りますが、内容につきましては、常任委員会資

料で御説明いたします。

引き続きまして、主な新規改善事業について

御説明いたします。お手元の常任委員会資料を

お願いいたします。13ページをお開きください。

宮崎チャレンジマッチ開催事業について御説

明いたします。これまでの約30年間、各報道機

関等と連携して実施してまいりました宮崎女子

ロードレース大会が今年度をもって終了いたし

ましたが、この大会で培いました連携体制を継

承し、県内スポーツ協議の活性化を図るため、

今回、新たな取り組みとして計画したものでご

ざいます。

まず、１の事業の目的でございますが、本県

に全国的な高等学校等の強豪チームを招待して、

小中学生との交流イベントや、本県の有望チー

ムとの招待試合を開催することにより、小中学

生のスポーツに対する意欲を喚起するとともに、

高校生等の競技力向上を図るものでございます。

２の事業内容でございますが、ただいま申し

上げました交流イベントや招待試合を開催いた

します。また、開催に当たっては、各報道機関

との連携によりまして、幅広く広報活動を行い、

県民の皆様のスポーツへの関心を高めるものに

したいと考えております。

なお、３の事業費につきましては、関係機関

が相互に経費を負担して事業を実施するため、

県の負担分として100万円を計上しております。

次のページをお開きください。

ジュニアアスリート養成事業について御説明

いたします。

まず、１の事業の目的でございますが、この

事業は、中長期的な視点に立って、ジュニアア

スリート小中学生を養成することにより、スポー

ツを通した子供たちの健全育成と競技力の向上

を図るものでございます。

２の事業の内容でございますが、20競技にお

きまして、（２）の小中学生の合同練習会を中心

としたアスリート養成事業を競技団体の実情に

応じまして、下記の①から③の内容で取り組む

ものでございます。①では、県内トップレベル

の選手を継続的に育成するために、小中学生選

抜チームの要請を行います。次に、②では未普

及競技を中心にスポーツ教室を実施していく中

で、タレント、将来の有望選手を発掘し、選手

の養成を行うとともに、競技人口の拡大を目指

すものでございます。また、③においては、指

導技術の向上を図るため、指導者を対象とした

栄養学、メンタルトレーニング等の研修会を実

施いたします。このようなさまざまな取り組み

を行いながら、本県のジュニア層の継続的な養

成を図ってまいりたいと考えております。

なお、３の事業費につきましては、508万円を

計上しております。以上でございます。

○清野文化財課長 文化財課の当初予算につい

て御説明申し上げます。歳出予算説明資料、文
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化財課のインデックスのところ、493ページをお

願いいたします。

平成22年度の当初予算といたしましては、10

億8,061万5,000円をお願いいたしております。

以下、その主なものにつきまして御説明申し上

げます。おめくりいただきまして495ページをお

願いいたします。

上から５段目の（目）文化財保護費、（事項）

文化財保護顕彰費に5,307万7,000円計上いたし

ております。その主なものは、説明欄の９の西

都原古墳群活用促進ゾーン整備事業2,2 3 2

万1,000円であります。これは西都原古墳群内の

南側に位置します第１古墳群を主たる対象域と

する整備を進め、同古墳群全体の利活用の一層

の促進を図るものであります。

また、10の新規事業、指定文化財等活用促進

事業に367万5,000円を計上いたしております。

これは指定文化財等の情報や文化財マップ、見

学ルート等をウェブ上で公開し、文化財への理

解やなれ親しむ機会を拡充するものであります。

次に、496ページをお願いいたします。上から

２段目、（事項）埋蔵文化財保護対策費に６

億4,431万6,000円を計上いたしております。そ

の主なものは、説明欄の４の国道発掘調査１億52

万1,000円、５の東九州自動車道発掘調査４

億6,961万8,000円であります。これらの事業は、

国道及び東九州自動車道の新直轄区間につきま

しては国土交通省から、また新直轄以外の東九

州自動車道につきましては西日本高速道路株式

会社から委託を受けて実施するものであります

が、その財源につきましては、いずれも各事業

者の全額負担となっております。

次に、497ページをお願いいたします。

上から３段目、（事項）博物館資料整備費

に1,634万9,000円を計上いたしております。そ

の主なものは、説明欄４の改善事業、総合博物

館民家園環境整備事業及び５の新規事業、総合

博物館収蔵資料整理促進事業であります。総合

博物館民家園環境整備事業につきましては、総

合博物館敷地内にございます民家園をより県民

に親しまれる場として活用するため、民家園行

事の充実等を図るとともに、老朽化しておりま

す民家の保存整備計画策定のための現況調査を

実施するものであり、事業費266万9,000円を計

上いたしております。

５の総合博物館収蔵資料整理促進事業につき

ましては、常任委員会資料で御説明させていた

だきます。

それでは、委員会資料の15ページをお願いい

たします。総合博物館収蔵資料整理促進事業に

ついてであります。

１の事業の目的でありますが、総合博物館の

収集資料及び寄贈資料のうち、未整理のものの

登録や登録資料の再点検を進めることによりま

して、最新の成果を展示や講座等に生かすとと

もに、学校等への資料の貸し出しなど、有効活

用を図るものであります。また、本事業の実施

によりまして、雇用調整に伴う離職者の一時的

な雇用の確保を図るものでもあります。

２の事業の内容でありますが、まず、（１）に

記述しておりますとおり、資料整理員により、

未整理資料の登録、登録資料の再点検、写真等

のデータ入力を行うこととしております。資料

整理員につきましては、（２）のとおり、年間で

８名の雇用を予定しており、雇用期間は１名に

つき６月、事業年度は平成22年度限りとしてお

ります。

３の事業費につきましては、宮崎県緊急雇用

創出事業臨時特例基金事業費を活用し、703

万5,000円を計上いたしております。
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次に、債務負担行為について御説明いたしま

す。別冊資料、平成22年２月定例県議会提出議

案、平成22年度当初分の11ページをお願いいた

します。１番下の段でございますが、埋蔵文化

財センター調査研究室臨時増設事業（東九州自

動車道関連）であります。これは東九州自動車

道関連の発掘事業に伴う調査研究室として、平

成13年度からプレハブ建築物を借用し、埋蔵文

化財センター内に設置しておりまして、これま

でも債務負担行為を行っているところでござい

ますが、さらに継続して発掘調査を行う必要が

あることから、平成22年度から３年間の債務負

担行為を行うものであります。文化財課につき

ましては、以上でございます。よろしくお願い

いたします。

○厨子人権同和教育室長 人権同和教育室につ

いて御説明を申し上げます。もう一度分厚い平

成22年度歳出予算説明資料に戻っていただきま

して、人権同和教育室のインデックスのところ、

ページでいいますと、499ページをお開きくださ

い。

一般会計で1,031万2,000円をお願いいたして

おります。以下、事項別に御説明申し上げます。

１枚めくっていただきまして501ページをお開き

ください。

（目）事務局費、（事項）人権教育総合企画費

に872万円を計上しております。このうち、説明

欄の１、人権教育総合企画の推進に712万2,000

円を計上しておりますが、これは身近な人権問

題等を扱った啓発資料、「ファミリーふれあい」

の作成や、小・中・高等学校と家庭・地域が連

携した人権教育の実践研究、そして、参加体験

型学習の指導者の養成等に要する経費でござい

ます。

次に、（事項）人権教育連絡調整費に159万

2,000円を計上しております。これは市町村教育

委員会や人権教育関係団体との連絡調整、人権

教育の調査指導に要する経費でございます。以

上です。よろしくお願いいたします。

○横田委員長 ありがとうございました。執行

部の説明が終了いたしました。ただいま説明が

ありました議案についての質疑がありましたら

お受けいたします。

○中野明議員 489ページの社会体育指導費の

中の４、総合地域スポーツクラブ育成事業、そ

れと絡めて、14ページ、ジュニアアスリート養

成事業、私も最近地元にいると、少年野球とか

少年サッカーとかいろいろ交流があるんですよ。

２～３日前、小学校６年生のお別れ会があった

んですけど、いろいろ聞くと、親御さんたちが

大変なようです。出費とも。それでジュニアア

スリート養成事業の中の、事業の内容の小中学

生選抜チーム養成の中の、この小学生のトップ

レベルを選抜するときは、どういう方法でやら

れるんですか。

○川崎スポーツ振興課長 各競技団体によって

いろいろ違いますけれども、例えば、県のバト

ミントン協会がこういったジュニアアスリート

を養成しておりますけれども、各バトミントン

の大会を小学生の低学年・中学年・高学年、ま

た中学生・高校生等いろんな形で年齢別に学年

別にやっておりまして、その中での県のトップ

の選手たちを定期的に集めまして、小学生は小

学生で、中学生は中学生で、そういったトップ

レベルの選手たちを養成しているという内容で

ございます。

○中野明委員 例えば、小学生の野球チーム、

これの選抜はどういう方法になりますか。

○川崎スポーツ振興課長 野球チームについて

は、非常にチーム数が多うございまして、県で
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単独１チーム、２チームというようなことはな

かなか難しゅうございますので、そういったも

のにつきましては、各地域ごとの、地区ごとの

取り組みというようなことで競技団体のほうは

取り組んでいるというふうに考えているところ

でございます。

○中野明委員 それと、いろいろ野球なんか

ユニホームそろえたりとか、かなり金が要る。

土日になったら遠征に行ったりとか、ある程度

家庭的に余裕がないとかなり厳しいとか、そん

な話も聞くんですけれども、その中で私が聞い

たのは、地区に少年野球チームがあるじゃない

ですか。それを県のそういう団体があるんです

かね。例えば、総合クラブ、スポーツクラブ育

成事業とか、小学生のそういう野球少年団、少

年団の野球、少年団の協会みたいなものがある

んですかね。

○川崎スポーツ振興課長 小学生のスポーツに

つきましては、大きく２つあるかと思います。

１つは、県の体協に加盟しておりますスポーツ

少年団の組織の中に入っている少年のスポーツ

団体、もう一つは、県のスポーツ少年団に入ら

ない、競技団体に加盟している団体と２つござ

いまして、県の体協は主にスポーツ少年団につ

きましては、県の体育協会を通じまして、組織

がしっかりしてございますので、そちらのほう

で指導・支援してまいります。また、ほかの各

競技団体に加盟している小学生を中心とした

チームにつきましては、競技団体を通じまして

指導・支援していくということで、県内にはそ

ういった大きく２つグループで構成されている

というふうに認識しております。

○中野明委員 県のスポーツ、そういうとこ

ろには県から補助金が出ている団体もあるわけ

ですか。

○川崎スポーツ振興課長 このジュニアアス

リート事業につきましては、国体種目は40競技

ございますけれども、野球につきましては、軟

式野球連盟を通じまして、そういった流れが支

援等の流れは末端まで行くというふうに認識し

ております。

○中野明委員 だから、私が言いたいのは、

本当にこの間、夜、そういうお別れ会に行った

ら、監督が「静かに」と言ったら、ばあっと一

発で静かになるんですよ。本当にやっぱりそう

いう少年時代の野球チームとかサッカーチーム、

しつけとかそういう面では物すごい。学校では

入学式に行っても、「静かに」と言ってもわあわ

あ言って先生の言うことはきかんけど、かなり

少年時代のそういう野球とかソフトボール、い

ろいろあるんですよ。いろいろ遠征に行くため

に寄附金をもらいに来て、私は出せんけど、う

ちのが出していますけどね。それで私が聞いた

のは、みんな野球やらユニホームからいろいろ

そろえると、かなり出費がかさんで、そしてな

おかつ遠征費、送り迎えとか、かなりかかって

いるらしいんです。したら、そういう協会に加

盟するためか、協会費を年に３万円出さんとい

かんという話なんですよ。何かそれぐらいはやっ

ぱりいろいろスポーツ強化の話もありますけど

ね、何かそこ辺ぐらいまでは県の協会に加盟す

るのに、地区団体、地区のクラブが会費を３万

円ぐらい出さんといかんという話だったんです

よ。だから、そこ辺も、監督とか、今うち辺の

監督は前西とかいってドラフト１位でヤクルト

に行った野球選手、うち辺に来るんです。１年

間それこそボランティアですよ。土日やって。

この間は、夜、父兄からお礼があったが、何ぼ

ぐらい入っちょっとじゃろうかいと言ったら、

３万だという話です。１年間のね。みんなそう
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いうところでやっぱりスポーツ、いろいろやっ

ている中で、せめて親団体の加入費、それぐら

いは何か行政として無料でやってもいいんじゃ

ないかなと思うのですよ。中学生になると、ク

ラブ活動があるからいいけど。

それと、もう一つ聞いたのは、せっかく青少

年野球チームで一生懸命やったけど、いろんな

ほかのサッカーとか、今度は中学校に行ったら、

やっぱり部活の先生、それぞれついているでしょ

うけど、体育の先生もそれ専門じゃないから、

やっぱり今、私はいろいろ学力向上についての

いろんな職員、先生も異動になったけど、そう

いうスポーツ関係も、何かあんまり事業名は聞

かんのだけど、やっぱり私の同級生も寺岡とか

野球で引退している人がおりますけど、やっぱ

り地区ごとにそういうその道を選んだスポーツ

の経験者もおるんですよね。何か部活とかそう

いうので今後、学校のほうで土日、そういう人

たちをするとか、いろんなこう見ると、学力向

上のための何か職員増加はあるみたいだけど、

そんなのは余り聞いたことがないんだけど、そ

ういう今システムはないんですよね。学校で例

えば部活で専門的にそういう経験者を指導者と

して一部雇用するとか、なければないでいいん

です。

○川崎スポーツ振興課長 中学校の指導者につ

きましては、本来は教員が指導するのが望まし

いんですが、なかなか専門的な指導者がいない

ということもございまして、地域の方々の指導

力をいただきまして、外部指導者ということで、

たくさんの指導者を中学校の部活動の指導とし

て迎え入れているところでございます。過去、

それに対しまして、報償費等お願いしておった

んですけれども、非常に数が多くなりまして、

現在、高等学校の外部指導者に対して、30名分

の支出をしているということでございます。現

在、スポーツエキスパート活用事業というのが

ございまして、2,000円掛けの20回、年間４万円

程度の謝金を出しているところでございます。

○中野明委員 勉強も大事だけど、算数でい

ろいろサイン、コサイン習ったって、一生かかっ

て足し算、引き算、掛け算、割り算しか使わん

のだから、一生使ってね。もうちょっと私はそ

ういうしつけというか、規律とか集団生活、そ

ういうのが必要じゃないかな。最近いろいろ思

い出したんですけどね。ぜひ、本当に小学生で

も、スポーツ少年団というのもみんなボランティ

アみたいですわ。そんなので、何かぜひ、優秀

な指導者もいるから、ぜひいろいろ今後、新規

事業には間に合わんでしょうけれども、来年ぐ

らいぜひ何か考えてほしいなと、要望しておき

ます。

○横田委員長 ほかございませんか。

○中野一則委員 ページは477ページ、教職員人

事費の中の新規事業、中学校１年生少人数学級

推進事業についてお尋ねいたしたいと思います。

別冊がありますので、別冊でお願いしたいと思

うのですが、今度中学校の１年生から35人学級

を実施するわけですけれども、モデルとして20

年・21年度、このモデル校６校で調査されてい

るわけですけれども、その子たちはちょうど平

成14年からの小学校１年生から実施された、小

学校も少人数学級ですわね。この子供たちから

の分が減らされているわけですが、それで、順

番にさかのぼっていくと、小学校１年生が平成14

年から、２年から実施したのが平成16年からで

すけれども、その小学校の中の成果でも、きめ

細かな指導ができた、円滑な適用や基本的な整

備習慣の習得の成果がありますが、この14年か

ら実施、15年までは１年間でしたよね。16年か
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らの分は２年間なんですけれども、ここに２年

間したのと１年間した成果の違いというのがあ

りますか。

○阿南教職員課長 小学校1年生につきまして

は、平成14年度から始まったわけで、現在も続

いております。それから、小学校２年生につい

ても、平成16年から実施しまして、現在も続い

てきておるところでございます。

○中野一則委員 いわゆる平成14年、15年は１

年生だけしか少人数学級をしなかったんですよ

ね。16年からはこの事業がついているわけだか

ら、ずっと２年間ずつ少人数学級で教育してい

るわけでしょう、今日まで。その１年間した子

供たちと、２年間少人数学級の人たちで、その

成果の違いがあるかと聞いているんだけど。

○阿南教職員課長 具体的に１年と２年間の違

いでどのような成果の違いがあったかというこ

とについては、私のほうは掌握しておりません

けれども、２年間をかけることによりまして、

まず１年目には学校生活への円滑な適用がス

ムーズにいけたと。２年間かけることによって、

それにさらに加わりまして、基本的な生活習慣

の習得等が根づいたといいますか、効果として

大きくあらわれているというふうに考えており

ます。

○中野一則委員 えらい細かく調査も成果も具

体的に把握もせずにおって、えらい書いてある

ことはきれいごとがずっと書いてあるのよな。

本当に少人数学級を実施したことで、１年間な

いし２年間、今日までしている、その以前はし

ていない。その差ですよね。書いてあることは

成果が出ていると書いてあるわけだから、その

違いは調べておって報告してもらわんといかん

と思うのですがね。そうしないと、中学校に入

るときのその成果の違い、モデル校６校につい

ては、小学校時代に１年間だけ少人数教育をし

ているんですよね。残念ながら、１年生、２年

生と２年間した子供たちのモデルはないんです

よね。だから、この違いを、どのぐらい成果が

あったのかということを、成果があったから中

学校もしたいわけでしょう。

○阿南教職員課長 モデル校につきまして、２

カ年間実施をしてわけでございますけれども、

その効果としては、入学後の導入がスムーズに

でき、学級が落ち着いている。生徒に目が行き

届くので、きめ細やかな指導ができる。問題が

ある場合に早目に対応でき、生徒指導面で効果

的であった。個別の学習指導がしやすく、生徒

一人一人に活躍の場が与えられるので、学習面

でも効果が期待できるというような検証結果が

出ております。また、不登校につきましても、

中学１年生、割合としては……。

○中野一則委員 私が聞いているのは逆ですよ。

中学校のことは聞いていないんですよ。中学校

は今から少人数学級でしようということで、モ

デル校で６校したんだけれども、小学校のこと

がどういう成果かなと思って聞いているんです

よね。小学校１年間したのと２年間したのと、

その前全くしていない子供たちの差、やっぱり

成果が出ているということは、比較をしたから

成果が出ている話ですよね。そうしないと、美

辞麗句をただ書いた作文だということになりま

すよ。平成14年、13年までしてないんでしょう。

していないことでしたということで、14年・15

年度は１年間、16年からは２年間ずつ１年生・

２年生のときに少人数学級の教育をしているわ

けでしょう。そのことの成果が前文に４行で書

いてあるわけだから、その違いを、成果となれ

ば、違いがあったはずだから、それを聞きたい

んですよ。そのことを整理をして、中学校はど
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うかということを後で聞きたいんだけどね。

○阿南教職員課長 １年間と２年間の違いとい

うのは出てないんですけれども、アンケート調

査をした結果、教師の児童に対する見方、接し

方が改善したとか、児童生徒の発言・発表する

機会がふえ、授業につまずく児童生徒数が減っ

たとか、それから、平均欠席日数が減ってきて

いるというような結果が出ております。

○中野一則委員 そのことは平成13年度以前と

比較したデータがあるわけでしょう。ここでは

時間がないから言いませんが、そのデータの違

いを後で我々委員会で示してくださいよ。やっ

ぱりそういう根拠をもって、この文言を書いて

ほしいですからね。裏づけが欲しいんですよ。

そうしないと、よければ予算をたくさん取って、

２年・３年生にもせないかんでしょう。逆に私

は小学校１・２年は、少人数学級の教育をして

いる。３年からまたもとに戻るんでしょう。小

規模校が多いから、余りその体制は少ないかも

しれないけれども、戻した後の３年生から６年

生はどうなのかなという気もするんですよね。

そしてまた、中学校１年から１年間スタートす

るんでしょう。やはりその後、成果があるなら

あったという裏づけをもって、やっぱり論理づ

けたものをデータに基づいて審議して書いても

らわないと、余り今の説明ではものにできない

ような文言になりますよね。そのことだけを指

摘しておきます。この点はこれでよかろう。

○横田委員長 今のは数字的なデータというこ

とですか。

○中野一則委員 成果と書いてあるから、成果

のもとがあるはずだと言いたいんです。ただ、

何となくデータもなく書いて、少人数学級に本

当に移していいのかどうか。このマイナス面も、

これもだれか言われましたが、社会人になって

からの社会性を求められるための人数というの

はどのぐらいなのかとか、我々は小学校のとき

は60人学級でしたよ。教育長もそうだったと思

うけど、60人学級。中学校が約50人でした。ク

ラスが１クラスふえましたので。果たしてそれ

が35人でいいのかどうか。そういうことを聞き

たい。やっぱり参考にしたい。聞きたいんです

よね。後でいいですよ。

○横田委員長 それじゃ教職員課長にお願いで

すけど、後ほどで結構ですので、少人数学級の

成果・実績等をデータとしてお示しいただきた

いと思いますので、よろしくお願いします。

○中野一則委員 それから、495ページ、（事項）

文化財保護顕彰費、この中の先ほど９番目の説

明をされましたが、４番にも西都原古墳群の整

備事業というのがあるんですよね。この４番目

と９番目の違い、それから、後にも西都原古墳

群、479ページにも、これはマップ作成だけれど

も、予算が組んであるんですが、西都原古墳だ

け、この３つだけか、ほかにもあるかを、４と

９の違いを教えてください。

○清野文化財課長 まず最初、４番の特別史跡

西都原古墳群保存整備事業でございますが、こ

れは主な経費として古墳群の草刈り、すぐ草が

伸びるものですから、草刈りの経費が一番主な

ものでございます。それから、９番のゾーン整

備事業でございますが、これは西都原古墳群の

南のほうに第１古墳群というのがございまして、

この第１古墳群を中心としたゾーンとして整備

をしようということで、中身といたしまして、

第１古墳群にございます古墳の発掘調査、それ

から古墳の墳丘の復元、そういったことを予定

いたしております。もう一つが497ページの下の

ほうの３、「西都原古墳群地中探査・地下マップ

制作事業」でございますが、これは平成16年度
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から18年度３カ年で男狭穂塚と女狭穂塚の地中

探査事業を行いまして、この成果を受けまして、

平成19年度から５カ年計画で西都原古墳群全体

の地中探査、いわゆる電波を地下に発信しまし

て、その反射を見て地下にどういった遺構が残っ

ているか、空洞があるんではないかどうかといっ

たそういうことの調査をしているわけですが、

そういった調査を古墳群全体やりまして、地下

マップを作成し、この後の整備等につなげてい

くということでございます。

○中野一則議員 今言った以外に西都原に関す

る事業はないんですね。

○清野文化財課長 西都原に関する事業といえ

ば、西都原考古博物館がございますので、その

西都原考古博物館の運営そのものも西都原と関

連してくるということは言えると思います。

○中野一則委員 497ページの地下マップを作成

する事業、５カ年ということでしたが、これは

国の補助なんていうのはないんですか。一般財

源だけが財源になっているけれども。

○清野文化財課長 補助事業はございません。

県単事業でございます。

○中野一則委員 あと、じゃ西都原の建物に用

意した費用は別として、古墳に係る発掘とか整

備とかそういう事業、過去幾ら使ったのか。こ

れから後どのぐらいかかるのかを教えてくださ

い。

○清野文化財課長 これまでの平成７年から現

在のような整備を続けているわけですが、平成

７年から22年度計上しております予算まで合計

いたしまして、考古博物館の建設費を除いてと

いうことでございますので、除いて32億8,000万

でございます。

○横田委員長 将来どれぐらいかかるか。

○清野文化財課長 将来については、まだ推計

いたしておりません。

○中野一則委員 これについては、国の補助と

いうものも将来まだ期待されるわけですか。

○清野文化財課長 一部、もちろん国庫補助部

分もございます。ただ、今ちょっと手元で国庫

補助費が幾らというのがございませんので、し

ばらくお時間を下さい。

平成７年から22年までの事業費のうち、15億

程度が国庫補助が入っております。

○中野一則委員 先ほど、古墳群保存整備事業

が草刈り等というのが中心であったような説明

でしたが、これに1,500万円以上もかかるんです

か。

○清野文化財課長 西都原古墳群内に酒元ノ上

横穴墓群というのがございまして、これに覆い

屋をかけた施設がございます。この覆い屋の維

持管理、光熱費等、それから13号墳にも古墳の

主体部分、お墓の中が見えるような施設がござ

います。それから、そういったようなところの

維持管理、機械警備でありますとか電気代、消

防設備の管理、それから、覆い屋の上は植栽を

しておりますので、その植栽の管理と、先ほど

申し上げました古墳群の除草と集草、刈った草

を集める。そういったような経費でございます。

その中で一番大きいのが除草に要する経費だと

いうことでございます。以上です。

○中野一則委員 わかりました。それから、東

九州自動車道に関連しての中で、債務負担行為

が先ほど説明されましたが、この前の先週の補

正予算で、かなりの予算が減額でしたよね。あ

の減額に相当する分の今回の個々の予算の中身

というのは、どこになるわけですか。

○清野文化財課長 ページでいいますと496ペー

ジ、上のほうの埋蔵文化財保護対策費の５番、

東九州自動車道発掘調査費、４億6,961万8,000
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円でございます。

○中野一則委員 今回は、あと債務負担行為は

３年分でしたが、スムーズに調査がいく予定な

んですか。

○清野文化財課長 東九州自動車道を25年度中

に供用開始したいというふうに聞いております

ので、それに間に合うように、発掘調査は24年

度には仕上げなければならないというふうに考

えています。ただ、これもあくまでも用地買収

が済めばの話でございますので、用地買収の進

捗状況等を見ながら、できるところは確実に調

査しまして、高速道路の開通の支障にならない

ように頑張っていきたいと思っております。以

上でございます。

○中野一則委員 高速道路開通が埋蔵文化財の

調査でおくれたということがないようにはして

いただくように要望しておきます。

○横田委員長 ほかございませんか。

○松田副委員長 ６項目お願いいたします。

477ページ、教職員課です。２の（４）五ケ瀬

中等教育学校寮生活相談員の配置に関する経費

でありますが、これはほかの寮にはこういった

相談員はいらっしゃらないのか、五ケ瀬中等教

育学校だけが寮に関する相談員がいらっしゃる

のか、お聞かせください。

○阿南教職員課長 五ケ瀬中等教育学校に寮生

活相談員を配置しているだけでございます。こ

れは教職員の配偶者でございまして、寮に同じ

ように住みまして、生徒の相談等に応じている

ということでございます。

○松田副委員長 そうしますと、今後できてき

ます中高一貫校、当然寮ができるわけなんです

が、そちらのほうの寮にも同じように配置をさ

れるというふうに考えてよろしいわけでしょう

か。

○阿南教職員課長 これからできるところには

寮はできないというふうに聞いております。

○松田副委員長 失礼しました。次、いきます。

484ページ、生涯学習課、「みやざき子ども読書

活動推進事業」ですが、小中学校の図書購入費

が交付税のうち、なかなか全額が各県で図書購

入費に回っていないということです。また、こ

としは、国民読書年ということなんですが、宮

崎県、今読書購入費のほうの実態はどうなって

いるか、お教えください。

○興梠生涯学習課長 しばらくお待ちください。

○山本学校支援監 75％になっております。

○松田副委員長 75％が決して高くないとは思

うのですが、これは年々増加をしているのか、

改善というか、努力の傾向にあるのかどうかお

聞かせいただけますか。

○山本学校支援監 前年度比5.0ポイントアップ

しております。

○松田副委員長 ありがとうございます。一番

低かった青森が42％とか、千葉は51％とかあり

ますので、それから見るとよろしいのかと思い

ますが、九州のほかの県と比べたらどんなもん

でしょうか。データがあれば。なかったら後で

結構です。

○山本学校支援監 ちょっと後で準備します。

○松田副委員長 485ページ、これは奉仕活動推

進事業の中で、９番の郷土資料情報提供サービ

ス充実事業とあります。内容を詳しくお教えい

ただけますか。

○興梠生涯学習課長 これは緊急雇用対策で実

施している事業でございまして、特に宮日新聞

あたりの郷土の新聞、これはデータベース化す

るという作業を行っているものでございまして、

この予算を計上しております。

○松田副委員長 そうしますと、奉仕活動推進
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に要する経費、全部で10項目ありますが、これ

はすべて緊急雇用のほうの支出金と考えてよろ

しいんでしょうか。

○興梠生涯学習課長 そうでございます。

○松田副委員長 ありがとうございます。続き

まして、スポーツ振興課491ページ、今回の宮崎

チャレンジマッチ開催事業なんですが、大変有

意義な事業かと思います。先ほどの説明の中で、

チャレンジマッチ開催事業の中で、派遣する県、

迎える県、双方の負担によるということでした

が、もう既に、お迎えするスポーツ団、あるい

はお送りする県のほうが決まっているというふ

うに考えてよろしいんでしょうか。どうなって

いるんでしょうか。

○川崎スポーツ振興課長 双方の負担というこ

とではございませんで、県と宮崎日日新聞、Ｍ

ＲＴ、ＵＭＫ、今まで女子ロードで協力いただ

いていたマスコミの会社と県と体育協会、宮崎

市、一緒になってお金を出し合ってということ

でございます。

○松田副委員長 わかりました。ありがとうご

ざいます。そうしますと、この100万で大体何チー

ムぐらいお招きすることができるものなのか、

もう算出はできておりますでしょうか。

○川崎スポーツ振興課長 今年度につきまして

は、本県が１チーム、相手チームが１チームと、

２チームを考えております。

○松田副委員長 ５番目、文化財課、495ページ、

文化財保護顕彰に関する経費で、８番目、「民俗

文化財等後継者育成事業」が95万2,000円なんで

すが、昨年の実績をお聞かせください。

○清野文化財課長 この民俗文化財等後継者育

成事業の内容は２つから成っておりまして、１

つが民俗芸能団体、それが県内各地に伝わって

おります民俗文化財の保存伝承事業への助成を

行います文化財伝承活動支援事業で、これは予

算が81万でございます。

それから、もう一つは、文化財の保護をテー

マにしまして、文化財愛護少年団が市町村の枠

を超えた交流体験活動を行う愛護少年団地域間

交流事業を行っておりまして、これが14万2,000

円でございます。この昨年度の実績でございま

すが、昨年度伝承活動支援事業といたしまして、

９件で81万円の執行の予定でございます。それ

から、地域間交流事業につきましては、21年、

本年度は、文化文教国際化所管の日本の原点・

宮崎の郷土芸能伝承事業と協力しまして、郷土

芸能大会inのべおかにおいて交流会を行いまし

た。以上でございます。

○松田副委員長 団体助成金は申請額の半額補

助であったと思いますが、すべてそれでよろし

いんですよね。

○清野文化財課長 ２分の１の補助でございま

す。

○松田副委員長 ９件81万ということは、その

うち45万分がそれぞれの各団体の手出しであっ

たと思うのですが、申請団体は９件だけだった

んでしょうか。それともほかに申請があったと

いうことでしょうか。

○清野文化財課長 今年度は予想以上に申請が

多く上がりまして、４団体ほど今回補助できな

い状況でございました。４団体のうち１つはこ

の支援事業にちょっとふさわしくないのかなと

いう事業が一つございました。それと、あと３

件につきましては、過去の補助実績もあります

ので、まだ新たなところを優先してやりたいと

いうことでこういう結果になっております。以

上でございます。

○松田副委員長 今年度95万2,000円は、どれぐ

らい増額になっているものなのか、増減をお聞
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かせください。

○清野文化財課長 21年度と同額でございます。

○松田副委員長 ぜひ増額をしていただきたい

と思うのですが、文化財保護だけじゃなしに、

宮崎県が今、部局横断でやっていますいきいき

集落事業あるいは一村一祭事業においても、そ

の中心となるのはイベント、郷土芸能といった

ものが核になるかと思います。その中において、

過去は特に中山間地域が手を挙げているところ

が多いんですが、中山間地域は御存じのとおり、

子供も少ないですし、また郷土芸能を発掘しよ

う、伝承しようと思っても、昔のように奉加帳

を回してもお金が集まらずに頑張っている、苦

労している状態にあります。そこで、ただ単独

に教育委員会だけじゃなしに、他の部局と連携

して、やはりこういった郷土芸能を保存発掘の

費用をもっと多くつける。もう一つは、補助額

を半分、五分五分ではなしに、100％とか、ある

いは９対１とかいう形でもっと使いやすい形で

枠を拡大してはいかがかと思います。それがす

なわち先ほどほかの部局でもあったんですが、

県外へ流出する人材をあたら県外に出さずに、

やはり県内にとどめ置くことの一端にもなろう

かと思います。例えば、私の知り合いの子でも、

神楽を舞いたいがゆえに、地元に近い企業を選

んだとか、わざわざＵターンをしてきたという

事例も幾つかございます。そういった観点から、

もう少しこの事業を拡大することはできないか、

いかがでしょうか。

○清野文化財課長 おっしゃる意味、よくわか

るんですが、まず、現在やっている支援事業の

規模でございますが、確かに今年度は若干希望

に沿えない部分もありましたが、おおむねこの

民俗芸能団体に対して、用具とか衣装の購入と

か、そういったようなこと、それから記録保存

にかかる経費について援助しているものでござ

いますが、大体申請額そのものが余り大きい額

ではなく、もちろん副委員長がおっしゃったよ

うに、これは補助率が高ければまた話が違うと

いうことにはなるかもしれませんけど、現在、

県単補助に対する厳しい風もございますので、

そういったことも考えますと、なかなか実態か

ら言って、現在の２分の１補助を仮に維持する

とすれば、なかなか大きな額は、それこそ事業

としては各団体も起こすのは難しい。したがっ

て、規模的にはそんなに拡大は望めないのでは

ないかというような印象は持っております。そ

れと、さらに市町村もいろんな似たような事業

を持っておられます。さらには民間の制度もご

ざいます。それぞれ助成を希望する団体がそれ

ぞれのニーズに応じて選択され、包括的に利用

されているものというふうに思っております。

私どもとしても、特に民間団体の制度等は周知

に努めていきたいというふうに考えております。

以上でございます。

○松田副委員長 うちはさればこそ民間団体、

市も含めまして、さっきおっしゃった道具の購

入費用は出るんですが、交通通信費用というの

はなかなか賄えません。さっき、チャレンジマッ

チのほうがありましたが、そういった神楽を舞っ

ている、あるいはいろんな郷土芸能をしている

子供たちの交流は盛んなんですが、その派遣交

通費というのはなかなか捻出できないのが中山

間地域における団体の悩みであります。その部

分にも目を当てていただいて、使える補助金の

枠を広げるとか、とにかく宮崎県の子供たちを

育てるといった視点で、この事業をもっと力を

入れて頑張っていただきたい、このように思い

ます。

○興梠生涯学習課長 先ほどは副委員長の御質
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問にちょっと取り違えがございまして、訂正さ

せていただきます。485ページ、後のほうの御質

問で、これ10項目全部が緊急雇用かという意味

でございます。申しわけございません。これは

９番の郷土資料情報提供システム充実事業のみ

でございまして、昨年に引き続きまして、緊急

雇用分で措置をしたいということで考えており

ます。以上でございます。

○松田副委員長 497ページ、博物館資料整備事

業の中の４番、総合博物館民家園環境整備事業

がございます。その中で、民家園に対する要望

で、民家園、大変すばらしい施設であり、よく

宮崎にこれだけの民家をそろえていただいたな

と思うのですが、残念なことに、さくで囲って

おります。ちょうどサファリーパークで生で動

物を見るのとさく越しに動物を見るのは違いが

あるぐらいに、こういった興味を持たれる来園

者の方にはちょっと失望感も多いということを

聞いておるんですが、これはどうしても金網の

さくは必要なんでしょうか。

○清野文化財課長 副委員長がおっしゃったさ

くというのが、昨年度の事業で、昨年度の途中

までは民家１軒ごとにさくがございました。昨

年度の事業で、中のさくは取りまして、大枠だ

けにいたしました。ただ、これはないと、防犯

上、そこは人が自由に通れるところでございま

すので、最低限それは必要だということで、そ

のさくは設けております。以上でございます。

○松田副委員長 了解いたしました。ありがと

うございました。以上です。

○横田委員長 副委員長が先ほど子供読書活動

推進事業に関して、九州各県の比較をと言いま

したけど、提出してもらったほうがいいですか

ね。その比較の数字を。

○山本学校支援監 九州各県の状況でございま

すが、やはりどの県も措置率は100を切っており

ます。宮崎県も75でございますが、他県を悪く

言うわけじゃありませんけれども、72とか74と

いう県もございます。

○中村委員 492ページですが、選手強化、いわ

ゆる今年の国体の順位が46番目と、だれも言わ

なかったものですから、ちょっとお話ししたい

んですが、この選手強化費の１億4,928万7,000

円、これのどういう流れになって予算が流れて

いるのかが１つと、それから、国体で前ずっと

低迷しておったころに、特別委員会を２年間ぶっ

続けで立ち上げて、選手強化をやったことがあ

るんですが、調査したことがあるんですが、一

時上がっていたんですが、また最下位あるいは

下から２番目と低迷をしております。だから、

１つは、私は教育委員会がすべてスポーツを国

体等々にやるのは無理があると。やっぱり小学

校・中学校・高校・大学までは教育委員会の管

轄でもいいけれども、あとの一般人については、

商工観光労働部あたりと提携・連携を保ちなが

ら、一般の選手を把握するとか、あるいはまた

企業にいい選手をとってもらう段取りを担う役

目をそっちにやってもらうとか、そういった方

法を考えていただきたい。呼びに来ましたので

帰りますけれども、後で予算の配分を下さい。

どういう流れで選手強化がなっているのか。

○横田委員長 中村委員は議長の公務というこ

とで今から出かけられるということでお許しい

ただきたいと思います。

○川崎スポーツ振興課長 後で議長のほうには

またお持ちしますが、一応選手強化対策費につ

きましては、中心的な役割は宮崎県体育協会の

ほうにお願いする流れが１つと、高校生、中学

生につきましては、各高体連、それから中体連、

そういった体連の強化推進校、もしくは競技力
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向上推進校、そういったところに強化費等流れ

ていくところでございます。

○丸山委員 教職員課のほうにお伺いしたいん

ですが、478ページの免許事務費の４番目の昨年

始まった事業なんです。国のほうの免許更新制

度事業のことなんですが、これは昨年やられて、

我々からすると、古い、昔習ったのと、今新し

く大学のほうで更新している授業の内容が変

わってきているから、それを改めて習得してス

キルアップしていきましょうという事業のよう

に私は理解しているんですが、実際昨年度やっ

てみて、どれぐらいの先生がそういう制度にのっ

かったのかとか、またそれで今回よかったのか。

今、国のほうではこれを廃止しようという方向

に向かっている。この予算化されている事業だ

というふうに認識していいと思っているんです

が、上げているのはどういう形なのかお伺いし

たいと思います。

○阿南教職員課長 まず更新講習を受けた方で

ございますけれども、宮崎大学、宮崎産業経営

大学、宮崎学園短期大学で７月から９月にかけ

て更新講習が開講されたんですけれども、これ

らの３大学で県内外及び公立・私立の区分はで

きませんけれども、すべての教員免許状に共通

の必修科目12時間でございますが、これを受講

された方が730名、それからおのおのの免許状の

種類等に対応する選択領域、１こま６時間でご

ざいますけれども、これが延べ1,864名、更新講

習の受講時間30時間を常に終了された方が698名

ということでございます。

それと成果についてでございますが、宮崎大

学が行ったアンケートによりますと、９割がお

おむね良好ということでございました。

○丸山委員 昨年の予算をちょっと調べてみた

ら、380万余と。ことしは240万余というふうに

減額になっているんですけれども、これは国の

ほうで免許更新に関して廃止なり縮減を考えて

いるから、それらの考えで計上されたのか。も

しくは、全体の数が減るから、こんな数字で上

げられたのか、どちらでしょうか。

○阿南教職員課長 これは昨年度は免許更新の

事務手続等に非常勤の職員を１名雇用し、報償

費を払うということで予算を組んでいたわけで

ございますけれども、その分につきまして、正

規職員が今年度配置されたことにより、その非

常勤職員の報酬が要らなくなったための減でご

ざいます。

○丸山委員 この事業自体はずっと続いていく

というふうに教育委員会として認識してよろし

いでしょうか。

○阿南教職員課長 文部科学省によりますと、

来年度、教員養成課程の充実、現在４年課程か

ら６年課程へ変更とか、それから、専門免許状

制度の導入検討を含む教職員の資質向上のため

の教員免許制度の抜本的見直しの検討に着手す

ると。そして、新たな教員免許制度の内容及び

移行方針を具体化する中で、現在の教員免許更

新制のあり方についても結論を得ることとして

いるというふうに聞いております。

○丸山委員 国の動向に従ってやっていくとい

うことでよろしいでしょうか。

○阿南教職員課長 国の動向を見守っていくと

いうことになろうかと思います。

○丸山委員 次に、生涯学習課にお伺いします

が、483ページの家庭教育振興費が昨年が2,600

万だったのが600万余になって非常に減額になっ

ていると。恐らく調べてみましたら、ある程度

国のほうの仕分け委員会で市町村が取り組んで

いる訪問型家庭教育支援事業が全廃になったと

いうことで、それがゼロになっているんですけ
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れども、その影響だというふうに思っているん

ですが、この前説明のときには、国の回答とし

ては、自治体が判断してやるか、続けるかとい

うことだったと思っているんですが、やめてし

まったというのは一大判断で、本来はこの事業

が今学校だけじゃなくて、家庭と社会、３つが

しっかりやっていくために多分やっている事業

だと思ったもんですから、やめてよかったのか、

本来は続けたいという意識があったんじゃない

かと思っているんですが、どうなんでしょうか。

○興梠生涯学習課長 ５市町村で取り組んでお

りましたけれども、残念であるという意見は聞

いております。ただ、仕分け委員会としては、

こういったモデル事業というのは、もういいん

ではないかと、自治体に任せればいいんじゃな

いかというふうな結論だったということで聞い

ておりますので、廃止になったということでご

ざいますが、私どもとしましては、例えば、県

単で以前やっておりました地婦連あたりが取り

組んでおりましたような家庭訪問を伴うような

家庭教育充実の事業がございますので、そういっ

たものに成果を生かしていただきたいと考えて

おります。以上でございます。

○丸山委員 いずれにせよ、学校だけではなく

て家庭が一体になって人づくりというのは、社

会も含めてやらなくてはいけないということで

あると思っておりますので、何らかのフォロー

アップなりをしっかりやっていただくようにお

願いしたいと思っています。

あと、引き続き生涯学習課になるんですが、

配付資料の12ページなんですけれども、アシス

ト事業についてなんですが、これはイメージ的

にはこれまでトライアルウイークという、１週

間ぐらい企業訪問して勤労観をつけるとかいう

事業もこれまでやってきたんじゃないかなとい

うふうに思っているんですけれども、それと全

く違うのか。どういう立ち上げでやったのかと

いうのをお伺いしたいと思っております。

○興梠生涯学習課長 この事業の趣旨につきま

しては、先ほど御説明を申し上げたとおりでご

ざいますけれども、確かに委員おっしゃいます

ように、これまでいろんな形で企業が間接的に

教育支援を行ってきた例はございます。ただ、

やはり先ほど申し上げましたように、企業の持

たれております人材とか、それから専門性とい

うのは非常に教育的な価値が高こうございます

ので、これはやはり常に活用しやすいような仕

組みとしてつくっていく必要があると。それは

学校とかいろんな方々からお聞きしますし、そ

れから、国のほう、経済団体、経団連とか、そ

れから商工会議所あたりですけれども、これも

平成18.19年度ぐらいに教育に積極的に対応する

というふうな報告も出しているところでござい

ます。そういったことも受けまして、この事業

を構築するときに、私どもは各経済団体とかを

ちょっと訪問しまして、そういった方向性につ

いて御相談したんですけれども、この趣旨とい

うのは非常にいいことであるというふうなこと

もお聞きをしたところでございます。ですから、

そういう仕組みをきちっとつくっていくという

のがこの事業の目的でございます。

○丸山委員 費用的には3,200万ですけれども、

具体的に企業に、講師に払っていくという形に

多分見えるんですけれども、それで十分足りる

というふうに思ってよろしいんですか。企業は

それで十分活用しやすくなるというイメージが

ちょっとわからないものですから、もうちょっ

とその辺を詳しく説明していただきたいと思い

ます。

○興梠生涯学習課長 これは基本的には、例え
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ば予算上は320万で計上しておりますけれども、

職員によって各企業は小まめに回るというふう

に考えておりますので、そういった旅費であり

ますとか、それから、データベースを構築する

ための委託費だとかそういったものでございま

して、趣旨を御説明しながらよく理解していた

だくと、そういった方向で御協力いただくとい

うふうな経緯がございまして、中には、例えば

費用弁償とか必要になるかと思いますけれども、

基本的に余り企業に講師の謝金をお払いすると

か、そういった形では想定はしていないところ

でございます。内容としては、出前講座であり

ますとか、それから企業見学の受け入れであり

ますとか、それぞれ企業が持たれる特性といい

ますか、人材なり、それから対応できる内容を

整理していくというのが重要でございますので、

そういった費用の内容はそういったことで考え

ております。

○丸山委員 いずれにせよ、子供たちに勤労感

をつけたりとか、一番それが大きな目的だと思っ

ていますし、あと、今就職が厳しい厳しいとい

うふうに言われている時代なんですけれども、

これまでも議論したとおり免許とか持っている

と、就職のほうにもうまくつながるとか、地元

のほうもこういった人間をつくってほしいとい

う、非常にそういう場にしっかりなってもらっ

て、高校の卒業で内定していない人が200人以下

になったと報告をいただいたんですけれども、

今度ゼロになるためには、こういった事業もう

まくコラボレーションしながら進めていただき

たいと思っております。

○横田委員長 ほかございませんか。

○阿南教職員課長 先ほどの小学校１年・２年

生の30人学級の成果についてでございますが、

平成17年４月に市町村教育委員会にアンケート

調査を実施し、検証を行っております。調査結

果といたしまして、児童生徒の発言・発表する

機会がふえた、教師の児童・生徒に対する見方

は接し方が改善した、授業につまずく児童生徒

が減った、これらの項目について高い評価がア

ンケートから得られております。また、平成19

年５月に各小学校に調査を行ったところ、欠席

日数の改善に成果が見られております。１年生

で申しますと、平成13年が平均欠席日数が4.4日

だったのが、平成18年には3.4日と１日減ってい

ると。２年生についての結果としては、平成15

年が3.7日だったのが、平成18年には3.4人とい

うふうになったという成果が報告されておりま

す。以上であります。

○横田委員長 ほかございませんか。

それでは以上で教職員課、生涯学習課、スポー

ツ振興課、文化財課、人権同和教育室の審査を

終了いたします。

説明補助員入れかえのため、ここで５分間休

憩いたします。

暫時休憩いたします。

午後３時11分休憩

午後３時15分再開

○横田委員長 委員会を再開いたします。

各課長・室長の説明及びそれに対する委員の

質疑が終了しましたけれども、教育委員会全般

について質疑をお受けしたいと思います。何か

ありましたら出してください。

○中野一則委員 公立高校の授業料無償化につ

いて、先ほども説明がありましたが、１点だけ

教えてください。特別の事由がある場合は、授

業料の徴収をするということなんですけれども、

ここにおいて、ここに一度高校を卒業している

生徒とあるんですが、卒業をしてからの生徒と
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いうところ、何名いて、どういう方なのか、二

度目の高校に今入学をされているのか。この理

由がよくわからんわけですけれども、どういう

実態なのか教えてください。

○井上財務福利課長 平成21年度現在、８名い

らっしゃいまして、すべて宮崎工業高校の定時

制にいらっしゃいます。したがいまして、何ら

かの技能を身につけるですとか、資格を取得い

たしますとか、そういう目的があることも考え

られると思っております。以上でございます。

○中野一則委員 その方は何年生に在学する形

になって、大体年齢層はどういう方なんですか。

○井上財務福利課長 ちょっと年齢層までは把

握しておりませんが、また高等学校の定時制課

程を正規にとられつつある方でございますので、

４年と。定時制の１年生から４年生にわたって

在学しておられるところでございます。

○中野一則委員 他県の高校かわかりませんが、

１回公立の高校を卒業して、再度高校に入学で

きるということですね。

○児玉学校政策課長 宮崎工業高校の定時制で

ありますけれども、大学を卒業した方も入って

おられる面があります。例えば、文科系の大学

を卒業されて、やっぱり技術を身につけたいと、

機械、電気、そういった技術を身につけたいと

いうことで、この定時制のほうに入って学んで

いるという学生の方がいらっしゃるということ

です。

○中野一則委員 定時制だから、枠の範囲内で

入学されておるんだと思うのですが、その方が

入ったばかりに、新規の入学者が排除されたと

いうことはないわけですよね。

○児玉学校政策課長 まだ定員に十分あきがあ

りますので、そういうことはございません。

○中野一則委員 そういう方に授業料を無償化

というのは考えられないと。他県のことを云々

と書いてあるが、ないというふうに私は思いま

す。

○中野明委員 例えば、Ａ高校を退学してＢ

高校に入った場合はどうなるんですか。

○井上財務福利課長 一たん高校を卒業しまし

たですとか、あるいは正規の年限を越えて在籍

する場合は、いろいろのパターンがあり得ます。

それらについて、仮に授業料を徴収すると本県

で定める場合については、これから個々に定義

していくことになると思います。

それから、先ほど定時制の在学学年のお尋ね

でございますけれども、現在は３年生に４名、

４年生に４名でございます。以上でございます。

○横田委員長 ほかにございませんか。

○中野一則委員 小林商業高校と工業高校が先

日廃校になりました。まだ廃校には実際なって

いないかもしれませんが、本年度で廃校になり

ます。それから丸々３年後には高原高校が廃校

になるわけですけれども、その跡地利用をどう

考えていらっしゃるかということと、それに関

連して、各工業高校を含めた各学校の面積を教

えてください。

○井上財務福利課長 財務福利課からまず面積

だけお答えいたします。小林工業高校が５

万2,297平米でございます。小林商業高校が４

万6,398平米でございます。高原高校が５万3,270

平米でございまして、同校には農場用地がござ

いますが、これが15万4,826平米になっておりま

す。面積については以上でございます。

○児玉学校政策課長 跡地利用につきましてで

すが、教育財産としての活用はどうかというこ

とをまず最初に考えます。次の時点で、教育財

産としての活用がないとなりますと、今度は県

の他部局のほうで活用することはできないかと
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いうようなことで考えます。それでもない場合

には、今度はそれぞれの市町村のほうで、公的

な利用はされないかどうかということを打診い

たします。それでもない場合には、今度は民間

ということになってまいると思いますけれども、

そのような段階で検討してまいりますが、今の

ところ、西諸県にしても南那珂にしましても、

教育財産としての活用は考えていないところで

あります。

○中野一則委員 例えば、商業高校ですが、管

理棟教室が実習棟含めて残るわけですけれども、

これを再利用するということで、いつごろまで

切って、あれをどうするかを決めるわけですか

ね。もう今すぐそういう教育棟なんかは近いう

ちに壊して更地にしたいという、そういうこと

もまだ決めていないわけですか。

○児玉学校政策課長 小林商業高校の跡地につ

きましては、小林市のほうと今後、どのように

小林のほうが利用されるのかを詰めていくこと

になります。まだ小林のほうでは今度市長選が

行われるということでありますので、その市長

選を受けてから具体的な動きが始まるというふ

うに考えております。

○中野一則委員 いわゆる小林市が使わないと

なれば、県のほうで何かを決める、何もなけれ

ば更地にしていくということになると思うので

すよね。その年限というのはどのぐらいの、後

何年ぐらい時間があるもんですか。

○児玉学校政策課長 まず小林のほうが跡地利

用についてないということになってきた場合に、

その後、いつをめどにというようなことについ

ては、現在、まだ考えていないところでありま

す。

○中野一則委員 小林がもしも利用したいとい

う場合には、もちろん無償で市に土地を提供さ

れるわけですわね。

○児玉学校政策課長 今、私どもとしましては、

ただということでは考えておりません。

○中野一則委員 県の執行者で意見の不一致が

ないようにしてください。

それから、できたら早く期限を切ってどうす

るか決めてほしいと思います。そのことを要望

しておきたいと思います。

先ほどもちょっと出ましたが、第30回の宮崎

女子ロードレース、ことしの１月で終了しまし

たが、ここに県は今までどのくらい大会経費と

して出費されておったわけですか。その割合は

幾らになるわけですか。

○川崎スポーツ振興課長 女子ロードに対しま

しては、県が出費しておりましたのは200万でご

ざいます。あと、県の体育協会の職員、あそこ

が事務局でしたので、そういった人的支援はし

ておったところでございまして、大体７分の１

ぐらいの割合で出費しておったところでござい

ます。

○中野一則委員 もう１点、心のノート、あれ

が小学校に１・３・５に配付、それと中学１年

のときに配付なんですが、あれの本当の利用・

活用、現実どんなふうに利用されておったもん

ですかね。将来なくなる話もありますが、その

実態を教えてください。

○山本学校支援監 心のノートは、学校と家庭

をつなぐかけ橋みたいなもので、学校でももち

ろん使うけれども、家庭でも使って、いろんな

読み物について保護者と子供が話をするとか、

もちろん学校でも道徳の時間を中心に活用して

使っておりました。

○中野一則委員 そのことは先生に任せっぱな

しじゃないんですか。実際は使われていないと

いうこともあるんじゃないですか。
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○山本学校支援監 すべての学校で活用がなさ

れているというふうに聞いております。

○中野一則委員 聞いているんです。後でまた

その実態を私が報告する機会があると思うので

すが、やはりぴしゃっとした、そういう、どう

いうときにどんなふうに利用するということが

決め手はないんでしょう。どの時間帯でどう決

めるというのは。

○山本学校支援監 心のノートは、道徳の時間

はもとより、先ほど申しましたように、例えば、

子供が休み時間の中で見るとか、道徳の時間の

副読本とちょっと違う意味合いがありますので、

いろんな場面で見ていると。もちろん家庭でも

見ているということでございます。

○丸山委員 高校の授業料の無償化についてな

んですが、先ほど説明で25億が国のほうから来

るということなんですけれども、実際の授業料

の根拠、決め方、何で聞くかというと、一般財

源からも168億投入しているということになって

いるもんですから、授業料というものの県が決

めた根拠は、何を根拠としているのか。私学は

それを全部やってかなり高いというふうに言わ

れているものですから、その部分の差が本来は、

授業料が無償化になることがいいことなのかも

しれませんが、本当にいいことなのか、ちょっ

と根拠がまず、根拠はどういうふうに決めてい

るのかお伺いしたいと思います。

○井上財務福利課長 県における直接の根拠は、

使用料手数料徴収条例でございますが、その今

１人月額9,900円、年額11万8,800円と申します

のは、これはほぼ全国同じでございまして、と

いうのも、地方財政計画でこの標準額を定めて

いるからでございます。以上でございます。

○丸山委員 実際は運営するためには、479ペー

ジに一般財源が168億必要ですと計上されてい

る。一般財源ですね、これは。だと思うのです

よね。合わさって実際の学校は運営できている

んじゃないかというふうに思っているんですが、

それは間違っているんでしょうか。

○井上財務福利課長 従来も授業料の収入分は

人件費の一部に充当されていたものでございま

して、これは県の設置する県立学校でございま

すから、残りは県費からの支出でございました。

今後ともそうであるわけでございます。以上で

ございます。

○丸山委員 県立高校ですので、県費で支出せ

ざるを得ない。どういう学校をつくっていくの

かということになってくるのですが、この分よ

りも、私の中学校の１年生を35人にするときに

１億何千万かかります。これを30人にすると倍

ぐらいのお金がかかりますということもレク

チャーを受けたんですが、本来はこういうお金

は国がしっかり、教育についてはしっかりやる

べきなのに、小学校に関しても中学校に関して

も、義務教育ですら国が３分の１しか見ていな

い。本来そちらのほうに充当すべきような感じ

もするんですけれども、その辺の教育としての

今後、差別化がどんどん、お金のあるところと

ないところ、事業仕分けなんか特に切られてい

る。理科教育なんかも切られるとか、英語も切

られるとか、切られていけば、どんどん教育の

格差ができてくるんじゃないかなと心配してい

るものですから、この教育の国がやるべきもの

は、どこに行っても同じ教育の水準であるべき

だというふうに思っているもんですから、今の

国のあるべき姿が本当に正しい方向に行ってい

るのかというのをちょっとお伺いしたいと思っ

ております。

○渡辺教育長 公立高校の授業料無償化につい

ては、もう私から申し上げるまでもなく、民主
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党政権が、すべての学ぶ意欲のある生徒が勉学

に打ち込める体制をつくるということをマニ

フェストに掲げて、それを法律の形にして、今

国会に提案しているものであります。したがっ

て、この件について我々のほうからその是非に

ついて論ずる立場にはございません。ただ、も

う一つ民主党政権が言っていますのは、やっぱ

り教員の質と数の充実ということを掲げており

ますけれども、それとの絡みになるんですけれ

ども、例えば、少人数学級あたりをどうしてい

くのかというところですね。うちの場合は、小

学校１・２年生でやっておりますし、今度中学

校１年生でお願いしているところでありますけ

れども、ただこの場合にも、基本的には職員、

教育というのはマンパワーですから、基本的に

は職員定数というのは、国において、１学級当

たりの編制標準というのが40人学級ということ

になっております。ただ、小学校１年生、要す

るに初めて集団生活を経験する子供たちにとっ

て、学校生活への適応をスムーズにするために、

県の施策として、１・２年生については少人数

学級を導入している。同様の考え方で中学校段

階での、いわゆる中１ギャップ等の解消を図る

ために、１年生で少人数学級を入れたいという

ことでありまして、それがすべての学年にわたっ

て、少人数学級がふさわしいのかどうかという

ことについては、これはもっと幅広い見地から

中教審等の意見も聞きながら、国全体として判

断をしていただく事項だと思います。ただ、今

委員がおっしゃったように、財政力の格差が即

教育格差につながるというようなことは、我々

としては絶対避けていただきたいなと、こうい

う思いは持っております。以上です。

○丸山委員 最後のほうでお答えいただきまし

た財政の格差によって教育格差ができないよう

に、しっかりやっていただきたいと思います。

○横田委員長 ほかございませんか。

それでは、ないようですので、最後に私から

一言だけ意見を言わせていただきますが、先日、

県北の小学校教諭が強制わいせつで逮捕されて、

懲戒処分を受けるという事案がありました。非

常に残念なことでしたけれども、こういう事案

はたくさんの先生の中のほんの一握りだとは思

うのですけれども、それは理解しているんです

けど、学校教育で一番大事なことは、教師と児

童生徒、教師と保護者、教師と地域、それの信

頼関係が一番大事だと思うのですよね。その信

頼を失墜させる非常に重要な事案だったという

ふうに思います。こういうことが起こると、い

つも教育長が一人で謝罪をされて本当に気の毒

だとは思うのですけれども、ぜひぜひ二度とこ

ういうことが繰り返されることがないように、

さらに強化を図っていただきたいと思っており

ますので、ひとつよろしくお願い申し上げます。

それでは、以上をもちまして教育委員会を終

了いたします。執行部の皆さん、お疲れさまで

ございました。

暫時休憩いたします。

午後３時34分休憩

午後３時38分再開

○横田委員長 委員会を再開いたします。

まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うこととなっておりますので、12日に

行いたいと思います。開会時刻は13時30分とし

たいのですが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○横田委員長 それではそのように決定いたし

ます。

その他、何かありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○横田委員長 ないようですので、以上で本日

の委員会を終了いたします。

午後３時38分散会



- 105 -

平成22年３月12日（金曜日）

午後１時28分再開

出席委員（８人）

委 員 長 横 田 照 夫

副 委 員 長 松 田 勝 則

委 員 中 村 幸 一

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 中 野 一 則

委 員 中 野  明

委 員 満 行 潤 一

委 員 新 見 昌 安

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

政策調査課主幹 坂 元 修 一

議 事 課 主 査 花 畑 修 一

○横田委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案の採決を行います。採決につきま

しては、議案ごとがよろしいでしょうか。一括

がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○横田委員長 それでは、一括して採決いたし

ます。

議案第１号、第14号から第17号まで、第19号

及び第22号につきましては、原案のとおり可決

することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○横田委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第１号、第14号から第17号まで、第19号及

び第22号につきましては、原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。

次に、請願の取り扱いについてであります。

請願第30―２号「教育格差をなくし、すべての

子供に行き届いた教育を求める請願」は、継続

となっておりますが、この取り扱いはいかがい

たしましょうか。

〔「採決を」と呼ぶ者あり〕

○横田委員長 請願第30―２号について採決と

の御意見がございますので、お諮りいたします。

この際、請願を採決することに御異議ござい

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○横田委員長 それでは、請願第30―２号につ

いて、採択すべきものとすることに賛成の方の

挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○横田委員長 挙手少数。

それでは、念のために反対採決を行います。

請願第30―２号について、不採択とすること

に賛成の方の挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

○横田委員長 挙手多数でありますので、請願

第30―２号は不採択ということで決定いたしま

した。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

「教育及び警察行政の推進並びに公営企業の

経営に関する調査」につきましては、引き続き、

閉会中の継続審査といたしたいと思いますが、

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○横田委員長 御異議ありませんので、その旨

議長に申し出ることといたします。

次に、委員長報告骨子についてであります。

委員長報告の項目として、特に御要望等ない



- 106 -

でしょうか。

暫時休憩します。

午後１時30分休憩

午後１時40分再開

○横田委員長 委員会を再開いたします。

委員長報告につきましては、正副委員長に御

一任いただくということで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○横田委員長 それでは、そのようにいたしま

す

最後に、その他で何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○横田委員長 ないようですので、以上で委員

会を終了いたします。

午後１時40分閉会




